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序     文 

日本国政府は、マダガスカル国政府の要請に基づき、同国南部地域の飲料水供給に係る調査を

実施することを決定し、独立行政法人 国際協力機構がこの調査を実施することといたしました。 

当機構は本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、平成 16 年 7 月 27 日か

ら同年 8 月 22 日までの 27 日間に渡り、当機構 地球環境部 横倉調査役を団長とする事前調査団

を現地に派遣しました。 

 調査団は本件の背景を確認するとともに、マダガスカル国政府の意向を聴取し、かつ現地踏査

の結果を踏まえ、本格調査に関する協議議事録に署名しました。 

 本報告書は、今回の調査を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査に資

するためのものです。 

 終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

  

平成 16 年 9 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 
理事 北原 悦男 
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略 語 表 

ANDEA Autorité Nationale De l'Eau et de l'Assainissement  国家水衛生庁 

AES Alimentation en Eau du Sud 南部給水公社 

BAD Banque Africaine de Développement アフリカ開発銀行 

CGDIS Commissariat Général au Développement Intégré du Sud 南部総合開発局 

CISCO Circonscriptions Scolaires (District education office) 学校区管轄教育事務所 

CSB Centre de Santé de Base (Basic Health Center) 保健診療所 

CRS Catholic Relief Services カトリック救済事業 

DEA Direction de l’Eau et de l’Assainissement 水・衛生局 

DELSO Projet de Développement de l’Elevage du Sud Ouest 南西部牧畜開発計画 

ECP Environmental Commitment Program 環境コミット・プログラム 

EIA Environmental Impact Assessment 環境影響評価 

ELM L’Eglise Luthérienne de Madagascar マダガスカル・ルター派教会 

EU European Union 欧州連合 

FED Fonds Européen de Développement ヨーロッパ開発基金 

FRP Fiber Reinforced Plastics 繊維強化プラスチック 

FID Development Intervention Fund 開発関与基金 

FMG Franc Malagache (Malagasy franc) マダガスカル フラン 

FONDEM Fondation Energie pour le Monde 世界エネルギー財団 

FTM Institut National de Geodesie et Cartographie 国土地理測量院 

GDP Gross Domestic Product 国内総生産 

GNI Gross National Income 国内総所得 

GSP Galvanized Steel Pipe 亜鉛めっき鋼管 

IDH Human Development Index 人間開発指数 

INSTAT Institute National de la Statistique 国家統計局 

IPPTE Initiative pour les Pays Pauvres Très Endettés 重債務貧困国に対するイニシアティブ 
JIRAMA JIRO sy RAno MAlagasy 電気・水公社 

NGO Non Governmental Organizations 民間非政府組織 

MEM Ministère de l'Energie et des Mines エネルギー鉱山省 

ONE National Office for the Environment 国家環境室 

OR Organism Régulateur 調整機構 

ORSTOM Institut Français de Recherche Scientifique pour le 
Développement en Coopération  

フランス開発協力科学調査研究所 

PAEPAR Projet Pilot d’Alimentation en Eau Potable et 
Assainissement en milieu Rural 

村落地域飲料水供給・衛生パイロット・

プロジェクト 
PEMP Project Environmental Management Plan プロジェクトの環境管理計画 

PREE Programme d'engagement environnemental 環境予備調査 

PRSP Poverty Reduction Strategy Paper 貧困削減戦略ペーパー 

PVC Polyvinyl Chloride ポリ塩化ビニル 

SAP Système d'Alerte Précoce 早期警報システム 

TDR Terms of Reference  TOR(仏略) 

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画 

UNICEF United Nations Children’s Fund 国際連合児童基金 

VLF Very Low Frequency 超低周波 

WHO World Health Organization 世界保健機構 

 



  

 
マダガスカル国南部地域における自立的・持続的飲料水供給計画調査 

事前調査報告書 

目 次 

序 文 

調査対象位置図 

略語集 

 

 第 1 章  事前調査の概要 ................................................................................................... 1 

1-1 要請の背景及び事前調査の目的 ........................................................................ 1 

1-2 調査団の構成及び調査日程 ................................................................................ 1 

1-3 協議概要................................................................................................................ 3 

1-4 協力の方向性 ........................................................................................................ 3 

 第 2 章  水資源開発/水利用にかかる実施体制 ................................................................ 4 

2-1 水資源開発/水利用にかかる法制度 ................................................................... 4 

2-2 水資源開発/水利用にかかる政策 ....................................................................... 6 

2-3 関連組織の実施体制 ...................................................................................6 

2-4 他ドナー、国際機関の動向.........................................................................12 

 第 3 章  調査対象地域の概要 ........................................................................................... 16 

3-1 自然・水資源・水理地質状況 ............................................................................ 16 

3-2 社会経済状況 ........................................................................................................ 31 

3-3 住民参加と水使用に係る啓発 ............................................................................ 38 

 第 4 章  水資源開発/水供給事業にかかる現状と課題 ...................................................... 42 

4-1 水供給に関する開発計画 .................................................................................... 42 

4-2 水資源開発/水供給事業の現状と課題 ............................................................... 45 

 第 5 章  環境・社会予備調査 ............................................................................................. 65 

5-1 環境・社会影響評価制度 .................................................................................... 65 

5-2 プロジェクトの概要とプロジェクト立地環境 ................................................. 68 

5-3 スクリーニング及び予備的スコーピングの結果 ............................................. 71 

 第 6 章  本格調査の実施方針 ........................................................................................... 76 

6-1 本格調査の目的と基本方針 ................................................................................ 76 

6-2 調査対象地域 ........................................................................................................ 78 



  

6-3 調査内容及び範囲 ................................................................................................78 

6-4 調査工程及び要員計画 ........................................................................................87 

6-5 調査実施体制 ........................................................................................................89 

6-6 大学・NGO 等ローカルリソースの活用...........................................................89 

6-7 調査用機材 ............................................................................................................89 

6-8 調査実施上の留意点 ............................................................................................92 

 

付属資料 

 1．T/R ...............................................................................................................................101 

 2．S/W 案及び M/M ..............................................................................................................127 

 3．主要面談者リスト................................................................................................................139 

 4．収集資料リスト ...................................................................................................................140 

 5．事前評価表 .......................................................................................................................144  



－ 1 － 

第１章 事前調査の概要 

１－１ 要請の背景及び事前調査の目的 

マダガスカルでは安全な水へアクセスできる人口の割合は 2000 年度で全体の 47％、都市部 81％、

農村部 31％となっており、中でも南部に位置するチュレアール州南部沿岸地域は､年間降水量が

400mm から 500mm しかなく公共水道も未発達なため、地域の住民は他に類を見ない高額な飲料水

を水売りから購入せざるを得ない状況にあり、しかもその水質は衛生的とは言い難い。このため、

マダガスカル政府は同地域における「安全な水」の確保を国家の 優先課題の一つとし、解決に注

力している。 

このような背景から、JICA は 2003 年 8 月に水分野プロジェクト形成調査を実施した。その調査

結果と提言に基づき、これまでの我が国の関連事業（無償資金協力事業、技術協力等）の情報を整

理・分析した上で、マダガスカル国エネルギー鉱山省と開発調査の枠組みに係る協議及び現地踏査

を行うため、事前調査団を派遣した。事前調査の目的は、先方との協議により本格調査実施のため

の実施細則 S/W（案）を添付した協議議事録（M/M）に署名交換を行うこと、開発調査実施の具体

的方法につき検討すること等である。 

１－２ 調査団の構成及び調査日程 

（１）調査団の構成 

名前 担当分野 滞在期間 所属 

横倉順治 総括 
 

8/9～8/20
 

国際協力機構 地球環境部調査役 

村上雅博 地下水利用計画 

 
8/9～8/20

 

高知工科大学 社会システム工学科 

 国際総合開発講座教授 

村上敏雄 水文・水理地質 

 
7/27～8/22

 
株式会社ソーワコンサルタント 

手島速雄 
水利用計画／住民参加

／環境社会配慮 

 
7/27～8/22

 
株式会社パデコ 

今井達也 協力企画／援助調整 

 
8/9～8/18

 

国際協力機構 地球環境部  

水資源・防災第一チーム 
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（２）調査日程 

日

順 月日 横倉 今井 村上（雅） 村上（敏）手島、通訳 

1 7 月

28 日 水 成田発 

2 29 日 木 アンタナナリボ着 

3 30 日 金 
JICA 事務所打合せ、鉱山

ｴﾈﾙｷﾞｰ省及び AES 表敬 

環境省、現地業者等訪問 

4 31 日 土 継続調査 

5 8 月 
1 日 日 南部に移動 

6 2 日 月 南部現地調査 

7 3 日 火 同上 

8 4 日 水 同上 

9 5 日 木 同上 

10 6 日 金 同上 

11 7 日 土 同上 

12 8 日 日 

 

アンアタナナリボに移動 

13 9 日 月 成田発 継続調査 

14 10 日 火 アンタナナリボ着、JICA 訪問、中間報告会 継続調査、JICA 事務所に

て中間報告 

15 11 日 水 日本大使館表敬、米国大使館書記官と JICA にて面談、 
鉱山ｴﾈﾙｷﾞｰ省(大臣面談)、AES と意見交換 継続調査 

16 12 日 木 鉱山エネルギー省と継続協議、S/W 案検討 継続調査 

17 13 日 金 団内打ち合わせ、南部に移動 首都で資料整理
団内打ち合わせ、 
南部に移動 

18 14 日 土 現地踏査（村上教授合流） 現地踏査 

19 15 日 日 現地踏査 

20 16 日 月 現地踏査、アンアタナナリボに移動 現地踏査 

21 17 日 火 鉱山ｴﾈﾙｷﾞｰ省、AES と意見交換、議事録案協議（村上教授首都へ移動 現地踏査 

22 18 日 水 協議議事録署名、JICA 事務所報告、日本大使館報告
アンタナナリボ

発 アンアタナナリボに移動  

23 19 日 木 アンタナナリボ発 成田着 継続調査 

24 20 日 金 成田着 （別件調査へ参加） JICA 事務所報告 
アンタナナリボ発 

25 21 日 土 （移動） （移動） 

26 22 日 日 
  

成田着 

 

 成田着 
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１－３ 協議概要 

本調査の対象地域の水供給に関しては、Mandrare 川の水を Ambovombe に供給するパイプライン

の建設が要請されているが、調査団から約 260m の揚水に必要な運営・維持管理費用と、対象地域

の地下水資源開発の可能性を鉱山・エネルギー省（MEM）、南部水供給公社（AES）、水・電力公社

（JIRAMA）に説明の上、本調査の実施方針に関する合意を得た。現在 AES が所有する給水施設の

運営・維持管理費については、各機関とも悩みの種であり、運営・維持管理費が 30％増加するとの

試算を提示したところ、各機関とも「目的は対象地域に安全な水を安定して供給することである」

という認識の下、見解が一致し、署名に際して、MEM 大臣よりシンプルな給水施設の計画をお願い

したいとの言及があった。 

なお、Sampona における揚水パイプラインを MEM が独自に建設する計画は、本プロジェクトと

は別に、同地域に対する農業用水の供給を目的としており、MEM は建設後に農業省に施設を引き渡

すとの説明があったが、この計画を継続するか否かはマダガスカル政府の判断に委ね、本開発調査

は予定通り実施することとなった。 

また、懸案であった米国ミレニアム挑戦会計（MCA）に対する要請は正式要請にいたっておらず、

本調査の実施を了解の上でマダガスカル側が調整することとなる。 

調査団と米国側との直接の接触としては、8 月 11 日に JICA 事務所にて米国大使館の Robert 

Gianfranceschi 書記官（政治・経済・商業担当）と意見交換を行った。Robert 書記官に対しては、調

査団から本調査の概要を説明した。同書記官からは、MCA の一般的な説明と共に、日本側からのコ

ンタクトに謝意が述べられ、南部に対する援助の実績と知見を有する日本側との調整を図ると共に、

今後とも情報交換を行って行きたいとの発言があった。 

１－４ 協力の方向性 

本計画の対象地域については、これまで日本の協力の主な水源はアンボサリー浄水場からの表流

水であること、また南部地域の開発状況の遅れから地下水賦存状況については必ずしも充分な調査

が行われていないこと等の背景から、マダガスカル側からはアンボサリー浄水場からの揚水による

ポンプ―パイプラインシステムの要望が平行して出ていた。しかし、既存給水システムよりもさら

に維持管理が困難となると試算されているポンプ－パイプラインシステムよりも、地下水を水源と

した重力による送水方式による井戸―パイプラインシステムの方が、運営上ははるかに有利であり、

将来的に持続可能であることを調査団はマダガスカル側に説明し、マダガスカル側はこれを理解し

た。鉱山エネルギー大臣および次官からは、送水は重力によるシステムが運営上望ましいこと、ま

た計画される施設・機材はそれを維持管理する要員あるいは村人のレベルにあった単純なものとし

て欲しい、などのコメントがあった。 

今後の計画の検討にあたっては、従来のように需要予測をベースにして施設・機材の規模・内容

を決めるのではなく、需要が充分には満たされない部分が生じても、マダガスカル側の維持管理能

力をベースに施設の規模・内容を検討することが、事業の持続性の観点から重要であると考えられ

る。 
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第２章 水資源開発/水利用にかかる実施体制 

２－１ 水資源開発/水利用にかかる法制度 

｢水法（Code de l’Eau、法 98－029 号）｣が 1999 年１月に発布された。この法律は、水資源の開発

と保全、汚染対策等に関する問題を調整する国家意志を表明している。 

この｢水法｣は、その実施のために以下の 15 の政令（草案を含む）を伴う。（【マダガスカル南部地

域水資源開発マスタープラン】、決定版 2004 年 2 月） 

１． 規格化委員会の設立に関する政令（排水基準、水源・利用方法・地域別の水源基準） 
２． 流域管理機関に関する政令 
３． 流域管理機関の設立とその組織と役割を定める政令 
４． 取水許可の授与手続を定める政令 
５． 保護区域に関する政令（水源、給水施設） 
６． 取水および排水料金に関する政令 
７． 水の監視、飲料水のコントロール、水資源利用の優先権に関する政令 
８． 水の水力発電への利用に関する政令 
９． 公有の河川、河川の一部、或いは湖沼等の等級付けと等級変更に関する政令 
10．水の行政機関に関する、また地方分権化された様々な公共団体間の権限委譲に関する政

令 
11．表流水、地下水への直接的または間接的な流入、排水、投棄、堆積に関する政令 
12．国家水・衛生庁（ANDEA）の組織、権限、役割を定める政令 
13．飲料水と家庭排水処の公共事業の組織と役割に関する政令 
14．公共水事業の調整機関の組織、役割、資金調達に関する政令 
15．上下水公共事業の料金規定に関する政令 

水法に基づいて、水資源管理と給水に係わる活動の一元化をめざす国家水・衛生庁（ANDEA）が

2003 年 3 月の政令 192 号により設立されることとなった。ANDEA 設立の主目的は、次の通りこれ

まで多くの機関が独自に行って来た水資源開発を統合的に管理・調整することである。水資源に関

する権限を持つ唯一の所管機関となり、上下水セクターの合理的開発と水資源の統合的管理の責任

を負う。 

 水資源に関するデータ収集と統合的な水資源管理 

 水政策、戦略、上下水マスタープランの作成 

 農業用水、工業用水、飲料水、環境の各分野間における調整 

 上下水道のプロジェクトの実施を調整 

2004 年 5 月に ANDEA は内閣府直属の機関として設立され、MEM 本省の建物内に事務所を設置

したが、8 月現在において職員は総裁と財政・総務担当者の 2 名だけである。2004 年末までに 10 名

体制にする希望を持っているが予算は確保されていない。現在は組織上の実態がほとんどなく、国

連開発計画（UNDP）や世界銀行は ANDEA を行政的に実行していける機関とさせることを課題とし

て挙げている。マダガスカル政府の計画では今後 3 年間をかけて ANDEA の組織作りが行われる予
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定となっており、2004 年度の予算はマダガスカル政府と UNDP が拠出したが、2005 年以降は資金目

処が立っていない。各ドナーからの資金を模索中であるが、資金が得られない場合 ANDEA 構想は

立ち消えになる可能性がある。 

また、同上法令において設置が明示されている調整機構（OR）は、都市の飲料水供給分野と生活

排水の共同下水処理分野における技術諮問・行政機関とされているが、これも現在は具体化されて

いない。同様に、「水・衛生国家基金（水資源の保全、開発および水質保護のために必要な資金融資

のための基金。後進地域の住民を含む全国民に対し、上質の飲料水の供給を受ける権利を保障する）」

も未設置のままである。 

同法令に基づく上下水道セクターに係わる組織を表２－１に示す。 

 

表２－１ ｢水法｣に基づく上下水道セクターに係わる組織 

行政機関/ 

機関の長 

上下水道政策適用

の計画管理機関 

水資源管理・許認可・ 

監理機関 
給水に係る公共機関 

国家機関／首相 ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ 鉱 山 省

（MEM） 

国家水・衛生庁（ANDEA） 
• 水利・水処理プロジェク

ト調整・計画 
• 実施管理 
• 整備計画策定 
• 調査・施工実施 
• データベース運営 
• 水資源評価 
• 水セクター、特に地方給

水への予算措置 

規制組織 
• 規則に基づく監理 
• 上下水道料金の決定と適用 
• 特別規則の提案 
• 施設情報システム管理 
 
資産管理会社 
• 農民との管理契約の委譲 
• 都市給水研究及び財務管理 

州機関/知事 
水資源管理及び規

制に関する国家政

策の実施と調整 

地域間機関 
知事に対する技術

支援と助言 

流域機関 
水の施設と管理の基本計画

策定 

 

市長  市町村 
支流域のグループ、水圏単

位に対応した支流域あるい

は帯水システム 
水施設と水管理の計画管理

における供用目的の設定、

価値付け及び湿原の保全と

同様に水生態系での表流

水・地下水資源の量・質の

保護 

市町村 
実施主体：管理会社である市町

村組合内で移行期間内に市町村

の再編成 

   
水使用の管理と監視 

フォコンタニ（行政村） 
小規模施設を委任された実施主

体（なお、伝統的で実質的な意

思決定集団として、村（フォコ

ノロラ）があり、フォコンタニ

はこの村が集まった郡のような

ものである。 
（出所：プロ形成報告書） 
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２－２ 水資源開発/水利用にかかる政策 

水・下水部門の開発における国家政策に関する公文書としては、「水・下水部門の戦略およびアク

ションプラン（1994 年）」、「水部門政策宣言（1997 年 12 月）」、「水法（1999 年 1 月）」、「都市および

村落における水供給と下水のインフラ開発プログラム 2005－2006－2007（2003 年）」、「貧困削減戦

略ペーパー（PRSP、暫定版 2002 年、完成版 2003 年 5 月、改訂版 2003 年 7 月）」、「エネルギー鉱山

省一般政策の提示（2004 年 4 月）」等がある。 

現行のマダガスカル国の水部門政策は、水法と PRSP を原則として、以下の事項を基本としてい

る。 

①飲料水政策 
2015 年までに農村地域の 80%、都市部の 100%を飲料水供給カバーしようとするものである。

更に、2005 年までの短期的目標では、農村部で 37%、都市部で 92%のカバレッジを達成しようと

するものである。 
②電気・水公社（JIRAMA）の民営化と民間企業による水供給 

国営企業 JIRAMA は民間資金を取り入れた形態へ移行する。また民間企業も飲料水供給に参加

できるとされた。 

③コスト回収 

いままでは、共同水栓（public tap）の裨益者は使用料を支払わないケースもあったが、原則的

にはコスト回収とされた。この原則は維持・運営費及び資本費の回収までを狙いとする。ただ、｢国

家上下水処理基金｣を設立し、使用料支払いの困難な貧困層を救済する構想もこの｢水に関する法

制｣に含まれる。 

④保健衛生プログラム 

また政府は飲料水および公衆衛生確保のための下記プログラムの推進を行うとされている。 

２－３ 関連組織の実施体制 

２－３－１ 実施機関 

都市給水はエネルギー鉱山省（MEM）水・衛生局上下水道部の管轄下、当該自治体が担当

するが自治体に給水施設の運転・維持・管理能力がない場合には電気・水公社（JIRAMA）な

どに委託する。そのため、都市給水では自治体管理のものと、JIRAMA 管理のものとが混在し

ている。こうして、全国の上水供給は、都市部では JIRAMA 管理が多く、一方、南部のチュレ
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アール（Tuléar）州では南部給水公社（AES）が所管とされている。さらに、JIRAMA は上水

のほか電力の供給も行っている。 

JIRAMA 自体は、2005 年から所有する水供給/電力供給の施設・設備は国有化され、2007 年

までには国有化される方針である。国有化までの過渡期の 2 年間の設備投資は政府（ＭＥＭ）

によってなされる計画である。 

このため、2007 年以降は、政府が管財公社（Heritage Company）を設立し、上水・電力供給

の施設はここに移管される計画となっている。また JIRAMA を含む事業体（AES 等の公的機

関、民間企業など）は、入札を経て 2 年ごとに管財公社と事業実施契約を結ぶ仕組みである。

ただし、電力部門の民営化は確定しているが水部門の民営化は未だ先になる公算が大きい。 

マダガスカル南部地域の主要都市は13で、そのうち11都市の給水は電気・水公社（JIRAMA）、

1 都市は南部給水公社（AES）、残る１都市は自治体が運営している。これらの都市給水に関す

る情報を表２－２に示す。 

表２－２ マダガスカル南部各都市の給水状況 

都市名 運営組織
人口(人)

(1993年)

能力現況

(m3/日)
水源 

チュレアール JIRAMA 80,826 9,400 地下水（7 深井戸） 

ベザハ 同上 - 1,755 地下水（被圧浅井戸） 

ベキリー 同上 6,929 120 伏流水 

チオンベ 同上 20,300 180 伏流水 

モロンベ 同上 - 840 地下水（浅井戸） 

マンジャ 同上 21,042 480 表流水（ダム） 

タオラグナロ 同上 30,690 4,853 表流水（2 ダム＋湖） 

アンパニィ 同上 17,521 144 地下水（5 深井戸） 

マナンバロ 同上 - 336 地下水（2 深井戸） 

アンボアサリィ南 同上 24,480 346 地下水（2 深井戸） 

ベチオキィ 同上 21,196 480 地下水（2 深井戸） 

アンボボンベ AES 45,425 73 トラック給水 

ベロハ 自治体 15,632 - AES のパイプライン・システムか

ら 6,305ｍ3/年受水、他水源は不明

出所：JIRAMA 

表のとおり、一人一日給水量はチュレアール（116ℓ）、タオラグナロ（158ℓ）の 2 都市と人

口又は給水量が不明な 4 都市を除いた 8 都市で 2～23 ℓと都市給水としては低い数字を示して

おり、南部における給水事情の悪さをうかがわせている。しかしながら JIRAMA が管理運転す

る全国 65 の都市給水施設のうち、一日平均給水量が 1,000m3 以下のものが 42（約 3 分の 2）

もあり、都市給水事情が悪いのは南部に限った問題ではないようである。 
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２－３－２ 予算・収支 

公共投資総額に占める上下水道セクターの比率は 3～4%しかなく、上下水道セクターの優先

度はあまり高くないと思われる。さらに投資は都市部が優先され、地方部の給水施設整備が立

ち遅れている。 

表２－３ 上下水道セクター予算 (概数) 

（単位：百万 FMG） 

 2001 年 2002 年 2003 年 

公共投資予算 2,990 1,841 2,496 

上下水道予算 93 60 106 

率 (％) 3.1 3.3 4.3 

出所：経済・財務・予算省 

また調査対象地域を含むチュレアール州南部全体の村落給水（アンボボンベ都市給水を含

む）を担当する AES の財政状況を表２－４に示す。 

表２－４ AES の経常収支（概数） 
（単位：百万 FMG） 

 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 

料金収入 490 837 557 538 952 923 

経常支出 1,598 3,557 1,960 1,862 2,478 2,483 

政府補助金 800 2,633 942 1,183 1,564 1,561 

出所：AES 

２－３－３ 給水分野の管轄、実施機関の組織 

マダガスカルにおける給水分野の管轄は、エネルギー鉱山省(MEM)、農業省、公共衛生省、

地方自治体及び MEM が管轄する電気・水公社（JIRAMA）、南部給水公社（AES）といった多

数の機関により行われている。 

（１）エネルギー・鉱山省 

1997 年の政令により、中央政府レベルでは MEM が、水に関する政策の策定・管理・実

施を担当し、自然資源の合理的な管理と水・エネルギーの国民・生産単位への安全供給を

担うと規定されている。具体的には中央省内の水・衛生局が、貧困削減ペーパー（PRSP）

や｢水法｣に従って、政策実施の任を負う。 

水・衛生局（DEA）は、プロジェクト室、水資源部、上下水道部、情報管理・環境保護

部等から成る。また各州には州エネルギー鉱山局があり、エネルギー・水課が設置されて

いるが、地方には人材も資源の投入も少ない。図２－１に MEM、図２－２に同省水・衛生

局の組織図を示す。 
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水・衛生局 エネルギー局 鉱山地質局 地域局

付属機関
JIRAMA
石油公社

プロジェクト
ユニット

総局長 付属部門

付属部門

管轄機関 情報局

大臣 官房

次官 総務・財務局

 

図２－１ エネルギー鉱山省（MEM）の組織図 

 
 

局長

会計・人事・秘書 ガレージ

プロジェクト室

調査課

水資源部

地下水開発

上下水道工事
課

上下水道部

行政市場課

情報管理・環境保護部

データバンク課

環境保護課

財務管理監視組織

(2004年8月現在)  

図２－２ エネルギー鉱山省 水・衛生局（DEA）の組織図 
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また、2004 年 8 月現在の水・衛生局の人員構成を表２－５に示す。組織図上の計画人員

114 人に対し現行の職員数は 89 人となっている。 

表２－５ 水・衛生局の人員構成 

局 部 課 職員 
計画上の 
職員数 

現行の 
職員実数 

  水・衛生局長 1 1 
PAEPAR ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ長 1 1 
上下水道室長  (1) 

水理地質担当者  (1) 
住民教育担当者  (1) 

 
 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 

 

財務担当者  (1) 
 水資源部長 1 1 

地下水開発課 課長 
職員 

1 
9 

1 
5 

 
 

水資源部 
調査課 課長 

職員 
1 
4 

1 
4 

 上下水部長 1 1 
行政市場課 課長 

職員 
1 
3 

1 
2 

 
 

上下水道部 
上下水道工事課 課長 

職員 
1 
9 

1 
7 

 部長 1 1 
ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ課 課長 

職員 
1 
3 

1 
2 

環境保護課 課長 
職員 

1 
9 

1 
9 

 
 

情報管理 
環境保護部 

財務管理監視課 課長 
職員 

1 
2 

1 
2 

会計 会計課長 
職員 

1 
5 

1 
3 

人事 人事課長 
職員 

1 
2 

1 
1 

秘書 14 10 
郵便物係 2 1 

秘書 

電話交換手 2 2 
ガレージ長 0 1 
運転手 20 15 

メカニック 8 4 
倉庫係 2 2 

 
水・衛生局 

 

ガレージ 

番人 6 5 
合  計 114 89 

出所：エネルギー・鉱山省 水・衛生局 

（２）南部給水公社（AES） 

対象地域の給水事業を担当しているAESの 2004年 8月現在の組織図を図２－３に示す。 

AES はエネルギー・鉱山省の下部組織である。AES 総局の事務所はアンタナナリボにあ

る。組織図上の技術局以下は南部地域で給水事業を行っている実働組織で、技術局事務所

はアンボボンベにある。人員は、2004 年 8 月現在、アンタナナリボの AES 総局事務所に

20 名、アンボボンベの技術局に 127 名が所属しており、総職員数は 147 名である。主な給
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水事業である給水車の多くが故障により稼動していないものの、人員はさほど減っておら

ず、過剰人員となり財政を圧迫しているものと判断される。 

MEM の水・衛生局による「上下水セクターの現状と将来需要報告（2003 年 8 月） 」の

報告から水管理委員会の組織と機能を概観すると以下のようである。この調査は都市給水、

村落給水を含み、調査対象地域にチュレアール州のベキリー、アンボボンベ、チオンベ県

も含む。 

エネルギー・鉱山省

AES管理顧問

AES総局

調整室 事務局

技術局

技術協力者 秘書課

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ・水道管
理部

水道センター管理
課

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ地域管
理課

財務部

一般会計課

在庫・調達管理課

人的資源的

訴訟課

IEC課

機材置場部

ﾒｶﾆｯｸ・電気課

調査・工事部

深井戸・浅井戸課

土木課

給水車事業部

給水課

 

図２－３ 南部給水公社（AES）の組織図 

 

（３）村落給水における水管理委員会の組織と機能 

アンボボンベーアンドロイ県を含むマダガスカル国南部では、UNCEF、世銀、UNDP な

ど多くの援助機関が主導して村落給水が実施されてきた。多くのコミューンでは、村落給

水が行われていて、裨益者住民が参加する水管理委員会が維持・運営に当たっているとこ

ろが多い。 

１）水管理委員会方式による給水事業の運営（預託金の積み立て、利用料金） 

水料金の支払方法は、60％の裨益者が分担金方式で水料金を支払っている。使用量に

よる課金は利用者の 9％のみである。一定の預託金を置いて、運転する原則は UNDP の

150 の深井戸プロジェクトにおいて適用されている。68％の利用者がリットル辺り

0.5FMG 以下の水料金を、70％がリットル辺り 1FMG 以下の水料金を払っている。 

２）村レベルにおける村落給水の組織 

調査した全ての給水施設に水管理委員会が存在している。村には他にも青年団体、農
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民金融、キリスト教、女性グループなどの組織が存在し、水管理委員会とは別に多くの

会合を持っている。こういったケースでは、給水施設の 80％が良好な状態に維持されて

いる。逆のケースでは、33％の施設が不適切な状態になっている。 

 

事前調査団が現地踏査にて聞き取りを行った水管理委員会の状況は以下のとおりである。 

① 当該フォコンタニ（Fokontany）の住民でもある給水施設の裨益者が委員を選任

する。委員は、ほとんどの場合 5～10 名であり、経理会計、監査などの特定の職

務を担当する。委員会が委員長を選任する。任期は数年であるが、設立以来、委

員の新規選任と交代のない水管理委員会もあった。裨益者の規模は 60～100 世帯

の範囲であって、これがおよそ 1 つのフォコンタニの総世帯数でもある。 

② 多くの水管理委員会では、バケツ単位の課金を徴収している。給水時には課金の

徴収や運転の監視のため給水施設に番人を置いている場合も多い。しかし、海岸

部の塩分濃度の高い井戸など、番人もおかず、料金徴収のない運営をしている場

合もある。また、水管理委員会の設置に当たって預託金を確保している場合とそ

うでない場合がある。 

③ 給水施設を提供した援助機関によっては、補修技術者の連絡先や補給部品のデポ

が確保され、持続的な運営を可能にしている運営形態もある。 

２－４ 他ドナー、国際機関の動向（「プロ形成報告書」より抜粋） 

２－４－１ 世界銀行 

世界銀行はマダガスカルにおいて現在 19 のプロジェクトの支援を行っている。その総額は  

8 億 1,600 万ドルで、そのうち 3 億 1,000 万ドルが既に支出されている。36％のプロジェクトが

社会セクター、15％が地方開発と環境である。 

今後は｢貧困削減支援クレジット（PRSCs）｣、すなわち財政支援により地方上下水道セクタ

ーを支援していく方針で、現在のドナー主体の支援から中央政府の主導により地方政府が実施

するプログラムに変えていく、としている。このためには計画、調達、財務管理に係る地方政

府の実施能力を評価する必要がある。世界銀行は地方政府強化のための地方分権プロジェクト

についても支援を行っている。 

地方上下水道セクター開発政策については、2003 年 10 月に開かれる同政策に係るセミナー

で関係機関の合意は得られるものと考えているとのことである。 

現在、地方上下水道セクターにおいては、主に Project Pilote Alimentation en eau Potable et 

Assanissment en Milieu Rural （PAEPAR）支援を行っている。この目的は、持続的かつ効果的な

地方飲料水供給及び衛生施設の拡充のために政府、コミューン、民間セクターの能力強化を支

援するものである。 

PAEPAR は、以下の４コンポーネントからなる。 

コンポーネント１：上下水道セクターの法規制整備 
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コンポーネント２：上下水道セクターの再編成と能力強化 

コンポーネント３：住民参加プログラム （教育・広報活動：IEC）戦略の調査・開発 

コンポーネント４：NGO を活用した村落給水・衛生システムの建設と衛生教育 

このほか、水セクターが抱える当面の課題として、民営化を含めた電気・水公社（JIRAMA）

の今後及び｢水法｣（1999 年）の実行、具体化にはすべてのドナーの支援条件のようになってい

る ANDEＡの具体化、の 2 点をあげている。 

２－４－２ 国連開発計画（UNDP） 

貧困削減戦略ペーパー（PRSP）の提出に関連して、UNDP は当面、マダガスカルのニーズ

に沿った計画を組んでいくような方式で支援を行っていくとして、財政支援には移行しないと

している。UNDP は現在｢貧困削減と持続可能な生活様式推進｣プログラムにおいて以下の活動

支援を行っている。 

• チュレアール州における 150 の深井戸建設 

• 大南部地域における水資源開発マスタープランの作成 

UNDP によれば、このマスタープランは他ドナーを考えて、援助協調を図るために作

成したものであり、ドナーグループの意見調整が必要としている。現状は各ドナーが

それぞれにやっている感があるので、円卓会議のようなものを開き調整を図っていく

意向である。 
• 「水法」（1999 年）とその施行のための政令の起草 

ANDEA とその流域支局の設置は UNDP の重要な支援としているが、これらが実効性

をもつ前に上記マスタープランが先行してしまい、この法律とマスタープランの整合

性を保っていく必要があると考えている（現時点で対立しているわけではない）。

ANDEA の構想は実効を伴っていないので、実施政策が必要であり、エネルギー鉱

山省(MEM)がそうした政策をまとめていく段階で支援したいとしている。 

同マスタープランにおいて 28 のプロジェクトが提案されている。その中には「水観測網の

設置」、「岩盤および堆積層中における地下水の塩分濃度の原因解析」、「大南部における沿岸帯

水層の開発と飲料水生産に適合する技術の向上」、「アンボアサリ－アンボボンベ地域における

導水による新規給水のフィージビリティー調査」等、本調査に有用な情報源となるプロジェク

トがある。これらのプロジェクトは、ANDEA の南部流域支局を設立して実施する事になって

いる。しかし、これら 28 のプロジェクトは 2004 年 8 月現在、資金の目処が立っておらず、全

く実施されていない。ANDEA および UNDP へのインタビューによると、UNDP はマスタープ

ランの作成までであり、各プロジェクトの実施はドナー会議で資金を募るとの事である。 

また、ANDEA は主に UNDP の構想と資金援助によるものであるが、UNDP の資金援助によ

る ANDEA の今後の実施が予定されている具体的活動としては、次の 2 点のみである。 

• 南部地域水資源開発マスタープランと同様なマスタープランを 1 地域において作成す

る。 
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• 南部流域支局（Agence de basin du Sud）を設立する。今年度チュレアール州から開始

し、その後 3 年間で合計 6 つの支局を設立する。 

なお、南西部で UNDP が支援するとしていたパイプラインによる導水計画は既に中止になっ

ている。 

２－４－３ ヨーロッパ開発基金（FED） 

FED は 1995 年まで、点水源の開発、給水車供与、天水溜め、深井戸等の村落水利プロジェ

クトを支援していた。FED はマルチセクターアプローチを採用している。現在準備中の「南部

開発のためのコミューン及び地方組織支援プロジェクト（ACORDS）」と呼ばれるプロジェク

トに 6 億ユーロ（約 78 億円）の借款を供与しているが、これは下記の 2 コンポーネントから

成る。 

・ 業務管理者配置と村落による管理 

・ コミューンは、飲料水供給及び衛生施設用の資金の 30～35%を投資しなければなら

ない。 

ただし、FED は、今後 5 年の優先セクターとして道路、村落開発をあげており、給水・衛生

施設については村落開発の 1 コンポーネントとして実施するとのことである。 

なお、FED の経験として以下の 2 点があげられる。 

① 南部では 12～15 年前に深井戸建設を行ったが、マダガスカル側の管理が悪く、

社会調査や技術支援の不足で失敗した。また施設建設を禁じられているような場

所があり、そういった場所に社会調査不足で施設を建設した場合、家畜の水飲み

場でさえも使われず無視されたこともある。 

② フォールドルファンの北で 7 か所の自然流下配管給水施設を建設したが、これも

住民参加をうまく図れずに、半分が機能していない。 

また、南部で調査・計画した導水管プロジェクトは、今回プロジエクト形成の重点支援地域

における水資源量が不足する場合には、マンドラレ川からポンプで加圧送水する案と対比する

ことのできるものである。内容はマンドラレ川東部の丘陵地、標高 420m 辺の湧水を配管によ

り自然流下でアンボボンベに導水しようというものである。配管延長は約 100km、取水可能量

として 6,000 m3 /日程度をみている。 

２－４－４ 国連児童基金（UNICEF） 

南部アンタニモラにおける村落水利施設プロジエクトヘ支援したのち、UNICEF は衛生セク

ターに重点を置いている。特定の調査への支援のうえに、衛生に関する IEC（住民参加）プロ

グラムを開始し、次のような様々な活動を行っている。 

• 学校における衛生と排水処理施設 

• 家庭での簡易トイレ建設促進 

• 都市における衛生と排水処理施設促進 
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２－４－５ アフリカ開発銀行（AfDB） 

AfDB は主に南部給水公社（AES）への借款供与を行っているほか、機械ボーリングマシン

の供給、基盤岩地帯における水理地質調査と 5 村落での給水実施及びハンドポンプ設置の深井

戸建設に資金供与している。 

またチュレアール州とフィアナランツァ州のイオシイ、イアコラ、イヴオイベ及びベトロカ

の各郡で 700 の深井戸を建設するプロジェクトにも借款供与を行っている。 

２－４－６ NGO 

給水分野で専門的に活躍する NGO は数少ない。ここでは、マダガスカル国の NGO として

は TARATRA、マダガスカル国の水・衛生に実績のある国際 NGO として英国の WaterAid、の

活動を説明する。 

（１）TARATRA 

• 設立年と設立の経緯：1994 年に設立の、法定(政令 60.133 による)の登録機関である。 

• 活動分野と実績：村落給水のための井戸の掘削、施設建設、水に係る衛生知識の普及

啓発、アグロフォレストリーの普及などが主な活動分野である。 

• 内外開発機関との連携：スイス援助庁、国家環境アクション協会（ANAE）、UNICEF、

世銀、日本 

• 活動の概要：約 200 名の職員を擁し、村落給水の分野では援助機関と協働し、地理的

には南部地域に限らず、マダガスカル全土で活動を行っている。村落給水の分野では、

専門アニメーターによる住民参加型の普及、啓発、教育の活動に実績と特徴がある。 

（２）WaterAid 

• 設立：1981 年英国に水と衛生分野の慈善信託機関として設立、登録した。1999 年に

は、マダガスカル国の NGO 法人として登録した。 

• 活動分野と実績：マダガスカル国の農村部では、過去 2 ヵ年で 22 の村、7,000 人に安

全な水供給に貢献した。都市衛生ではトアマシナ州の NGO と協力し、4,000 人の裨益

者に公衆衛生施設を提供した。マダガスカル国の水衛生分野の四つの大手 NGO と連

携関係にある。 
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第 3 章 調査対象地域の概要 

３－１ 自然・水資源・水理地質状況 

３－１－１ 気象 

マダガスカル国の気候は、北部の熱帯低気圧と南東部のインド洋上の亜熱帯性高気圧の影響

を受けている。11 月～4 月の高温期は熱帯低気圧が南下し雨季となり、5 月～10 月の低温期に

は亜熱帯性高気圧の影響を受け乾季となる。また、山岳が気候に大きく影響を与えており、南

東の貿易風があたる島の東斜面では降雨量が多く、島の西側では乾燥し気温が上昇（フェーン

現象）する。 

マダガスカル南部の対象地域は、北部の熱帯性低気圧の影響をあまり受けず、また山脈が対

象地域に東接するアンボアサリィよりも東部で海に達しているため貿易風による影響を受け

にくい位置にあり、マダガスカル国においては降雨量の少ない地域となっている（図３－１の

等雨量線図を参照）。気候帯としては、熱帯性半乾燥気候（サバンナ気候）に属する。 

対象地域の気象観測データについては、アンボボンベ観測所の 1985 年以前のデータが気象

局にて入手できる。 近の観測データについては、EU が旱魃対策として実施中の SAP（早期

警報システム）により、1997 年以降の、特に降雨量について、対象地域内の数ヶ所（アンボボ

ンベ、サンポナ、アンタリタリカ等）で観測が継続されている。アンボボンベ観測所における

観測値について、1976～1985 年の 10 年平均で、月別平均 高気温と平均 低気温を図３－２

に、月別降雨量を図３－３に、月別蒸発散量を図３－４に示す。 

気温については、10 月～5 月の高温期には平均 高気温が 29.4～32.4℃でほぼ 30℃を超えて

おり、平均 低気温は 17.1～20.4℃である。5 月～10 月の低温期には、平均 高気温が 25.3～

29.9℃で平均 低気温は 11.5～16.0℃となる。一年中を通して月別の 高気温が 25℃を下回る

ことはなく、平均 低気温は 10℃を下回ることがない。また、月別の平均 高気温と平均 低

気温の差は 11.9～14.9℃で年間を通して大きく、特に低温期に大きい傾向がある。 

降雨量については、アンボボンベ観測所の 1976～1985 年の 10 年平均で 486mm/年で、1985

年の 276.3mm ら 1978 年の 701.6mm で幅がある。1968 年から 2003 年までの 37 年間で 7 回の

旱魃に見舞われており、約 5 年に 1 回の割合で旱魃が起こっている。標高の高い内陸ほど降雨

量が多い傾向にあり（図３－１の等雨量線図を参照）、調査対象地域には平均 500mm/年程度の

降雨量が見込める。つまり、地下水開発が可能な降水量はあると判断される。図３－３に示す

ように、6 月～10 月は降雨量が 16.2～34.6mm と少ない傾向にあり、11 月～5 月は 31.4～86.4mm

と多い傾向にあるが、乾季と呼ばれる時期でもある程度の降雨があり、雨季と乾季がはっきり

としていない。9 月（16.2mm）が も降雨の少ない月で 12 月（86.4mm）が も多い月である。 

年間の蒸発散量は、1976～1985 年の 10 年平均で 1,230mm/年となっている。図３－４に示す

ように、蒸発散量は年間を通して降雨量より多く、気温が低い 5 月～8 月に 76～95mm と小さ

く、気温が高い 9 月～4 月に 97～123mm と大きく、ほぼ気温と正の相関がある。 
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出所：Fleuves et rivières de Madagascar（ORSTOM） 

図３－１ マダガスカルの等雨量線図 
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図３－２ アンボボンベ観測所の月別平均気温 
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図３－３ アンボボンベ観測所の月別降雨量 
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図３－４ アンボボンベ観測所の月別蒸発散量 
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３－１－２ 水文（表流水） 

対象地域内のアンボボンベ閉鎖水系については、常時水の流れる河川はなく、降雨時にのみ

水が流れる枯れ川（ワジ）であるため、河川流量の観測値は存在しない。対象地域外ではある

が、東部に隣接するマンドラレ川と西部に隣接するマナンボボ川がインド洋に流出する河川で

あり、気象局水文部で観測値が入手できる。水文年は雨季の始まる 11 月から開始し、11 月～

10 月となっている。 

（１）マンドラレ川 

マンドラレ川の流域面積は約 13,000km2 で、アンボボンベの東方約 35km のアンボアサリ

ィ観測所における流域面積は 12,435km2 である。河川勾配は山岳地帯では急であるが、マハ

リーより下流では 2.5～1.0m/km と緩傾斜となる。河川延長は 270km である。水系の平均標

高は約 400m で、Trafonaomby 山（1,957m）を含む Anosyennes 山脈が東部に位置しており降

雨量が多いため（600～1,200mm/年、平均約 800mm）年間を通して表流水が見られる。      

図３－５の水系図に示すように、流量観測点が流系内に 4 ヶ所ある。 

 

出所：気象局水文部 

図３－５ マンドラレ川水系図と流量観測点 
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当初「マ」国政府が要請していたパイプラインの水源として、我が国の無償資金協力で

建設されたマンドラレ川のアンボアサリィ浄水場があてられていた。同浄水場付近のアン

ボアサリィ南観測点（国道 13 号線マンドラレ橋）における 1950/51～1996/97 の流量観測値

について、月別平均流量を図３－６に示す。なお、1985/86～1992/93 のデータは完全に欠損

している他、その他の年でも特に 1975 年以降については欠損している月がしばしば見られ

る。マンドラレ川は 5 月～10 月の乾季でも枯れることはなく、 も少ない 9 月でも 7.3m3/s

の平均流量がある。ただし、渇水年には１m3/s 程度またはそれ以下の平均流量になること

がある。 

MANDRARE川の月別流量（1950/51-1996/97の平均値）
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出所：気象局水文部データ 

図３－６ マンドラレ川の月別流量 

（２）マナンボボ川 

マナンボボ川は、調査対象地域北部に位置するアンタニモラ北部を源とし、アンボボン

ベ西方 67km に位置するチオンベを流下し、対象地域西南端のアンタリタリカの南西約 8km

地点でインド洋に流出している。平均勾配は 1/300～1/400 と急勾配である。河川延長は

165km である。流域の平均降雨量は 565mm/年とマンドラレ水系より少ない。流域面積は

4,450km2、観測点はチオンベの１ヶ所のみである。チオンベにおける月別流量の 1956/57～

1975/76 の 20 年間の平均値を図３－６に示す。乾季の 5 月～10 月には表流水が見られない

ことが多く、住民は河床に穴を堀り伏流水を生活用水として利用している。 

表３－１ チオンベ観測点におけるマナンボボ川の月別流量（m3/s） 

 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月

平均 3.62 12.4 15.3  14.5 6.51 1.38 0.356 0.207 0.222 0.025 0.231 0.576

大 24.0  46.8 38.4  39.4 38.4 6.88 1.89 1.59 3.60 0.609 2.94  5.68 

小 0 0.286 0.783 0.123 0.047 0 0 0 0 0 0 0

出所：Fleuves et rivières de Madagascar（ORSTOM） 
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３－１－３ 地形・地質 

（１）地形 

アンボボンベ盆地は、東側のマンドラレ川水系と西側のマナンボボ川水系に挟まれた地

域で、海岸付近は標高 150～300m の砂丘が海岸に平行に分布しており、海洋に流出する河

川の無い閉鎖された閉鎖水盆となっている。盆地内は表層堆積物によって広く覆われ、標

高約 120～250m の範囲で緩やかに起伏している。集水域は約 1,500km2 と推定される。雨季

や大量の降雨時には北部の結晶片岩や片麻岩の岩盤からなる山稜地帯を源流としてワジに

断続的に流れが発生するが、堆積層の分布する地域を数 km 程度流下した地点で地下に浸透

するか、標高の低い下流域の窪地に一時的な湿地を形成している。盆地北部のアンタニモ

ラから南部のアンボボンベにかけて盆地の中央を北西から南東に河川堆積物による沖積低

地帯が形成されている。 

地形図上では、アンボボンベ北西約 10km に盆地内で標高が低い（123～124m）幅約 5km

のサリモント沼地が存在するが、住民への聞き取りでは数十年間この沼に水がたまったこ

とがほとんど無い。湖底表面にはほとんど近年の水の存在を示すシルト・粘土が堆積して

おらず、長年水が溜まっていないことを裏付けている。また、サリモントに隣接するアン

パモロラ村の浅井戸の地下水位が 17.15m と非常に深く、沼地と地下水の関係は無いものと

判断される。地形的にはサリモント沼からアンボボンベ市街地の直ぐ北（標高 119～120m）

まで続くアンパモロラ低地帯となっている。 

アンボボンベ市街地は標高約 130m～136m と低くなっており、市街地の直ぐ北は盆地で

も標高が低く（119m）水が集まる地形となっている。アンボボンベの海側は標高約 200m

の砂丘で規制されている。アンボボンベは現地語で、浅井戸が多いという意味である。 

（２）地質 

調査対象地域の地質を既存の文献および現地踏査の結果からまとめると表３－２のよう

になる。この地域の地質は先カブリア時代の基盤岩類と第三紀～第四紀の堆積層の 2 つに

大きく分けられる。 

表３－２ 調査対象地域の地質概要表（注：レプチナイトは石英長石質の片麻岩を指す） 
大区分 地質年代 岩   質 

沖積層（砂、シルト、粘土） 
白色砂 
赤褐色砂 

 
完新世 
（現世） 

現世の砂丘堆積物 
中期の砂丘堆積物 
古期の砂丘堆積物 

 
 
 

第四紀 
 

更新世 
陸成の砂（固結した石灰質砂岩あり） 

新第三紀 陸成層（粘土質砂、粘土、粘土質砂岩、粘土岩） 

 
 
 
 

堆積層 

古第三紀 始新世 石灰岩 
火山岩類 白亜紀 玄武岩、流紋岩（アンドロイ火山岩類） 

レプチナイト注（グラファイト系） 
花崗岩質レプチナイト（アンドロイ系） 

 
基盤岩類 

 
先カンブリア時代 

片麻岩、レプチナイト、輝岩、珪岩（アンドロイ系） 
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この他に白亜紀の玄武岩・流紋岩からなる火山岩類（玄武岩の貫入岩脈を含む）がアン

ボボンベ盆地の東北に隣接して（イフォタカ周辺）分布するが、対象地域内の分布はごく

限られている。図３－７に対象地域の地質図を、図３－８に地質断面図を示す。 

 

図３－７ 調査対象地域の地質図 

 

先カンブリア時代の基盤岩類は、主にレプチナイトと呼ばれる石英長石質の片麻岩類で、

黒雲母とざくろ石を含む。これらの片麻岩類は、高変成度の広域変成岩で、再結晶の進み

具合で対象地域内においても、原岩（おそらく砂岩・泥岩）の組成・構造の残った砂質片

岩、頁岩、珪岩等が見られる他、より再結晶の進んだ片麻岩、角閃岩、輝岩まで見られる。

片麻岩類が分布する地帯を現地では一般に結晶岩（正確には結晶片岩）地帯と呼んでおり、

深井戸による地下水開発が行われている。片麻岩類はアンボボンベ盆地北部のアンタニモ

ラ付近に分布しており、深井戸開発の可能性の高い地域と考えられる。また、対象地域西

方のチオンベから国道 10 号線沿いにアンボボンベ方向約 15km 間にも片麻岩の露頭が見ら

れる。 

堆積層は、下位から新第三紀陸成層、第四紀陸成層および現世の表層堆積物からなる。 

新第三紀陸成層は、未固結の粘土質砂～粘土、固結した粘土質砂岩～粘土岩よりなる。

陸成層のため化石は見つかっていない。図３－８の地質断面図に示すように堆積層の分布

するアンボボンベ盆地において広く基盤岩を覆っているが、第四紀層および表層堆積物に

覆われているために地表にはアンボアサリィ周辺のマンドラレ川沿いとアンボンドロ西方

の限られた地域に露出しているのみである。層厚は 大 100m 程度である。 

第四紀陸成層は、おそらく風成層で部分的に石灰質でセメンティングされており、砂層
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および石灰質砂岩～砂質石灰岩よりなる。陸生の巻貝や Aepyornis と呼ばれる大きなダチョ

ウの様な鳥の卵の殻などの化石を産し、陸成層である証拠となっている。この層はあまり

詳しく特定されておらず、しばしば赤褐色砂と混同されている。一部の沿岸地域では新し

い海成層がある。対象地域においては、中期の砂丘堆積物が沿岸砂丘地帯に幅約 5～15km

で海岸に平行に分布し、標高約 130～250m の丘陵地帯を形成している他、古期の砂丘堆積

物が中期の砂丘堆積物より内陸側に分布している。中期の砂丘堆積層の層厚は 100～150m

におよぶと思われるが、沿岸の砂丘地帯においては岩盤まで到達したボーリングが行われ

ていないため不明である。古期の砂丘堆積物は、特にアンボボンベ東方においてはマンド

ラレ川左岸に沿って内陸に深く（約 40km）入り込んで分布している。 

 

 

出所：「極南部の水理地質（ﾏﾝﾄﾞﾗﾚ川～ﾒﾅﾗﾝﾄﾞﾗ川を含む地域）」、BAKOTONDRAINIBE Jean Herivelo (1976) 

図３－８ 調査対象地域の地質断面図 

 

現世の表層堆積物は、現世の砂丘堆積物、赤褐色砂、白色砂および沖積層からなる。 

現世の砂丘堆積物は標高 40m 程度で、海岸沿いに細長く分布している。 

赤褐色砂は、堆積層が分布する対象地域の表層の大部分を覆っている。多少粘土質の石

英質砂からなり、鉄の酸化物により赤褐色を呈する。道路工事、墓、採石場、浅井戸等の

掘削現場で赤褐色砂の層厚は約 10m 以下で一般に数メートル以下である。本層は地表面に

近すぎる場合水平な広がりを持った帯水層を形成していない。起源は、風成の表層物の残

存物であるか、新第三紀陸成層と第四紀陸成層の砂質層が風化し赤色化した土壌学的なも

のであると考えられているが、明らかではない。 

白色砂の分布は限られており、赤褐色砂に代わって表層に分布している。対象地域内に

基盤岩 
新第三紀層 

沖積層 

第四紀層 

砂層 

地下水位 

A A’ 

B’ 
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はアンボンドロ周辺にまとまった分布がある。アンボンドロ周辺では白砂中に非常に多く

のボボと呼ばれる伝統的な浅井戸があり、白砂は一般に浅い帯水層の存在を示すと言われ

ている。しかし、アンボンドロ以外の白砂では地下水が取水できないところがあり、また、

アンボボンベでは赤褐色砂中にも浅井戸が多い。このため、必ずしも白色砂が地下水の開

発可能性を示すものではない。また、赤褐色砂の酸化の弱いもの（灰色～黄土色）と白色

砂の区別は往々にして困難である。 

沖積層は、現在の河川に沿って分布する。アンボボンベ盆地内には１年中流れる河川は

ないが、雨季にはアンタニモラ付近で流水が発生しアンバリアンドロ付近の堆積層中で消

滅する。このワジによる砂～シルトからなる沖積層が分布する。層厚は約 3m～6m である。

また、アンパモロラ～アンボボンベ間は標高 120m～130m の窪地（アンパモロラ低地帯）

になっているが、特別な増水期においてさえワジの流水は低地帯に至る前に堆積層中に浸

透している。この低地帯には灰色のシルトからなる沖積層が堆積しており時折雨水が窪地

にたまる。低地帯のおそらく湖沼性の沖積層の層厚は約 14m～20m である。これらの結果、

アンボボンベからアンタニモラ間の国道 13号線の東側に沿って細長く沖積層が分布してい

る。 

３－１－４ 水理地質（地下水） 

（１）対象地域の水理地質 

水理地質構造的に、先カンブリア時代の片麻岩～結晶片岩からなる基盤岩類とそれを覆

う新第三紀以降の堆積物に大きく分けられる。 

基盤岩類は、大深度の新鮮で緻密な部分では基本的に不透水層であるが、風化帯や破砕

帯においては非常に透水性が良く良好な帯水層を形成しており、機械掘りの深井戸による

地下水開発の可能性が高い。基盤岩は対象地域北部において露出しているが南に向かい海

に近づくほど地下深部にもぐっている（図３－８参照）。 

この基盤岩を覆って新第三紀の粘土～粘土質砂、粘土岩～粘土質砂岩、第四紀更新世の

中期～古期砂丘堆積物、および表層堆積物である現世（完新世）の砂丘堆積物、赤褐色砂、

白色砂、沖積層が分布する。これらの堆積物中では、基盤岩や粘土質層を不透水層～難透

水層として砂質層中から地下水が開発される。伝統的浅井戸は、これらの表層堆積物や第

四紀更新世の砂丘堆積物中にある。 

水理地質構造と地下水の地理的分布により対象地域は、アンボボンベ盆地（閉鎖水盆）、

沿岸砂丘地帯、アンボンドロ周辺を含むその他の内陸地域の 3 つに大別される。 

１）アンボボンベ盆地（閉鎖水盆） 

アンボボンベ盆地はアンボボンベ閉鎖水盆と呼ばれており、水系は海岸沿いに帯状に

分布する標高 200m 前後の中期砂丘により堰き止められ海に流出しない。地形図上はア

ンボボンベの北西約 10km に幅約 5km のサリモント沼があり、盆地内の地下水はここに

集まって蒸発し水収支のバランスをとっているものと想定されたが、実際にはこの沼に

水が溜まった時期は長年無く、また地下水位が湖底面より 10m 以上深いため、地下水
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と湖水との関係は無いものと判断される。地下水は地表に近い土壌中で蒸発しているか、

海に流出している可能性がある。 

既存の水理地質文献では図３－８に示すように、アンボボンベおよび砂丘地帯で地下

水位がほぼ海抜 0m にあり、地下水は砂丘地帯の深部約 200m を通って海に流出してい

ることになる。しかし、既存井の情報からは、アンボボンベ周辺の浅井戸の水位は標高

110～120m にあり、深井戸についても標高 100m～106m にあることから、地下水位はも

っと地表に近く地形に沿った分布をしていると言える。従って、砂丘地帯に地下水位分

布の尾根がある可能性が高く、表流水だけでなく地下水も閉鎖水盆となっており海に流

出していないものと思われる。砂丘地帯には既存の浅井戸および深井戸が無く、このこ

とを確かめるためには砂丘地帯において海面レベルまでの試掘を行う必要がある。 

一般に、この地域の地下水は深部ほど地下水の塩分濃度が高いと言われており、多く

の住民は伝統的な浅井戸により浅層地下水を利用しており、深井戸による地下水開発は

無理であると考えられている。しかし、詳細な地下水の分布は判明しておらず、塩水化

のメカニズムも明らかになっていない。地質的には基盤岩を覆う新第三紀層から現世の

表層堆積物まで全ての地層は陸成であり、アンボボンベ盆地において海水が大きく内陸

に進入した形跡は見られない。この地域の水源の評価については本件調査の結果が待た

れる。 

以上のことを考えあわせると、現時点では、本地域の地下水は地表に近い土壌中で蒸

発することによってバランスをとっており、それが塩水化の一原因とも考えられる。 

① アンボボンベ市街地周辺の浅層地下水 

アンボボンベ市街地（標高 130m 前後）は、盆地内で も標高の低い（約 120m）低

地帯の南端に接して位置しており、水が集まる地形となっている。図３－９の地下

水位分布図では、地下水は北部から南部に水みちを通って流れているように見受け

られる。これは砂丘地帯に向けて地下水が流れていることになり、地形と反してい

る。しかし、市街地付近は平坦で標高差があまりないため、揚水井戸の分布状況に

よって流れが変わる可能性があり、この地域の地下水の流れはもっと複雑なものと

思われる。 
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出所：「アンボボンベの水理地質」RAKOTONDRAINIBE Jean Herivelo（1982）を編集 

図３－９ アンボボンベの地下水位分布 

本事前調査で実施した簡易水質分析の結果では、市内の地下水 8 試料の内 7 試料

について NO3濃度が WHO ガイドライン値の 50mg/ℓを超えており、糞便によるアン

モニア起源の硝酸性窒素汚染が市街地の浅層帯水層に広がっていることを示してい

る。塩分濃度については、電気伝導度で 1,580～5,200µS/cm と幅が見られ、透水性の

良い場所や市街地を通過しない地下水の上流側で低い傾向があるものと思われる。 

 1990 年の南部生活用水供給計画基本設計調査報告書によると、アンボボンベ市内

のコンクリート保護の近代的浅井戸 3 本の揚水試験（1982～1983 年実施）による揚

水量は、3.00～9.88m3/h であった。 

② 北部の深井戸 

アンボボンベの北西約 60km 地点のアンタニモラ周辺の岩盤地帯で発生するワジ

が流入しているが、堆積層中で浸透しアンボボンベ北西約 40km のアンバリアンド

ロ付近で流路が消滅している。アンタニモラ周辺の岩盤地帯からアンバリアンドロ

周辺の堆積層中まで、揚水量が大きく（4～18m3/h）水質も良い深井戸の成功井が見

受けられる。ただし、この地域でも空井戸と記載された深井戸が多く、岩盤中の破

砕帯や堆積層中の粒度の大きい砂層を狙う必要がある。これよりアンボボンベに近

づいた深井戸の掘削は全て揚水量が少ないか塩分濃度が高すぎる結果となっている。 

この地域の地下水は、アンボボンベまで 40km～60km と距離が長い欠点があるが、

標高が 200m 前後とアンボボンベ（約 130m）より高く、重力送水ができる利点があ

る。また、水質が良く、浄水処理の必要が無い利点がある。現地踏査で確認できた

もアンボボンベに近い確実な深井戸水源は、アンボボンベ北西約 45km のマナベ

に位置する深度 70m のハンドポンプ用深井戸（AES が設置した深井戸 F21）で、電

気伝導度が 1,390µS/cm と飲料に適し、揚水量 7.5m3/h が得られる。 
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２）アンボンドロ周辺を含むその他の内陸地域 

アンボンドロはアンボボンベの西方約 30km の国道 10 号線沿いに位置している。こ

の地域はアンボボンベ盆地外にあり、砂丘地帯よりも内陸の地域である。片麻岩が露出

し起伏が激しい西側を除いて、表層を赤褐色砂や白色砂が覆っておりなだらかな起伏の

ある地形となっている。地質層序としては、基盤岩を第三紀の粘土質砂岩、第四紀の一

部固結した細砂（古砂丘堆積物）、赤褐色砂または白色砂の順に覆っている。 

この地域を特徴付けるのは塩分濃度が比較的低い浅層の地下水を含む白色砂で、アン

ボンドロから西に約 20km、北に約 20km と広範囲に分布している。白砂中にはボボと

呼ばれる伝統的な手掘りの浅井戸が多数設置されており、この地域の住民の主要な水源

となっている。地下水位は 5～8m 程度と浅い。ただし、ボボの揚水量は非常に小さく、

一般に 100ℓ/h 程度である。その結果１地区に数十本以上のボボが集中して見られるのが

一般的である。日本の無償により 1983 年に白砂層中に設置されたコンクリート保護の

浅井戸 3 ヶ所（B1、B6、B7）について、揚水試験による揚水量は 4.00～4.34m3/h であ

った。 

ボボに隣接する窪地には雨季に水が溜まり家畜の水飲み場となっている。これらの窪

地にはシルト～粘土が堆積しており透水性が悪いため浅井戸を設置してもほとんど地

下水が得られない。また、必ずしも帯水層の存在と白色砂の分布は一致しておらず、赤

褐色砂中にもボボが見られる。 

本事前調査で実施した簡易水質分析の結果では、地下水流の上流側にあたる市街地北

部のボボでは電気伝導度 970µS/cm、NO3濃度 2mg/ℓと水質が良いのに対し、下流側の市

街地南部では電気伝導度 2,400µS/cm、NO3 濃度 100mg/ℓ以上と汚染されている。白砂中

の浅層帯水層は汚染されやすいため、地下水の流動機構を解明し汚染されていない地域

を選定するとともに汚染されにくい井戸構造とする必要がある。 

３）沿岸砂丘地帯 

沿岸の砂丘地帯は、第四紀更新世の中期砂丘堆積物によって構成されており、標高 150

～200m 程度のなだらかな丘陵地帯を形成している。砂丘堆積物は石灰質により部分的

に固化しており、この地域の地表面に砂～シルト質の石灰岩がしばしば露出している。 

沿岸砂丘地帯には浅井戸が存在せず、深井戸はアンタリタリカとマロアロカの 2 本の

みでいずれも非常に古い放棄された井戸で、信頼できる水理地質データが全く存在しな

い地域である。浅井戸が存在しない理由として、地下水位が深いことが考えられる。一

方、砂丘の窪地に水が集まり木々が茂った池を形成しており、水源となっている村が一

ヶ所あった。 

砂丘地帯はなだらかな起伏のある丘陵地であるが、海岸付近では急傾斜となり、海岸

沿いに崖を形成している。この海岸沿いの崖下は地下水位が浅く、伝統的浅井戸の他

FED（ヨーロッパ開発基金）によるコンクリート保護の浅井戸が設置されており、砂丘

地帯の住民の水源となっている。これら海沿いの井戸は、崖があるために浪打際に設置

するしかなく、塩分濃度が非常に高い。 
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（２）水質 

ある程度詳細な水質調査としては、「アンボボンベ市の浅井戸の水質に関する報告書、

RAKOTONDRAINIBE J.H RAKOTONDRATSIMA J.（1981）」があるのみで、アンボボンベ

において硝酸性窒素濃度が非常に高いと報告されている。NO3 濃度で WHO ガイドライン

値の 50mg/ℓを超えるのは 27 試料の内 4 試料のみであるが、その濃度は 115～147mg/ℓと高

い。また 1990 年の基本設計報告書「南部生活用水供給計画」では日本の援助による A1 浅

井戸の NO3 濃度が 155.6mg/ℓと非常に高い値を示している。 

対象地域の既存の水質分析データは少なく、特に近年のデータは無いため、今回の事前

調査で対象地域の既存水源の簡易水質分析を行った。分析項目は、既存のデータから要注

意項目として NO3 と塩分濃度の指標として電気伝導度を測定することとした。また、懸念

される糞便性汚染の指標として NH4、一般細菌数および大腸菌群数を、その他 pH と Fe を

測定した。分析結果を表３－３に示す。 

１）電気伝導度（塩分濃度） 

アンボボンベ市街地の浅井戸は、8 試料の測定結果、電気伝導度が 1,580～5,200µS/cm

（平均 3,300µS/cm）となっており、飲料水としては塩分濃度が高い。1990 年の基本設

計報告書によると 1989 年時の市内浅井戸の 6 試料の簡易分析において 1,150～

2,880µS/cm（平均 1,980µS/cm）となっており、市内の浅層地下水の塩分濃度が増加傾向

にある可能性がある。 

海岸付近の浅井戸は 4 試料について 3,900～12,100µS/cm（平均 8,000µS/cm）となって

おり、非常に塩辛い。住民は塩分濃度が比較的低い井戸（3,900～5,100µS/cm）を飲用水

に、高い井戸（10,900～12,100µS/cm）を家畜用にと分けて使用している。 

アンボンドロの 3 試料については、地下水の上流側から順に、970µS/cm、1,290µS/cm、

2,400µS/cm と下流側に向かうほど高くなっており、NO3濃度も同様の傾向を持つ。地下

水が地層中を移動する間に地層中の塩分を取り込んでいるか、市街地内を通過する間に

家庭排水や下水を取り込んでいる可能性がある。 

アンボボンベ盆地北部の深井戸の 2 試料については、1,380µS/cm および 1,390µS/cm

と飲用に適している。 

その他、マンドラレ川の表流水とアンボアサリィ浄水場の浄水後の水については

380µS/cm と同じ値で、塩分濃度は低い。天水溜め（210µS/cm）や天然池（230µS/cm）

についても低い。 

２）硝酸性窒素 

アンボボンベおよびアンボンドロの市街地内や市街地付近の浅井戸は、ほとんどの井

戸から WHO ガイドライン値の 50mg/ℓ（NO3濃度で）を超える高濃度の硝酸が検出され

た。アンボンドロについては地下水の下流側にあたる市街地南部で非常に高く（100mg/ℓ

以上）、地下水の上流側にあたる市の北部でも住居が付近にある地域までは高濃度で

（50mg/ℓ以上）、住宅地域を離れると急に低濃度（2mg/ℓ）になる。大きな集落では糞便

による硝酸性窒素汚染が局地的ではなく集落全体に広がっており、集落を通過する地下

水は汚染されている可能性が高い。 
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付近に肥料を使用する農業はあまり行われておらず、市街地を離れると急激に濃度が

減少することから、硝酸性窒素汚染の起源は人畜の糞便中のアンモニアが酸化したもの

と判断される。 

その他の集落から離れた浅井戸、深井戸、表流水、天水溜め等は濃度が低い。 

３）一般細菌および大腸菌群 

伝統的浅井戸、コンクリート保護の近代的浅井戸、深井戸、ハンドポンプ設置井戸、

公共水栓、天水溜め、浄水場等の全ての試料から一般細菌および大腸菌群が検出された。

天水溜め、伝統的な素掘りの浅井戸、コンクリート保護でも口元がオープンの浅井戸、

ハンドポンプが設置されている浅井戸でも口元に開口部があるもの大腸菌の数が多い

傾向にある。密封された浅井戸と深井戸についても菌数は少ないものの検出される。 

４）その他の項目 

アンモニア濃度がアンボンドロの 3 試料中 2 試料で WHO ガイドライン値（1.5mg/ℓ）

を超えている。アンモニアは、土壌中を帯水層まで浸透する間に硝化バクテリアにより

亜硝酸を経て硝酸に変化し、また浅層地下水中は酸化状態で硝酸が安定であるため、一

般に地下水中には殆ど検出されない。アンボンドロ周辺の白色砂層は非常に地表からの

汚染を受けやすいか、井戸構造が悪く井戸内に直接糞便が入っている可能性がある。 

鉄は浅井戸 1 試料と天然池の 1 試料についてのみ WHO ガイドライン値（0.3mg/ℓ）を

超えているが、ほとんどの試料は検出限界以下の濃度であった。赤褐色砂層中の鉄分が

影響しているものと思われる。



 

 

表３－３ 簡易水質分析結果 
 
番
号 

 
採水場所 

 
緯度・経度 

 
調査日 

(年/月/日)

地下 
水位 

(-G.Lm) 

 
pH 

 

 
EC 

(µs/cm) 

 
Fe 

(mg/l) 

 
NH4 

(mg/l)

 
NO3 

(mg/l) 

一般 
細菌 

(数/ml) 

大腸 
菌群 

(数/ml) 

 
備考 

1 
Ambovombe 市中心街 
旅館の洗面用汲み置き水 

 
2004/ 8/ 02 - 7.3 1,690 <0.05 0.5 100 20 104 

水源は市内の浅井戸 

2 
Ambovombe 市 Mahavel 地区 
太陽光揚水ｼｽﾃﾑの共同水栓 

25°11′18″S
46°05′10″E 2004/ 8/ 02 密封 7.8 3,400 <0.05 0.2 >50 61 32 

水源は浅井戸 25°11′14″S, 
46°05′12″E 

3 
Ambovombe 市中心街 
市役所前ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ浅井戸 

25°10′44″S
46°05′18″E 2004/ 8/ 03 密封 7.2 5,200 <0.05 0.2 >100 0 5 

ﾍﾞﾙﾆｴ製ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、密封したｺﾝｸ
ﾘｰﾄ巻き浅井戸 

4 
Ambovombe市 Mahavelo地区
ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ設置浅井戸 

25°11′06″S
46°05′21″E 2004/ 8/ 03 19.09 7.7 3,100 <0.05 <0.2 20 10 23 

ﾍﾞﾙﾆｴ製ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き浅
井戸だが開口部有 

5 
Ambovombe 市 Bebri 地区 
伝統的浅井戸 

25°11′00″S
46°06′10″E 2004/ 8/ 03 10.10 7.4 3,000 <0.05 0.5 >100 65 76 

市街地東南端の浅井戸群、 
水売り人の水源 

6 
Ambovombe 市 AnjatokaⅡ地
区ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き浅井戸 

25°10′49″S
46°05′29″E 2004/ 8/ 03 19.21 7.0 3,800 <0.05 0.2 >150 12 137 

ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き開放浅井戸 
水売り人の水源、6m3/day 

7 
Ambovombe 市 Andaboly 地区
伝統的浅井戸 

25°10′20″S
46°05′02″E 2004/ 8/ 03 10.80 7.6 1,580 <0.05 0.2 100 96 222 

市街地北端の浅井戸、 
ややシルトによる濁り 

8 
Ambovombe 市 AmbaroⅡ地
区伝統的浅井戸 

25°10′57″S
46°04′50″E 2004/ 8/ 03 13.98 7.0 4,900 <0.05 0.2 >50 107 84 

市街地西端の浅井戸、 
やや白っぽい濁り 

9 
Ambovombe 南部の砂丘地
帯、天水溜め 

 
2004/ 8/ 03 雨水 8.3 210 <0.05 0.2 2 67 71 

井戸の無い砂丘地帯の私有の天
水溜め、500F/ﾊﾞｹﾂ 

10 
Ambondro 太陽光揚水システ
ム、共同水栓 

25°12′49″S
45°48′55″E 2004/ 8/ 04 7.96 7.9 1,290 0.05 5.0 >50 11 52 

水源は町北部 1.5km の日本の援
助による浅井戸 

11 
Ambondro の伝統的浅井戸
群、水売り人の水源 

25°12′56″S
45°48′29″E 2004/ 8/ 04 6.5 8.0 970 0.05 0.2 2 28 29 

町北部 2km 地点の伝統的浅井戸
群、シルトの濁り 

12 
Ambondro の伝統的浅井戸群 25°13′08″S

45°49′18″E 2004/ 8/ 15 約 7m 7.5 2,400 0.05 2.0 >100  125 
市街地南端の伝統的浅井戸群 

13 
パイプライン給水 
Tsiombe 貯水槽 

25°20′39″S
45°54′58″E 2004/ 8/ 04 -  350    1 5 

日本の無償 
貯水槽付設の水栓から採水 

14 
Ambazo 南方 Ampaipaiky 村 
海岸付近の浅井戸(飲料水) 

25°20′39″S
45°54′58″E 2004/ 8/ 05 4.09 8.0 5,100 <0.05 <0.2 10 13 19 

ｺﾝｸﾘｰﾄ巻きｵｰﾌﾟﾝ、ﾖｰﾛｯﾊﾟ開発基
金 1997 年 1 月 

15 
Ambazo 南方 Ampaipaiky 村 
海岸付近の浅井戸（家畜用） 

25°20′38″S
45°55′01″E 2004/ 8/ 05 3.45 7.4 10,900 <0.05 <0.2 10 35 50 

ｺﾝｸﾘｰﾄ巻きｵｰﾌﾟﾝの浅井戸、1999
年 12 月改修 DELSO 

16 
Ambazo 南方 Ampaipaiky 村 
海岸付近の伝統的浅井戸 

25°20′38″S
45°55′01″E 2004/ 8/ 05 3.60 8.0 3,900 <0.05 <0.2 10 14 10 

素堀リ 

17 
Erada 南方の海岸に位置する
伝統的浅井戸 

25°19′06″S
45°58′02″E 2004/ 8/ 15  7.5 12,100 <0.05 0.5 30  78 

塩分濃度高く家畜用 

18 
Monabe 村深井戸ハンドポン
プ 

24°56′32″S
45°45′48″E 2004/ 8/ 06 22.33 7.5 1,390 <0.05 <0.2 2 22 3 

UNICEF1994 年 3 月に India Mark
Ⅱを設置、70m の深井戸 

19 
Antanimora のＡＥＳ運営共
同水栓、水源は深井戸 

24°52′08″S
45°40′38″E 2004/ 8/ 06 - 8.3 1,380 0.05 <0.2 1 19 2 

水源は公共水栓から 1km 離れた
市内の深井戸 

20 
Salimonto 北端 Ampamolora
村の石組み浅井戸 

25°04′39″S
45°59′32″E 2004/ 8/ 14 17.15  塩辛い      

付近に３本浅井戸あるが塩辛く
飲料水は Ambovombe から 

21 
Ambaliandro 村付近の仏統治
時代の浅井戸 

24°59′33″S
45°48′05″E 2004/ 8/ 14 14.20 6.9 5,100 1.0 0.2 <1 83 172 

塩分濃度高く家畜用に使用 
 

22 
Amboasary 浄水場付近
Mandrare 川の表流水 

 
2004/ 8/ 14 - 8.2 380 <0.05 0.2 1  39 

浄水場取水口付近の河川水 

23 
Amboasary 浄水場 
給水車の取水タンク 

 
2004/ 8/ 14 - 8.2 380 <0.05 0.2 1 14 34 

浄水場処理後の水 

24 
Sampona 台地 Andranogoa 
村付近の天然池 

25°07′49″S
46°19′14″E 2004/ 8/ 14 - 7.5 230 1.0 0.2 <1  224 

天然の窪地で木々が茂っている。
地下水と雨水の混合 

注：太文字は WHO 飲料水ガイドライン値を超える値、  Fe, NH4, NO3は比色法パックテストによる簡易分析               実施：事前調査団 

－
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３－２ 社会経済状況 

３－２－１ マダガスカル国の社会経済の概要 

マダガスカル国の正式名称は、マダガスカル共和国（Republic of Madagascar）であり、国土

面積 587,041km2（日本の 1.6 倍）、人口 1,698 万人（2003 年）1、首都はアンタナナリボである。 

歴史的には、1896 年にフランス領となるが、1960 年に仏国から独立した。その後 1975 年に

新憲法採択、第 2 共和制を経て、1992 年に新憲法が採択され、第 3 共和国に移行し、国名をマ

ダガスカル共和国に変更した。また 2003 年にはアフリカ連合（AU）に復帰した。 

主要産業は農業であり、農牧業（米、コーヒー、バニラ、砂糖、丁子、牛）と漁業（えび、

まぐろ）が代表的である。GDP は 46 億米ドル（2001 年）2、一人当たりの GDP は 288 米ドル

（2001 年）2、 近（1997～2001 年）の経済成長率は 4.6%であった。主な経済指標を表３－４

に示す。 

表３－４ 主な経済指標と貧困指標 3 

経済指標 期間（1997～2001 年） 

 4.6 % 経済成長率 
 1.8 % 一人当たりＧＤＰ成長率 
 2.8 % 人口増加率 
 8.3 % インフレ率 
貧困指標 1999 年 ⇒ 2001 年間の推移 
 人口貧困率 71%  ⇒ 69% 
 貧困の深度 33%  ⇒ 34% 

国民の主食はコメとマニオクである。1 日 1 ドル以下で生活する人口が全人口の 49.1％（1990

～2001 年）、マダガスカル政府による貧困ライン以下の人口が全人口の 71.3％（1987～2000 年）

という人間開発低位国である。４ 

国民は黒人系、マレー系など約 18 の部族から構成され、言語はマダガスカル語（国語）と

仏語（公用語）が使われている。宗教は伝統的な信仰が 52％、キリスト教 41％、イスラム教 7％

などである。 

３－２－２ 所得及び貧困の状況 

マダガスカル国の国民の所得水準や貧困の状況について、2003 年 7 月発行のマダガスカル国

PRSP（貧困削減戦略ペーパー）から以下に抜粋した。 

                                                  
1 近のセンサス結果は 1994 年のもので古い。その後のセンサス結果は未公表。この推定値は米国商務省センサス

局による。 
2 世界銀行の世界開発報告 2004 年 
3 世界銀行 マダガスカル国貧困削減戦略ペーパー(PRSP)、2001 年 
４ 人間開発報告書 2003 年、国連開発計画 
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マダガスカル国の金銭ベースの貧困ラインは一人あたり年間 988,600FMG（2001 年ベース、

2001 年当時の円レートで¥18,230）５とされている。国民の 69%が貧困ライン以下の生活を送っ

ている。更に、貧困ライン以下の人口の 85%は農村に居住し、貧困は優れて農村社会の問題で

もある。また国民全体でみると、食費への支出が総支出の 70%を占めるとされ、これが教育費、

保健衛生費、住宅費を圧迫している。 も貧しい世帯層のうち、安全な水にアクセスできるの

は 7％のみとされている。 

また、識字率の低さ（総人口の 48%が非識字者、農村では更に高く 61%）が貧困の指標とし

て注目される。人口貧困率は 69%であるのに対し、貧困の深度は 34%である。 

貧困の分布を州別の貧困率で見ると、チュレアール州は 1993 年には州人口に占める貧困ラ

イン以下の人口が多く、6 州のなかで も貧困な州（86.6%）であったが、1997 年～1999 年の

間に貧困は改善し、1999 年以降はフィアナランツオア州（83.2%）、トアマシナ州（82.3%）に

次ぐ貧困率の州（76.1%）と改善されてきている。 

州別の総人口に占める貧困層の割合の推移（1993 年～2001 年）を一覧したのが表３－５で

ある。 

表３－５ マダガスカル国州別の貧困人口の割合(％) 

 1993 年 1997 年 1999 年 2001 年 

アンタナナリボ 63.4 61.8 57.1 48.3 
フィアナランツア 76.7 77.6 83.6 83.2 
トアマシナ 81.0 82.9 74.4 82.3 
マハジャンガ 47.9 68.5 70.7 72.4 
チュレアール 86.6 87.5 77.1 76.1 
アンツィラナナ 69.0 71.1 81.4 69.2 

出所：INSTAT/DSM 

一方、前述のように、貧困は農村部に顕著な現象であり、農村部の所得貧困の状況を州別に

比較したのが表３－６である。また、本調査対象地域の属するチュレアール州は、6 州のなか

でも旱魃や食糧危機への脆弱性で知られる。 

表３－６ 州別の農村部貧困の状況 

州 

全国人口に占

める農村人口

の割合(％) 

各州の農村部

における貧困

者の割合(%) 

全国の貧困人口

に占める各州貧

困者の割合(%) 

慢性的な食

糧危機(%) 

季節的な食

糧危機(%) 

アンタナナリボ 20.5 56.7 16.7 7.4 42.9

フィナランツオア 17.9 87.9 22.5 12.7 49.3

トアマシナ 13.2 87.9 16.7 8.7 53.1

マハジャンガ 8.7 78.4 9.8 6.5 38.9

チュレアール 10.8 83.3 12.9 6.1 33.0

アンツィラナ 6.1 79.0 6.9 1.6 42.0

計 77.2 ― 75.7  

出所：世銀 PRSP、2003 年 7 月 

                                                  
５ 2001 年の US$1.00 は 6,589FMG、当時の円ドルレートは年平均値で¥121.53/US$ 
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３－２－３ 世帯の状況 

国家統計局（Institut National de la Statistique =INSTAT）が 近の世帯調査の結果を発表して

いる 6。世帯主の性別による世帯の規模（人数）の分布をみると、男性世帯主の支配する世帯

の平均規模は 5.3 人/世帯、女性世帯主の世帯の平均規模は 3.8 人/世帯と、女性世帯主の世帯規

模は明らかに小さい。世帯規模と貧困の間には明確な関係があり、世帯規模が大きくなると人

口貧困率が単調に増加する。1～4 人までの世帯では貧困率は 15～35%の間の低い値で推移す

るが、5～8 人までの世帯では、世帯規模の増加と共に貧困率は単調に増加（5 人世帯の貧困率

40%から 8 人世帯の貧困率 60%まで）する。以降は世帯規模の増加と共に 15 人規模の世帯で

貧困率 70%にまで達する。 

一方、消費（所得）水準を 5 階層にわけて世帯規模との関係をみると、 も貧しい層は も

世帯規模が大きく（6.6 人/世帯）、 も裕福な層は世帯規模が小さい（3.7 人/世帯）。また、農

村部の世帯における金銭消費パターンは、食費支出が 72.7%と家計のほぼ 2/3 を占め、次いで

衣服費（7.3%）、家具調度への支出（6.1%）、教育費（3.8%）などと続く。 

３－２－４ ジェンダー 

世帯主が女性である世帯の割合は 19％程度である。過去には顕著に見られた女性世帯主の世

帯の（男性世帯主の世帯と比較して）貧困は 2001 年までに解消され、同じ程度となった。 世

帯主の婚因状況とジェンダーの違いによる貧困の状況をまとめたのが表３－７である。 

一方、ジェンダーに特化した人間開発指標（ISDH）と一般の人間開発指標（IDH）をみると、

例えばチュレアール州では IDH は 0.382 であるものの ISDH は 0.360 と低く、女性に係る指標

（ISDH）が低い。 

表 ３－７ 世帯主の婚因状況とジェンダーの違いによる貧困の状況 

 人口貧困率(%) 貧困の深度 

 1999 年 2001 年 1999 年 2001 年 

世帯主の性 

男 71.6 69.7 34.7 34.7

女 71.5 69.2 35.5 35.5

世帯主の婚姻状況 

結婚 58.1 - 27.8 -

離婚または寡婦 72.6 - 34.8 -

未婚 60.6 - 31.0 -

出所：INSTAT, EPM 1993, 1997, and 2001 

 

 

                                                  
6 Enquete Aupres des Menages (世帯調査), INSTAT, 2002 
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３－２－５ 調査対象地域の行政組織および人口 

（１）行政組織および人口 

調査対象地域は、チュレアール（トリアラ）州（ファリタニ）のアンボボンベ県とチオ

ンベ県にまたがり、この 2 県（フィボンドロナナ）の下記 14 のコミューン（フィライサナ）

から構成される。このうち、以下の＊印の 2 つのコミューンはそれぞれ 2003 年に母体とな

るコミューン、アンバニサリカ及びアンボボンベから分化したものである。なお、アンボ

ボンベはアンボボンベーアンドロイ県の県都でもある。 

アンボボンベ県： アニキリキラ、マロアロポティ、マロアロマインティ、アンボ

ボンベ、アンジケ ベナンタラ、アンバニサリカ、アナラマリ

ー＊、アンボナイボ、チマナナダ＊、アンボンドロ、アンボア

ザ、エラダ 

チオンベ県：アンタリタリカ 

また、行政組織の構成は表３－８に示すとおりであり、行政の末端組織はフォコンタニ

(村)で、フォコンタニは更に、人口 200 人から 400 人程度のヴィラージュまたはカルティエ

と呼ばれる集落単位から成る。 

表３－８ 調査対象地域の行政組織の構成 

行政レベル 本調査対象 

州(ファリタニ) チュレアール州 

県(フィヴォンドロナナ) チオンベ県、アンボボンベーアンドロイ県 

コミューン(フィライサナ) 対象地域に 14 のコミューン 

フォコンタニ（村） 185 のフォコンタニ（アンタニタリカを除く） 

フォコンタニの下のレベル 

(ヴィラージュ/カルティエ) 

― 

調査対象地域は概ね国道 10号沿線とインド洋に面する沿岸部のコミューンとで形成され

ている。このうち、市街部が形成されているのはアンボボンベだけであり、市街部の面積

は凡そ 99ha とされている（国土地理水路測量院（FTM）の発行するコミューン図による）。 

（２）人口 

現在利用可能なセンサス・データは 1993 年のものであり、次回は 2005 年にセンサスが

予定されている。チュレアール州南部の各県レベルの中間年次人口データについては、SAP

（Systeme d'Alerte Precoce = EU の資金によるマダガスカル南部地域を対象とした食糧危機

などの災害を予測し警報を出すことを目的とした組織）が推計値を出しているのでそれを

表３－９に示す。表中の人口を合計すると約 17 万 1000 人となるが、調査対象地域はコミ

ューン境界と一致しないため、対象人口はこれを下回ることになる。 

なお、1993 年のセンサスと 2002 年の SAP 推計人口から計算される人口の増加率は、ア

ンボボンベ県 4.5％、チオンベ県で 2.5％とされており、アンボボンベの推定期間における
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高い人口増加率が注目される。 

本格調査では、対象が未給水あるいは給水施設が貧弱な地域となることが予想され、ア

ンボボンベ都市部と、国道 13 号の沿岸部と国道 10 号に沿ったコミューンの村落地域が主

な調査対象となる。対象コミューンを図３－１０に示した。 

表３－９ 対象地域の県/コミューン別人口推計（2002 年予測値） 

県 コミューン 人口 フォコンタニの数

アンボボンベ アンバニサリカ 6,580 10

 アンバゾア 13,410 12

 アンボナイボ(*) 9,657 12

 アンボンドロ 14,573 14

 アンボボンベ(＊＊) 45,745 48

 アンキリキラ 9,525 15

 エラダ 9,969 12

 マロアロマインティ 32,429 29

 マロアロポティ 18,949 30

チオンベ アンタリタリカ 10,115 ―***
        注）＊コミューンとして独立したアナラマリーを含む 

                ＊＊コミューンとして独立したチマナナダを含む 

＊＊＊ 本調査ではデータを得ることはできなかった 

出所：ZONE SAP、2002 
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図３－１０ 調査対象コミューン 
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３－２－６ 調査対象地域の経済と住民の生業 

調査対象地域の経済の活動水準はきわめて低い。住民の生業は、自給的な農業および牛や羊

の成育である。住民の大部分は、小規模の畑作による自給的な営農と余剰作物の定期市での売

買や物々交換で生計を維持している。畑で作付けの多い作物は、メイズ、マニオク、サツマイ

モ、サトウキビ、などである。世帯では自給的に消費し、余剰作物は決まった曜日に開く市で

売り、金銭に換える。 

当該地域の主要民族であるアンドロイ族の伝統的な信仰もあり、人口数に比較し家畜、特に

ゼブ牛の飼養頭数が多い。これ以外の目立った産業活動もないが、地域の人を対象とした日用

品・食品・飲料の小売、食堂、レストランやホテルなどの小規模のサービス業が散見される程

度である。 

３－２－７ アンボボンベ・コミューンの社会・経済概況 

本調査対象地域で も人口集積が多くアンボボンベーアンドロイ県の県都でもある、アンボ

ボンベ・コミューンとその都市部の概要は以下のようである。当コミューンの面積は 55,773ha

で、内都市部の面積は 99ha 程度と見られる。（国立地理水路測量院（FTM）のアンボボンベ・

コミューン図（2003 年調整）による）。 

（１）アンボボンベ・コミューンの行政区分 

コミューン全体は従来 6 つのゾーンに分かれていて、各ゾーンそれぞれは更に下位レベ

ルのフォコンタニ（村）によって構成される。2003 年に北西ゾーンであったチマナナダ（12

のフォコンタニで構成）が独立してコミューンを構成したため、現在のゾーン数は 5 つに

なっている。 

表３－１０ アンボボンベ・コミューンの行政区分 

ゾーン名称 

(構成するフォコンタニの数) 
ゾーンの地理的特性 

人口（SAP による

2002 年推定） 
南西ゾーン（12） 
（2003 年に独自のコミューンであるチマナナ

ダとして独立し、アンボボンベには属さな

い。） 

アンボボンベ都心部から 

南西7～20kmの距離に位置する。
8,207＊ 

南ゾーン（7） アンボボンベ都心部から 

南 7～10km の距離に位置する。
9,677 

南東ゾーン（9） アンボボンベ都心部から 

南東 2～8km の距離に位置する。
6,346 

中央ゾーン（11） アンボボンベ都心部から 

3～6km の距離に位置する。 
8,241 

北ゾーン（8） アンボボンベ都心部から 

北 5～40km の距離に位置する。
5,500 

アンボボンベ・ゾーン 
（12 の区（カルティエ）） アンボボンベ都心部 16,523 

出所：アンボボンベ・コミューンの開発計画、チュレアール開発基金(FID)、2003 年 4 月 
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表３－１１ アンボボンベ・コミューンの行政体の構成 

行政サービス機能 構成 人数 

市長 1 

市長補佐 2 

秘書 2 
コミューン評議会 

収入役 1 

区(カルティエ)長 ― 都市部のみ 12 カルティエと 

フォコンタニの長 フォコンタニの長 ― 農村部 34＊ 

ソーシャル全般 1 

青年・スポーツ 1 

財務 1 

税収 2 

市長室のスタッフ 

総務 1 

公立学校教員 240 

教員補助 100 

学校校区担当 27 
教育 

私立学校教員 100 

CSBI 及び CSBII(診療所) ― 
保健衛生 

病院 ― 

注）＊チマナナダとして分離した 12 のフォコンタニを除いた数 

出所：アンボボンベ・コミューンの開発計画、チュレアール開発基金(FID)、2003 年 4 月 

（２）アンボボンベ・コミューンの土地利用と植生の状況 

当該コミューンの行政界は南北に長く、東西に横断する主要幹線国道 10号の北に 40km、

南に 10km の広がりがある。しかしながら人口分布は前述の北ゾーンで希薄であり、国道

10 号線沿線のアンボボンベ都市部とその南部（上述の南、南東、中央の各ゾーン）に人口

の大部分が分布している。都市部は国道を挟んでおおよそ南北に 10km、東西に 10km 程度

のひろがりを有する。 

アンボボンベ・コミューン全体の土地利用でみると、 も大きな面積を占めるのが草本

性サバンナ（18,012ha）、次いで大きい面積を占めるのが林地、草地と混在した耕作地

（15,720ha）である。 残りが、低潅木（やぶ）地（＝Fourres、10,710ha）、木本性サバン

ナ（10,497ha）、沼沢地（275ha）、砂地（199ha）などとなっている。木本性サバンナの植生

で特徴的なのが、樹木状に成長する、Didiereaceae 属（優先種は Alluaudia procera, Alluaudia 

demosa など）と Euphorbiaceae 属の木本である。 

（３）コミューンの栽培作物などの状況 

主な栽培作物は、主食となるメイズ、マニオク、サツマイモであり、補助的にスイカ、

インゲンなども栽培されている。コメの栽培はされていない。 
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３－３ 住民参加と水使用に係る啓発 

３－３－１ 調査対象地域での飲料水利用や、給水施設の状況 

調査対象地域は、南をインド洋、東をマンドラレ川、西をマナンボボ川で仕切られ、沿岸か

ら 20～25km 程度内陸までの、国道 13 号及び 10 号へのアクセス、及び地方幹線道へのアクセ

スのできるコミューンに限られる。 

（１）飲料水利用の状況 

東西の 2 つの河川は、乾季に於いても水源とすることが可能であり、この 2 河川に近接

したコミューンでは表流水や低水敷の掘削による飲料水利用が支配的となる。河川表流水

の利用できない沿岸部や内陸部では、浅井戸、深井戸、天水溜めからの取水のほか水売り

業者からの買水で飲料水を確保している状況である。沿岸部の一部（エラダ、アンタリタ

リカなど）では海浜に掘った井戸からの塩分の高い水を飲料としている場合もある。 

乾季には飲料水確保がもっとも困難となり、10～15km 以上の距離からの民間水売り業者

からの高価な飲料水買水や、頻度の少ない AES の給水車に依存している。ただし、アンボ

サリ浄水場の浄水を運搬する AES の給水車は稼動できるのが数台で、一日 10 往復・台（一

日累計で 700km・台）であり、専らアンボボンベ都市部の公共施設、レストラン、などへ

の給水が主となっている。村落部への給水は月一回程度しかない。乾季には様々な入手源

からの供給量の減少と水価格の高騰（乾季のピーク時期にはバケツ一杯で 1,000FMG 以上）

のため、水供給バケツ（一杯が約 13 リットル）数杯で 10 人家族の飲料と料理を賄う程度

の消費量にまで落ちる。 

この地域の大部分を占めるアンタンドロイ族にとってゼブ牛は重要な家畜であるが、家

畜に与える飲料水は井戸水またはサボテンの果肉・葉肉からの水分である。 

（２）給水施設の状況 

対象コミューンにおける給水施設の状況は、アンボボンベ都市部とその他のコミューン

で異なる。アンボボンベ都市部では、AES の運営する給水車の配水が比較的多い地域とさ

れている。アンボボンベではこの他に、深井戸を水源とした共同水栓（水委員会による運

営）からの利用が注目される。それ以外には公的な給水施設が無いため、住民は私的な水

源(井戸水や水売り業者)からの給水や買水に依存している。 

アンボボンベ以外のコミューンでも、いくつかのフォコンタニでは水委員会の管理する

深井戸からの共同水栓による給水施設が整備されているところもある。しかしこのように

住民の選んだ水委員会によって管理され、多数の裨益者のいる給水施設はその数が限られ

ている。むしろこのようなフォコンタニの住民を対象とした給水施設のないコミューンが

大部分である。 
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３－３－２ 援助機関の給水支援と水委員会の状況 

アンボボンベ―アンドロイ県を含むマダガスカル国南部では、下記のように多くの援助機関

主導の村落給水が実施されてきた。援助機関主導で立上げが行われた水委員会、ＡＥＳの指導

によって設立された委員会など多様である。多くのコミューンでは、村落給水が行われていて、

裨益者住民が参加する水委員会が維持・運営に当たっているとことが多い。当該地域で村落給

水に実績のある主な援助機関としては、世銀（PAEPAR プログラム）７、UNICEF、UNDP、

AES/FONDEM８などが挙げられる。 

ここでは、エネルギー鉱山省の上下水道局による【上下水セクターの現状と将来需要報告

(2003 年 8 月) 】の報告から本調査に関連する結果を次のように抜粋した。この調査は都市給

水、村落給水を含み、調査対象地域にチュレアール州のベキリー、アンボボンベ、チオンベ県

も含む。その中で、水委員会方式の裨益者、利用料金、委員会の積み立てた預託金について報

告されている。 

（１）水委員会方式給水事業の運営アンケート調査結果（その１） 

一般的に、給水施設の裨益者は、援助機関による給水施設に満足しているようである。

ただし、AES が管理していた深井戸が稼動できなくなり、FONDEM が改修し運営している

ケースでは、水栓数が充分でないため裨益者は不満足とし、彼等は共同水栓を増やし貯水

槽から配管することを望んでいる。AES パイプラインの事例では、給水網及び給水場所が

不十分であると判断している。 

水料金の支払いは、裨益者 60％が分担金方式であり、使用量による課金は利用者の 9％

のみである。一定の預託金を置く運営規則は、UNDP の 150 の深井戸プロジェクトにおい

て適用されている。68％の利用者が１リットル 0.5FMG 以下の水料金を、70％が１リット

ル１FMG 以下の水料金を払っている。 

（２）水委員会方式給水事業の運営アンケート調査結果(その２) 

村レベルにおける村落給水の組織 

調査した全ての給水施設に水委員会が存在している。村には他にも青年団体、農民金融、

キリスト教、女性グループなどの組織が存在し、水委員会とは別に多くの会合を持ってい

る。こういったケースでは、給水施設の 80％が良好な状態に維持されている。逆のケース

では、33％の施設が不適切な状態になっている。 

コミューンの村落給水への関り 

コミューンと水管理委員会の役割分担が良く理解されていない。村落給水へのコミュー

ンの関与は少なく、特に水委員会の運営への関与の程度は低い。技術職員を抱えているの

                                                  
７ 村落給水パイロット・プログラム(Pilot-project in supplying drinking water and sanitation in rural area (PAEPAR), 1998-2003  
８ FONDEM は、仏のエネルギー企業 TOTAL 社と仏電力庁、仏ガス企業など関連企業で 1990 年に設立された。マダガスカ

ルでは再生可能エネルギーによる農村電化などを支援している。 
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は調査を受けたコミューンの 24％に過ぎない。 

またコミューンの財源も限られている。結果的に投資に充当される予算額も、調査した

コミューンの 76％が年間 4000 万 FMG 以下と小額である。この予算は学校、保健センター、

道路、水道管などに使用される。調査した 49 のコミューンのうち 1 つのコミューンだけが

2000～2001 年の飲料水供給プロジェクトに予算を割いている。 

（３）調査団が聞き取った村落給水水委員会の状況 

調査団が聞き取りのできた村落と水委員会の運営状況を表３－１２に示す。 

表３－１２ 村落給水水委員会の運営状況 

水委員会 マハヴェロ マノワ エラダ 

委員会の所在する

コミューン 
アンボボンベ市 アンタニモーラ エラダ 

支援した援助機関

／行政機関など 
AES UNICEF AES 

水委員会の構成 

委員長以下 4 名のフォコ

ンタニの有力者が選任し

た委員 

裨益者が直接選任した 7

人の委員と委員長 

裨益者が直接選任し

た委員と委員長 

裨益者数 

市内の 1 つのフォコンタ

ニ(名称はマハヴェロ)の

住民（約 100 世帯） 

1 つのフォコンタニの住

民（約 62 世帯）。 

3 つのフォコンタニの

住民（約 100 世帯） 

預託金 あり あり(25 万 FMG) なし 

利用料金 
料 金 は バ ケ ツ 一 杯 で

100FMG である。 
無料 無料 

維持・運営の特徴 

市内でもあり、共同水栓

で責任者が常駐。柵によ

り家畜の進入を防ぐ。月

10-30万 FMGの収入があ

り、スタッフの人件費に

充当。 

常駐の番人は設置してい

いない。家畜用には樋を

経て柵の外で給水。故障

の場合はアンタニモラの

技術者を呼ぶ。 

飲料用と家畜用とで

50ｍ程度間隔を空け

て海浜に設置。常駐の

番人はいない。ほとん

ど故障は無いが塩分

濃度が高い。 
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３－３－３ 水使用に関る住民への啓発 

AES のアンボボンベ事務所には常勤職員として常駐のアニメーター（住民啓発、普及活動を

行う専門家）が配置されており、井戸の試掘から供用までの各段階で必要な住民啓発から井戸

の使用、水委員会立上げまでを指導できる機能を有している。 

住民に対して働き掛けているアニメーション活動の内容は以下の通りである。 

対象村落が決まると、対象サイト周辺住民に対するアニメーションは 2 段階で行われる。 

① 第１段階 

井戸の試掘開始の 1～1.5 ヶ月前から対象とする村で関係住民の集会を行う。子供が水

汲みの役を担うことも多いので、子供も含め 200～300 人くらいの集会を屋外で開く。

集会には長老など村のオピニオン・リーダーの参加が必須である。 

AES による住民への説明は、住民に非識字者が多いので口頭で行う。試掘候補サイト

などについて説明し、全般的な合意を得る。当該サイトが偶然住民が忌避する場所(フ

ァディ)に当たった場合は、ゼブ牛を屠り生贄とする。墓の近くであれば特に大きなオ

ス牛を屠り祈願する。 

② 第２段階 
試掘が完了すると、井戸の持続的な利用のための啓発教育と水委員会の立上げを支援

する。第 1段階と同様の規模の住民を集めて説明会を開く。実際に給水場の水利用に来

るのは家事手伝いの子供か主婦なので、AES の女性のアニメータであるフィロメニーさ

ん（現在は AES チオンベ給水事務所を統括）が啓発を行う。 

本調査対象村落の主要民族であるアンドロイ族は水の不使用に慣れていて、水は調理

にしか使わないので一人１日１リットルの需要にしかならない。そこで、衛生状況改善

のための効果的な水使用などについての説明する。内容は、乾季においては、家畜が井

戸に近づくのを防止するため柵を設けること、井戸の開口部の密閉、手で汲む場合の清

潔なバケツを固定して使用する方法などである。 

井戸の試掘段階、本格供用段階で以上のような住民への衛生思想の啓発が行われてい

る。 
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第４章 水資源開発/水供給事業にかかる現状と課題 

４－１ 水供給に関する開発計画 

４－１－１ IPPTE（重債務貧困国に対するイニシアティブ）資金による MEM 独自の計画 

MEM は IPPTE の資金で「マンドラレ川～サンポナ台地パイプライン設置調査（前期詳細設

計）」の 終報告書を 2004 年 4 月に作成している。その計画概要は表 4－1 のとおり。 

表４－１ サンポナ台地パイプライン計画の概要 

計画施設 計画概要 

水源 マンドラレ川の河床の沖積層から伏流水を取水する。計画揚水量は 30m3/h
に設定。浄水施設は計画していない。 

パイプライン アンボアサリィのマンドラレ川からサンポナ台地まで 19.427km（標高差

356.66m）に送水管を埋設する。材質は PVC で管径は 160mm、埋設の深さ

は 1m で計画。 
貯水槽 30m3/h の送水量を 10 時間分貯留できる容量として 300m3 の地上設置型の鉄

筋コンクリート製貯水槽をサンポナ台地に建設する。 
ポンプ場 次の 4 ヶ所のポンプ場を建設する。ポンプはそれぞれ 2 台パラレルに配置

し１日 10 時間運転｡ 
揚水ポンプ場 1 ヶ所：水中電動ポンプ（揚水量 35m3/h、揚程 100m）×2 台 
中継ポンプ場 3 ヶ所 

：地上置型電動ポンプ（送水量 30m3/h、揚程 80m）×2 台 
地上置型電動ポンプ（送水量 30m3/h、揚程 140m）×2 台 

 地上置型電動ポンプ（送水量 30m3/h、揚程 80m）×2 台 
電源 電動ポンプの電源として各ポンプ場に風力発電施設を計画。 

MEM 次官によると、本計画は 2004 年 9 月から IPPTE の資金で「マ」国側により独自に建

設が開始することになっている。工期は約 2 年間となっている。給水対象や配水方法について

は報告書に記載されていないが、主に農業用で一部飲料水としての使用も考えられている。電

源は風力発電で計画されているが、その適用には疑問があり未だ決定していない。 

４－１－２ EU の協力による計画 

EU は FED（ヨーロッパ開発基金）の資金で、MEM とともにアンボアサリィとアンボボン

ベへの飲料水供給を目的としたフィージビリティ調査、前期詳細設計、入札図書の作成を行っ

た。2000 年の報告書「マダガスカル国南東部地域アンボアサリィ及びアンボボンベ・コミュー

ン重力導水調査（前期詳細設計）」によると、その計画概要は表４－２、パイプラインの縦断

図は図４－１に示すとおりである。 
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表４－２ アンボアサリィ及びアンボボンベ重力導水計画の概要 

計画施設 計画概要 

水源 年間降雨量が約 1000mm と多いアンボアサリィ東部のアノシエンヌ山脈の

タランツィ川の表流水、標高 420m 地点、流量は 180m3/h 以上、計画 大取

水量は 90m3/h。 
パイプライン タランツィ川→アンボアサリィ→アンボボンベ間に 73.35km に管径 200mm

の PVC 製送水管を埋設する。 
配水池 アンボアサリィに 250m3（既設の 200m3 に追加）、アンボボンベに 1500m3

（750m3×2 基）の鉄筋コンクリート製の配水池を建設する。 
配水管 PVC 製配水管 25km を敷設する。内 14.142km がアンボボンベ市内。 

公共水栓 アンボアサリィは 16 ヶ所の既存の公共水栓を改修、アンボボンベは 23 の

公共水栓を建設し各戸給水も想定する。 
 

 

 

図４－１ パイプラインの縦断図 

なお、同報告書では、アンボアサリィの既存配水施設（配水網と公共水栓）は使用できると

しているが、AES によるアンボボンベの既存配水施設（配水網と貯水槽・公共水栓）は稼動し

そうにないとして新規の建設で計画している。 

この計画は EU によると予算がつかず実施に至っていない。MEM の次官によると、水源が

国立公園内にあり河川流量の大部分を使ってしまうこと、計画では重力送水であるが実際には

マンドラレ川からアンボボンベ間はポンプアップの必要があること、世銀の反対等によりこの

計画は断念された。 

 

 

 

 

アンボボンベ配水池 

アンボボンベ アンボアサリィ 
タランツィ川 

マンドラレ川 
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４－１－３ その他「マ」国政府がドナーからの援助を模索中の計画 

（１）サンポナ台地パイプラインを補完する計画 

４－１－１節の「マ」国側で実施中のマンドラレ川～サンポナ台地パイプライン計画を

補足する計画として、４－１－２節の EU による計画と同じタランツィ川の水源からアンボ

アサリィまでの 31km 間の 90m3/h のパイプライン送水と、サンポナ台地の貯水槽からアン

ボボンベ経由でアンタリタリカ間の約 62km のパイプライン送水について、F/S の実施から

建設までのドナーを模索中である。現在のところ構想の段階で正式要請には至っていない。 

（２）AES の既存給水施設を補完するアンボボンベ地区パイプライン構想 

AES が行うアンボボンベ地区の給水車による給水事業を補完する計画として、1990 年～

1991 年の日本の無償資金協力「南部生活用水給水計画」により建設されたマンドラレ川の

アンボアサリィ浄水場からアンボボンベ経由でアンタリタリカまで約 80km のパイプライ

ンによる 1,100m3/day の送水と、更にアンタリタリカから日本の無償資金協力「南部地方給

水計画」により 1999 年に建設されたパイプライン（マロバト貯水槽地点）を約 62km のパ

イプラインで接続する案がある。この 142km におよぶパイプライン計画の計画施設全体配

置図を図４－２に管路縦断面図を図４－３に示す。 

 

 

図４－２ アンボボンベ地区パイプライン計画施設全体配置図 
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図４－３ アンボボンベ地区パイプライン計画の管路縦断図 

 

この計画は、図４－３のようにアンボアサリィ浄水場からサンポナ台地まで約 330m の揚

程をポンプアップする必要があり、地方小都市及び村落部の給水としては運転コスト上持

続的な運営ができるか疑問である。 

４－１－４ その他実施中の関連する計画 

本調査対象地域の給水とは直接の関係は無いが、1990 年から 1991 年の日本の無償資金協力

「南部生活用水給水計画」により建設されたマンドラレ川のアンボアサリィ浄水場からの水を

アンボアサリィの水道施設の水源として使用する計画がある。浄水場の設計処理能力は

600m3/day であるのに対し給水車があまり稼動していないことから使用量は 60 m3/day にすぎ

ない｡「マ」国側によりアンボアサリィ浄水場とアンボアサリィ市の既存の貯水槽・配水網を

接続するための約 150mm のダクタイル管敷設工事が、2004 年 8 月時点で既に着工している。

アンボアサリィの水道事業は JIRAMA が運営しており、浄水場の運営も AES から JIRAMA に

移管される予定となっている。 

４－２ 水資源開発/水供給事業の現状と課題 

４－２－１ 対象地域の水資源開発の現状と課題 

（１）深井戸 

MEM 及び AES が把握している調査対象地域の既存の深井戸と、FED による鉄筋コンク

リート製の近代的浅井戸の位置を図４－４に示す。 
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                             出所：MEM の次官作成による資料 

図４－４ 対象地域の深井戸と近代的浅井戸の位置図 

調査対象地域より北部の内陸部の岩盤地帯においては深井戸による地下水開発が行われ

て来た。調査対象地域内の堆積層中の地下水は、透水性の問題と高塩分濃度の問題で詳細

な調査なしでは深井戸の成功率が悪いため、これまであまり行われて来なかった。これら

数少ない既存井戸の情報から判断すると、水量水質ともに良い深井戸は、アンボボンベ盆

地北部の岩盤地帯に近い地域に限られているように思われる。 

深井戸の多くは FED の資金で AES が 1980 年代に建設したもので、北部の井戸について

は UNICEF が 1990 年代中頃にアンボボンベ北部のアンタニモラ周辺で実施した「150 の深

井戸計画」によるものがある。また、深井戸と称しても機械掘りのボアホールというだけ

で実際には手堀りの浅井戸と同じ浅層帯水層中の地下水を利用しているものや、フランス

統治時代の井戸でデータの無いものを含んでいる。 

（２）浅井戸 

調査対象地域の飲料水の水源は、主に浅井戸による浅層地下水の開発にたよっている。

沿岸砂丘地帯のような地下水位が深く浅井戸では地下水面に到達できない地域や、塩分濃

度が高く飲用に適さない地域が広がっているため、浅井戸の分布は非常に偏っている。特

に浅井戸の分布の集中する地域は図４－５に示すアンボボンベ市街地と図４－６に示すア

ンボンドロ周辺の白砂地帯である。これらの分布図に示す浅井戸は代表的なものであり、

FED のプロジェクトで活動している NGO の KIOMBA の報告書によるとアンボボンベには

約 260 の浅井戸が存在し、そのうち 100 ほどが利用されている。また、20 の浅井戸堀り業

凡例 
● 深井戸 
■ 近代的浅井戸 
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者と約 75 人の井戸堀り人夫がいると報告されている｡アンボンドロ周辺についてはボボ

（VOVO）と呼ばれる深さ 5～8m の伝統的な浅井戸が密集しており、その実数は不明であ

る。砂丘上にはほとんど井戸が無いが、海岸沿いに伝統的浅井戸や FED による DELSO プ

ロジェクトで 1994～1997年頃に建設された家畜用のコンクリート製浅井戸が分布している

(図４－４参照)｡ 

 

 

出所：南部生活用水供給計画基本設計調査報告書、JICA（1990 年） 

  図４－５ アンボボンベ市街地の浅井戸分布  図４－６ アンボンドロ周辺白砂地帯の浅井戸分布 

 

（３）地下ダム 

マダガスカルの NGO であるタラチャ（TARATRA）が南部地域のアンパニイ（Ampanihy）

地方に建設した地下ダムがある（図４－７参照）。 

マダガスカルの地下ダムは小規模なもので、ワジ（枯れ川）の河床を横断する方向に不

透水層まで掘り下げ、木版、鉄板、コンクリート等の水を通さない材質でダムを作る。浅

層の地下水を溜めるだけでなく図４－７の写真に示すように降雨時の流水も堰き止め池を

形成する。ダムの材質は幅 2～6m の極小規模なダムは木版（厚さ 8～20cm）が使用される

が、耐久性の問題があり板が反ると水漏れを起こす。5～15m のダムは鉄筋コンクリートで

建設される。取水方法は地表に溜まった池の水を直接汲むか、地下ダムの上流に浅井戸を

設置している。 
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図４－７ 南部地域アンパニイ地方のタラチャ地下ダム（写真はタラチャ提供） 

 

（４）天水の利用 

南部地域においては、1970 年から 1980 年代の給水プロジェクトは天水溜めの建設に重点

が置かれていた。天水溜めの位置図を図４－８に示す。天水溜めの多くは FED の援助によ

り AES が建設したもので、日本の援助でも 1980～1981 年にアンボボンベ周辺で 7 ヶ所建

設している。図中に示された工事予定のものは FED により 1992 年までに完成している。 

 

出所：南部生活用水供給計画基本設計調査報告書、JICA（1990 年） 

図４－８ 天水溜めの位置図 

天水溜めにはコンクリート製の地表集水板方式と屋根の水をといで集める方式の 2 種類

ある。各ドナーや政府機関による施設は集水面積が大きい地表集水板方式で（図４－９参

照）、 も普及している FED によるものは集水板面積 1,000～1,300m2 で貯水槽が 70 m3 と

100m3 の 2 種類ある。1980 年～1981 年の日本の無償資金協力によるものは集水板面積

1,500m2 で貯水槽 120m3 とやや大きい。このタイプのものは家畜の侵入防止のため柵を設置
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する必要があるが、現在では殆どの天水溜めには柵が設置されておらず家畜の糞便により

汚染されている。降雨が少ない地域であるため天水溜めでまかなえる時期は雨季の 11 月か

ら 3 月頃に限られることや、貯留期間が長いと水が腐敗し下痢をもたらすことから、FED

は 1993 年以降天水溜めを建設していない。 

これらの天水溜めは、AES の給水車による水を貯留するためにも使われたが、給水車事

業の稼働状況が悪くなった現在では、給水車用にはあまり使われていない。 

 

          写真：2004 年 8 月撮影 

図４－９ 地表集水板型の天水溜め（アンボボンベ南東約 6km アンボアサリィⅡ村） 

 

もうひとつの屋根の水を集める方式は、一般家庭に自家用に設置されたものと、NGO に

より学校等の公共施設に設置されたものとがある。アンボボンベに事務所を持つ米国のカ

トリック系 NGO の CRS（Catholic Relief Services）が 2004 年 4 月にアンボボンベ南方約 6km

のアンボアサリィⅡ小学校に建設した天水溜め（貯水量 35m3）の設計断面図を図４－１０

に示す。 

 

 

出所：CRS 資料、雨水貯留槽プロジェクト（2004） 

図４－１０ 屋根集水型の天水溜めの構造 
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屋根集水型は家畜の糞便による汚染が防げるため、より衛生的であり（ただし砂やゴミ

は混入する）、現在でも建設されているが、屋根の面積が限られているため貯水量が少ない

欠点がある。CRS は学校や診療所に 25m3 と 35m3 の同タイプの天水溜めを合計 39 ヶ所（内

8 ヶ所がアンボボンベ・コミューン）に建設する計画を持っている。 

また、CRS は図４－１１に示すような沼地の改良プロジェクトを実施しており、アンボ

ボンベ・コミューン内に合計 5 ヶ所が予定されており内 2 ヶ所はほぼ完成している。これ

は表流水を雨季にため乾期に使用するというもので、池の貯水量は 25～30m3 で 200 人から

250 人に給水できるとしている。このような池の水については、家畜が集まりそれらの糞便

で汚染されるため、衛生的でない。 

    

 

出所：CRS 資料、沼地リハビリ・プロジェクト（2004） 

図４－１１ 沼地改良断面図 

（５）地下水開発に係る現地業者 

①深井戸の掘削会社 

マダガスカルには井戸掘削業者が数社あり、以下に本事前調査において訪問した３社の

概要を示す。 

     RANOSOA 

Tel : (261)-20-22-618-79 

Fax :(261)-20-22-269-21 

E-mail :agrico@dts.mg 

フランスの AGRICO グループの井戸掘削現地業者で、リグを 2 台所有している。1 台は

小型の牽引式で掘削可能深度は 100m 程度である。もう 1 台はトラック掲載型で 200m

程度までの掘削が可能である。ただし 100m を超える井戸については掘削径を落とした

2 段構造の井戸掘削を行う。揚水試験は実施できるが、孔内検層機は所有していない。 
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     COLAS Agence de Madagascar 

Tel : (261)-20-22-204-16 

Fax :(261)-20-22-327-21 

E-mail :agrico@dts.mg 

フランスのゼネコンのコーラス社のマダガスカル支店である。同社の井戸掘削部門は、

プロジェクト形成調査報告書の 80 ページに記載されているフランス系掘削業者の

BACHY 社を吸収合併したもので、BACHY 社は無くなった。所有機材はもと BACHY

社のものと思われる。所有するリグの内 2 台は 200m 以上の掘削が可能である。資材調

達は、PVC ケーシングについては、南ア製のものが「マ」国内で調達できるが、SGP（亜

鉛引き鋼管）は使用しておらず、INOX（ステンレス管）はフランスからの輸入となる。

揚水試験は実施できるが、孔内検層機は所有していない。 

     CGC（China Geo-engineering Co,.） 

Tel : (261)-20-22-484-77 

Fax :(261)-20-22-485-36 

Web :www.chinageo.com.cn 

中国に本社を置く中国系の井戸掘削企業である。同社はナイジェリアやカメルーン等ア

フリカに数ヶ所の事務所と工事部隊を持っている。マダガスカルにおいては 300m まで

掘削できる中国製のリグ 2 台を所有している。揚水試験は実施できる。孔内検層機はマ

ダガスカルでは所有しておらず、ナイジェリアで使用中の物が使えるとしているが、他

国の現場で使用している機材を使うのは無理と判断される。世銀出資による PAEPAR プ

ロジェクトの 500 の深井戸計画の井戸掘削工事を実施中であり、今回依頼した見積りが

出なかった事から判断して本件の本格調査実施時期にリグが空いていない可能性が高

い。 

 

②浅井戸の掘削会社 

鉄筋コンクリート井筒による近代的な浅井戸の掘削業者は、アンボボンベに民間 1 社と

AES の調査・工事部、その他の地域に NGO が数社ある。伝統的な浅井戸の掘削業者は、

アンボボンベに約 20 あると言われている。なお、「マ」国における NGO の幾つかは給

水施設の工事を行っており大規模な工事部門を持つ。これは、会社法の整備の曖昧さの

ため、また法的に NGO の設立基準が甘いため、工事業者が税金の面で有利な NGO の

形態をとっていることによる。それほど高い技術を必要としないので、能力的な大差は

ないものと思われる。満州井戸（放射集水井戸）のような特殊な大口径井戸を掘削でき

る企業は存在しない。満州井戸については MEM の工事部門が実施可能としているが、

実際に施工経験が無いため疑問である。 

     ORGANISATION TARATRA（タラチャ） 

Tel : (261)-20-22-366-90 

Fax :(261)-20-22-663-06 

E-mail :taratra@dts.mg 
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NGO のタラチャは、JICA 調査で社会・経済アンケート調査を実施したり、日本の無償

のソフトコンポーネントや世銀の PAEPAR プロジェクトの「500 の深井戸計画」におい

て水管理委員会の育成活動を行っている。もともとタラチャは、1986 年から 1992 年ま

で南部で 150 本もの浅井戸の掘削を行っていた NGO の ELM（マダガスカル・ルター派

教会）のスタッフと機材を引き取って 1994 年に設立された NGO であり、浅井戸の掘削

工事は専門分野である。現在も浅井戸の工事部門を持っている。 

 

③物理探査 

物理探査の専門会社は１社のみで、電気探査については上記の各井戸掘削業者が実施出

来る。 

     SGDM 

Tel : (261)-20-22-410-36, (261)-33-12-286-89 

E-mail : h_rakoto@hotmail.com 

SGDM 社は、アンタナナリボ大学の若手研究者グループが 1995 年に設立した物理探査

の専門会社である。所有する探査装置は電気探査機（SYSCAL R2、SAS 300）、電磁探

査機（周波数領域電磁探査機 ECA49）、弾性波探査機（TERRALOC MK6）、重力探査機

（Sondin T502）、磁気探査機（Scintrex20）等。 

     CGC 

上記の中国の井戸掘削業者であるが、物理探査も実施できる。電気探査機と VLF 法の

電磁探査機を所有。 近、二次元比抵抗探査用の電気探査機が入っている。 

 

④太陽光発電揚水システム 

太陽光発電揚水システムのメーカーの代理店が「マ」国に 3 社ある。揚水システムとし

ては、ソーラーモジュール、架台、水中ポンプ、ケーブル、コントロールユニット、井

戸蓋、揚水管、バルブ類までを含む。以下に 3 社の概要を示す。 

     Ténema (TOTAL ENERGIE MADAGASCAR) 

Tel : (261)-20-22-029-37 

Fax :(261)-20-22-029-38 

E-mail :tenema@wanadoo.mg 

トータル・エネルギー（TOTAL ENERGIE）の太陽光発電揚水システムの代理店である。

ソーラーモジュールはシーメンスの多結晶型の太陽電池を用いた PHOTOWATT 社製、

水中ポンプのメーカーは確認できなかった。NGO の FONDEM が 10 ヶ所に設置したも

のは全て Ténema から購入したもので TOTAL 製である。調査対象地域内に FONDEM に

より設置された 3 ヶ所は全て 800W のソーラーモジュールを使用しており、FED により

イラカカ東部に設置されたものが 大規模のもので 4,000W である。その他、TELECOM

の携帯電話基地用の電源としてソーラーモジュールを 18 ヶ所に設置した実績を持つ。

Ténema は機材設置までを実施可能である。注文から納品まで約 2 ヶ月かかる。 



 

－ 53 － 

     ENERGIE TECHNOLOGIE 

Tel : (261)-20-22-790-17 

Fax :(261)-20-22-629-08 

E-mail :Enertech@bow.dts.mg 

Web :www.energie-tech.com 

グルンドフォスポンプ社（GRUNDFOS）の太陽光発電揚水システムを扱う販売店であ

る。グルンドフォスのシステムのソーラーモジュールはシーメンスの多結晶型の太陽電

池を用いた PHOTOWATT 社製を使っており TOTAL のシステムと同じである。グルンド

フォスはステンレス製の水中ポンプに定評があり自社のポンプを使っており、DC-AC

インバーターの技術に特徴がある。グルンドファスのシステムはＥＵのプロジェクトで

アフリカ各国において使われており、アフリカ地域で も普及しているシステムであり

信頼度が高い。ENERGIE TECHNOLOGIE ではソーラーモジュールが 400W の一番小さ

な容量のタイプのシステムしか扱っておらず、集落の規模に合ったものを選べない問題

があると思われる。同代理店は風力揚水システムの販売に力を入れており、風力につい

ては各種のタイプをとりそろえている。また、機材の販売しか行っておらず設置を行え

る技術者がいない。 

     SOMECA 

Tel : (261)-20-22-254-00 

Fax :(261)-20-22-210-37 

E-mail :someca@simicro.mg 

ビーピー・ソーラー（BP SOLAR）の太陽光発電揚水システムの代理店である。今回の

事前調査では、時間の都合で訪問できなかった。 

４－２－２ AES（南部給水公社）による給水事業の現状と課題 

調査対象地域の公共給水事業は、もっぱら AES により行われている。天水溜めの建設やハ

ンドポンプ井戸の建設はドナーの援助を受けて AES が行っているが、それらの運営は村が行

っている。AES が運営している給水事業は、マンドラレ川のアンボアサリィ浄水場から給水車

でアンボボンベ及び周辺の集落に給水するシステムと、パイプライン終点のチオンベから給水

車でアンタリタリカ及び周辺の集落に給水するシステムの 2 つの給水システムがある。これら

は、いずれも日本の無償資金協力によるものである。 

（１）アンボアサリィ浄水場からの給水車による給水 

この給水システムは図４－１２の概念図に示すように、マンドラレ川の伏流水を浄水場

で浄水した後、27 台の給水車（6m3）で約 35km アンボボンベに運搬し、給水車から受水槽

に移した水を更に発電機電源の揚水ポンプで高架タンクに揚水し､高架タンクから配水管

により市内 17 ヶ所の既存の貯水槽に配水する｡ 
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出所：南部生活用水供給計画基本設計調査報告書、JICA（1990 年） 

図４－１２ アンボボンベの給水システム概念図 

このシステムは 1990 年～1991 年の日本の無償資金協力「南部生活用水供給計画」による

もので、1992 年に完成している。給水車で運搬した水をアンボボンベの貯水槽（100m3）に

移し高架タンク（60ｍ3）に揚水して配管で市内 17 ヶ所の貯水槽兼公共水栓に配水するシス

テムは 1994 年からは全く使われておらず、給水車で直接水の購入者や周辺の村落に配水し

ている。その主原因は、揚水ポンプの電源である発電機の燃料代の支出とメンテナンス上

の問題とされている。 

現在稼動しているシステムは、アンボアサリィ浄水場と給水車である。27 台の給水車の

内 2004 年 8 月現在 3 台しか稼動しておらず、修理すれば使える可能性があるものが 5 台で

残りの 19 台はスクラップ状態で部品取りとなっている。メンテナンス上 も支障をきたし

ているのはタイヤの交換で、主な故障の原因はトランスミッション、エンジンピストン、

ギア等である。 

浄水場は沈殿池と緩速ろ過池からなり、塩素滅菌も行っている。設計上の浄水処理能力

は 600m3/day であるのに対し 3 台の給水車で使用している水量は約 60m3/day であり浄水場

の能力の 10 分の 1 しか利用されていない。また、浄水場のメンテナンスがなされておらず、

ろ過池には藻が繁殖しほとんど浄水機能を果たしていない。 
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（２）パイプライン終点のチオンベからの給水車による給水 

この給水システムは我が国の無償資金協力「南部地方給水計画」により 1999 年に建設さ

れた。パイプライン給水施設の配置図を図４－１３に示す。 

 

出所：AES のパンフレット 

図４－１３ 既存のパイプライン給水ジステムの配置図 

水源はメナランドラ川の伏流水で河川近くの浅井戸から揚水（計画取水量 284m3/day）し、

緩速ろ過により浄水した後、約 140km のパイプラインでチオンベまで送水する。このプロ

ジェクトで 7 台の給水車が調達され、その内チオンベには 3 台が配置され、給水車でチオ

ンベからアンタリタリカ及び周辺の集落に給水されている。この 1999 年にチオンベには位

置された 3 台については 2004 年 8 月現在、既に 1 台が完全に故障し残りの 2 台もメンテナ

ンスがうまく行われておらず 1 日 1 往復しかしていない。この方法でのアンタリタリカヘ

の給水はおぼつかない状態にある。チオンベにおける計画送水量（114m3/day）に対して現

在の使用量は 13m3/day と推定される。 

このパイプラインの縦断図を図４－１４に示す。取水地点のアモタカの標高は 66m で、

パイプラインの 高地点であるアンコロロカの標高は 204m であり、標高差が 138m ある。

このため、揚水ポンプ場 1 ヶ所、送水ポンプ場 1 ヶ所の他、揚程 50m 程度の中継ポンプ場

が 3 ヶ所に設置されている。アンタリタリカの給水を行うには、合計 5 ヶ所のポンプ場を

運転し水源から 140km をチオンベまで送水し、更にチオンベから給水車でアンタリタリカ

まで約 45km を運搬する必要がある。このような運営コストの高いシステムであるうえに、

チオンベ～アンタリタリカ間は未舗装で岩盤が地表近くに分布する悪路地帯であるため、

このシステムでのアンタリタリカ周辺の給水はあまり稼動していない。 
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図４－１４ 既存のパイプラインの縦断図 

（３）AES の管理による井戸 

以上の他、AES が管理する給水施設としては、1980 年～1981 年の我が国の無償資金協力

「南部地域生活用水開発計画」による、浅井戸水源の水中ポンプによる給水施設がアンボ

ボンベに 2 ヶ所、アンボドロに 4 ヶ所ある。これらの施設の概念図を図４－１５に示す。

水源の浅井戸は直径 2m の大口径で取水部は径 1m と細く、2 段構造となっている。水中ポ

ンプの電源としてはガソリンエンジン発電機が使用され、井戸近くの 12m3 の FRP 製貯水槽

に揚水し、貯水槽に設置された蛇口により給水される。これらの施設は 1989 年時点で既に

4 ヵ所が機材の故障、燃料調達の問題、水質悪化、水位低下等の理由により稼動しておらず、

残る 2 ヶ所も 1992 年頃から使われていない。 

この他、1980 年以前に「マ」国により設置されたディーゼル発電機と水中ポンプを設置

された浅井戸が 1 ヶ所、ベルニエ型の旧式ハンドポンプが設置された浅井戸が 2 ヶ所アン

ボボンベ市内にある。ハンドポンプは現在も稼動しているが、ディーゼル発電機は 1990 年

代前半に放棄された。また、FED の資金で AES が掘削した井戸の幾つかにはベルニエ型の
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旧式ハンドポンプが設置され AES の管理下にある。 

 

図４－１５ AES 管理の浅井戸給水施設 

４－２－３ 対象地域の給水現況 

対象地域の給水は上記の「４－２－１ 対象地域の水資源開発の現状」と「４－２－２ AES

（南部水供給公社）による給水事業の現状」で述べた施設により行われている。1970 年～1990

年当初までは、伝統的な浅井戸の利用の他に、公共の給水としては天水溜めと、浅井戸水源の

発電機・水中ポンプ揚水による公共水栓が主要な給水施設であった。1992 年以降は本調査の給

水対象全地域の給水は、基本的には AES の給水車事業でカバーされる計画であった。しかし、

前述のように給水車の老朽化とメンテナンス不足により稼動状況が非常に悪くなっており、公

共施設、一部の村の貯水槽、大口の消費者（企業）以外はほとんど給水されていない。天水溜

めの多くは老朽化により使用できなくなっている。このような状況で、浅井戸の水を牛車で運

搬している市営の水売り人による給水が、ほぼ全域で水需要の大部分をまかなっている。以下

に主要集落の給水の現況を示す。 

アンボボンベでは 100 ヶ所程度の浅井戸が使われており、周辺の村落部を含めた地域の主要

水源となっている。水需要の大部分は水売り人によりまかなわれている。公共施設としては、

市内に AES 管理の浅井戸水源のハンドポンプ（旧式のベルニエポンプ）が 2 ヶ所稼動してい

るのを確認した他、水管理委員会運営の太陽光揚水システムによる公共水栓が１ヶ所稼動して

いる。市内 17 ヶ所の貯水槽・公共水栓は 1994 年以降使用されていない。浅井戸からの発電機

による揚水システム 3 ヶ所は 1992 年頃まで動いていたが燃料購入が出来ないため使用されな

くなり 1997 年にはこの方式による給水を完全に断念し機材は撤去された。この発電機が撤去

された日本の無償で建設された井戸 1 ヶ所（マハベロ地区）に、フランスの NGO である

FONDEM（世界エネルギー財団）が 2001 年に太陽光発電揚水システムと公共水栓を設置した。

この他、1982～1985 年頃に FED の資金で AES がアンボボンベ市街地の近くに 5 本の深井戸を

建設したが、4 本は塩辛いために放棄され市街地北部のアンダボリ地区のサッカー場脇の 1 本

に旧式のベルニエポンプが設置され現在も家畜用（塩辛いため）に使用されている。 

国道 10 号線沿いのアンボボンベ西方約 11km のアンバニサリカ周辺は、浅井戸が無く、天水

溜めは老朽化のため利用できなくなっている。給水車の水を村の貯水槽に溜めることになって
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いるが、給水車は定期的に来ない。アンボボンベの浅井戸から牛車で運搬している水売り人か

ら購入するのが一般的となっている。干ばつでアンボボンベの浅井戸が使えなくなった時には

約 46km 先のアンボアサリィの河川水を牛車で運搬したものを購入する。 

国道 10 号線沿いのアンボボンベ西方約 30ｋｍのアンボンドロは、1980 年～1981 年の日本の

無償資金協力で建設された発電機揚水システムによる浅井戸水源の公共水栓4ヵ所を使ってい

たが、2 ヶ所は水位低下等により稼動しなくなり直ぐに使われなくなり、残りの 2 ヶ所も水中

ポンプの故障、燃料購入費不足等により 1992 年頃からは使われていない。これら使われなく

なった 4 ヵ所の浅井戸の内 2 ヶ所に FODEM が 1999 年に太陽光発電揚水システムを設置し現

在使われている。機械の故障は一度も無いが、井戸の目詰まりにより揚水量が低下しており、

3 日毎に 6m3 程度の給水しかできていない。雨季は天水とボボと呼ばれる伝統的浅井戸にたよ

っており、乾期は AES の給水車に依存することになるが故障が多く定期的に来ない。このた

め、ボボを水源とした水売り人も多数存在する。 

アンボンドロ周辺の集落については、基本的にボボを水源としているが、南方約 10km の村

に風車揚水の深井戸が 1 ヶ所、ラムティアカシ村に深井戸（揚水方式は不明）が使われている。 

アンボボンベ～アンタリタリカ間の主要道路沿いの集落については、沿岸砂丘地帯に位置し、

集落の近くに浅井戸が無いため、集落は水に困窮した状況にある。砂丘地帯には天水溜めが、

図４－８に示すように多数存在するが、沿岸砂丘地帯は も降雨が少ない地帯であり乾期の水

が得られないこと、老朽化による水漏れ、水の腐敗による下痢の蔓延等の理由であまり使われ

なくなって来ている。住民は海岸沿いの塩分濃度の高いボボや FED による浅井戸を飲用に使

用するか、アンボボンベの浅井戸の水を牛車で運搬する水売り人から高価な水を購入している。

この地域はもともと AES の給水車で給水する計画であったが、例えば、アンボボンベ西南約

20km のエラダにおいては、AES の給水車は 1 ヶ月に 1 回しか来なくなっており、給水車が運

ぶ 6m3 の水は 2 日間で使い切ってしまう。 

４－２－４ 水の販売価格 

本事前調査の現地踏査において住民への聞き取りで調べた、2004 年 8 月時点の水の販売価格

を表４－３に示す。AES の給水車からの水を住民がバケツ（12～15ℓ）単位で入手する時の価

格は 150～250 Fmg（約 129～214 円/m3）であり、村落部での一般的な水売り人からの購入価格

はバケツあたり 1,000 Fmg（858 円/m3）程度であり、乾期や干ばつ時の価格は 2,500 Fmg （2,144

円/m3）に至る。先進国に比べても非常に高価であり、住民の収入を考えれば過大な負担にな

っているものと思われ、AES に派遣された JICA 専門家が実施したアンケート調査によれば一

人一日あたりの水使用量は約 2 ﾘｯﾄﾙと非常に少ない。また、水売り人の水はこのように高価で

あるにもかかわらず、水源は伝統的な浅井戸の水であり、その多くは糞便により汚染されてい

る。 

アンボボンベ、アンボンドロ、エラダ、サンポナ等の主要集落におけるバケツ１杯あたりの

水の価格が、EU の援助による干ばつ対策プロジェクトである SAP（早期警報システム）によ

り毎月調査されており、貴重な資料となっている。SAP の資料によると、水への支払いが家計

支出の 50％を超えているとの報告がなされている。 
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表４－３ 水販売価格（2004 年 8 月の現地聞き取りによる） 

                                                      1 Fmg（ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ･ﾌﾗﾝ）= 0.0116 円 

給水方法 水販売価格 
AES の給水車 AES 管理の貯水槽：67,500 Fmg/6m3 

コミューン管理の貯水槽：69,000 Fmg/6m3 
公共施設・病院等：150,000 Fmg/6m3 
企業：160,000 Fmg/6m3 + 燃料代実費（距離による） 

AES の給水車水源の貯水槽か

らの住民への販売 
村により 150～250 Fmg/ﾊﾞｹﾂと異なっていた。 
AES の公定価格は 150 Fmg/ﾊﾞｹﾂ 

AES パイプラインの公共水栓 チオンベの公共水栓（公定価格）：100 Fmg/ﾊﾞｹﾂ 

天水溜め 場所により価格はことなる。村管理のものは無料が多いが私営の

天水溜めは 500Fmg/ﾊﾞｹﾂ 
水管理委員会運営のハンドポ

ンプ 
ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ北西 45km のマナベ村：7,000 Fmg/世帯・年 

水管理委員会運営の公共水栓 
（太陽光発電揚水システム） 

アンボボンベ市マハベル地区太陽光：100 Fmg/ﾊﾞｹﾂ 
アンボンドロ太陽光：500～700 Fmg/ﾊﾞｹﾂ 

私営の水売り人 ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ西方 11km のｱﾝﾊﾞﾆｻﾘｶ（水源はｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞの浅井戸） 
  ：250～500 Fmg/ﾊﾞｹﾂ(雨季)、1,500～2,500 Fmg/ﾊﾞｹﾂ(乾期) 
ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ西方 30km のｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞﾛ（水源はｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞﾛの浅井戸） 

：15,000 Fmg/200ℓ、1,000～1,250 Fmg/ﾊﾞｹﾂ 
ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ西南約 20km のエラダ（水源はｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞの浅井戸） 
  ：1,000～1,250 Fmg/ﾊﾞｹﾂ 
ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ南東 9km のﾏﾛｱﾛｶ（水源はｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞの浅井戸） 

：1,500 Fmg/ﾊﾞｹﾂ 
ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ北西 16km のｱﾝﾊﾟﾓﾛﾗ村（水源はｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞの浅井戸） 
  ：1,000 Fmg/ﾊﾞｹﾂ 
ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ市内：5,000 Fmg/200ℓ 

水売り人が浅井戸から取水す

る時の料金 
ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ市ﾍﾞﾌﾞﾘ地区の浅井戸 ：3,500 Fmg/200ℓ 
ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ市ｱﾝｶﾞﾄｶ II 地区の浅井戸 ：2,500 Fmg/200ℓ 
乾期や干ばつ時期 10,000～15,000 Fmg/200ℓになることある 

住民が浅井戸から取水する時

の料金 
海岸沿いの浅井戸：無料、修理が必要な時に世帯ごとに徴収。ア

ンボボンベ市内の浅井戸は、少量であれば無料であるが詳細は不

明。 
 

４－２－５ 住民組織による給水施設の運営・維持管理の現状と課題 

対象地域の公共の給水事業は主に AES により運営されており、その他の公共給水はほとん

ど行われていないが、幾つかの住民組織による給水施設の運営・維持管理が行われている。 

（１）ハンドポンプ 

住民による水管理組合が運営する村落部の給水で使用される主な給水施設はハンドポン

プであり、プロジェクトごとに異なるタイプのポンプが採用され、維持管理を複雑にして

いる。調査対象地域に見られるのは UNICEF の「150 の深井戸計画」で使われたインディア・

マークⅡ（India Mark Ⅱ）型のハンドポンプ（図４－１５参照）と、FED と BAD（アフリ
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カ開発銀行）の資金援助で 1980 年代後半から 1990 年代始めにかけて AES が深井戸に設置

したフランスのベルニエ（Vergnet）社製の旧式のハンドポンプ（現在は製造中止されたタ

イプ）である。 

調査対象地域外ではあるが、同じ南部のベキリ地域で実施中である世銀の貸付による

PAEPAR（村落地域飲料水供給・衛生パイロットプロジェクト）の「500 の深井戸計画」で

は、図４－１６に示すベルニエ（Vergnet）型の足踏み式ポンプが使用されており、近年南

部地域ではこのタイプのポンプが主流となりつつある。 

 

図４－１６ インデシア(India MarkⅡ)型ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌ（゚左）と ベルニエ(Vergnet)型足踏み式ﾎﾟﾝﾌ（゚右） 

 

また、調査対象地域内では見かけなかったがマダガスカル国内でアトリエ・ティープリ

ュス（ATELIER T＋）社が製造しているロープ式ポンプ（図４－１８参照）の工場が南部

地域のチュレアル州のベチオキにあり、現地 NGO のタラチャの浅井戸掘削において使用さ

れている。このロープ式ポンプは図４－１７の構造図に示す様にシリンダーピストンを上

下させるロッド部分がロープである事が特徴で、修理部品が安価で入手し易く修理が簡単

である。揚水能力は、30m までの揚水が可能であり、30m の揚程で 0.7m3/h、10m の揚程で

1.4 m3/h の揚水量が得られる。汲み揚げられる深さが限られているがその他の能力的にはイ

ンディア型やベルニエ型とほぼ同じであり、構造が簡単であり現地生産であることから維

持管理面では優れている。従って、本調査においてその利用可能性を検討する必要がある。 
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       出所：ATELIER T+社のパンフレット 

図４－１８ ロープ式ポンプの構造断面図（左）とロープ式ポンプの運転の様子（右） 

 
１）FED と BAD（アフリカ開発銀行）資金による AES 設置施設 

FED と BAD の資金で AES が 1980 年代から 1990 年代初めまで建設した井戸に設置さ

れている旧式のベルニエ型ハンドポンプは AES の管理下にあり、修理部品代を住民が

出し、修理は AES のメカニックが行う。アンボボンベにある AES の機材置き場には給

水車関連機材・ガレージとともにハンドポンプ本体の予備と部品のストックがある。現

地踏査中にアンボボンベ市内に 3 台の旧式ベルニエポンプを確認しているが、内 2 ヶ所

は稼動しており残りの 1 ヶ所も軽度の故障で修理可能であり、経過年数の割には稼働状

況が良いように思われる。アンボボンベから遠方の村落部にあるものは AES の管理は

うまく行っていないとのことである。本旧式のベルニエポンプ型ハンドポンプの問題点

は、既に生産中止となり現在のベルニエ型は足踏み式ポンプになっていることである。

故障箇所によっては部品のストックが無くなっている部品があり、新規ポンプに転換し

ていく必要がある。 

対象地域内ではないが近年の BAD のプロジェクトでは、ベルニエ型の足踏み式ポン

プに転換しており、住民による水管理委員会による運営・維持管理を行っている。交換

部品については、水管理委員会が集合した利用者団体がベルニエ社の代理店から購入す

る。 

２）UNICEF の 150 の深井戸計画（インディア型ハンドポンプ） 

UNICEF の 150 の深井戸計画によるインディア型ポンプ（India MarkⅡ）は、住民に
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よる水管理組合が運営・維持管理している。UNICEF の計画では、水管理委員会の委員

の一人はポンプの軽度の保守を無料で行う。更に 6～24 のハンドポンプを担当する保守

区域ごとに修理工を配置し、修理に対してプロジェクトで決められた固定金額を住民が

支払う。この修理工は少ないが報酬を得て 3 ヶ月ごとに巡回する。地区ごとに交換部品

をあつかう民間の小売店を配置し決められた価格で販売する。アンタニモラに拠点を置

く卸売り商が各小売店に交換部品を供給する。小売店への販売価格はプロジェクトで決

められている。卸売り商への部品の補給は「マ」国にインディアポンプの部品を供給す

る代理店がないので、UNICEF が行なっている。 

この維持管理システムは、修理工、小売店、卸商に対する訓練不足に加えて、報酬の

少なさによるモチベーションの低さから、問題をかかえている。このため UNICEF は全

費用を住民がまかなう非営利の利用者協会を設立し、その協会に交換部品の管理・調達

とハンドポンプの修理を行わせようとしている。修理は協会が給料を支払う修理技術者

が行い、卸売り・小売店方式は止めて、交換部品の保管者を置き専ら部品保管庫の在庫

管理にあたらせる。問題は、この協会の年会費が高いため約 3 分の 1 の村が加入を拒否

している。 

調査対象地域内のマナベ村には、当初上記の AES 管理による旧式ベルニエ型ハンド

ポンプが設置された深井戸（F21）があったが、AES による管理がうまく行かずポンプ

が故障したまま長期間放置されていた。この深井戸に 1994 年に UNICEF が India Mark

Ⅱポンプを設置し、水管理委員会による運営・維持管理を行い 2004 年 8 月現在問題な

く稼動している。マナベ村の水管理委員会の場合、7 人の委員から構成され、維持管理

費は 62 世帯から 7,000Fmg/年・世帯を集金し、現在委員会の銀行口座に約 250,000Fmg

貯められている。アンタニモラから修理技術者が 3 ヶ月ごとに巡回している。アンタニ

モラに部品の保管庫がある。これらの事から既に新しい維持管理方式に移行しているも

のと思われる。 

インディア型のハンドポンプは、アフリカでも数カ国で生産されており、構造が簡単

で安価でもあるが、問題点は、交換部品を供給する代理店が「マ」国にないことである。 

３）世銀貸付の PAEPAR の 500 の深井戸計画（ベルニエ型足踏み式ポンプ） 

現在実施中のこの計画においては、ベルニエ型の足踏み式ポンプが使われている。住

民による水管理委員会が運営・維持管理を行う。委員会のメンバーの一人がメンテナン

ス担当で、無給で保守を行う。20～25 のポンプを管理する保守区ごとに一人の修理工が

修理にあたる。修理工のモチベーションをあげるために、報酬は UNICEF の場合より高

く設定されている。高報酬は住民の払う修理単価をあげることと修理工の担当ポンプ数

の増加により達成されている。交換部品は民間の販売店が、プロジェクトで決められた

価格で住民に販売する。ベルニエ社の代理店が「マ」国にあり、小売店に交換部品を卸

売りしている。 

このタイプのポンプは調査対象地域内では見かけなかったが、南部地域では現在 も

多いポンプとなっており、維持管理状況を調査し本調査への適応を検討する必要がある。 
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これらのドナーによるプロジェクトにより近年実施されている、運営・維持管理に関す

る主な活動は次のとおりで、他のアフリカ諸国の村落給水プロジェクトで行われている例

とほぼ同じである。 

• 建設前に住民がポンプの維持管理費を負担することについて住民啓発活動を行う。 

• 建設前に住民が維持管理費の証拠金を振り込む。金額はプロジェクトごとに異なり、

UNDP が 500,000 Fmg、UNICEF が 100,000 Fmg、世銀の PAEPAR が 150,000 Fmg とな

っている。 

• 建設時における、副次作業への住民参加をはかる。 

• 給水施設を運営するために住民による水管理委員会の設立と育成を行う。 

• ポンプの維持管理費の積み立てのための銀行口座を開設する。 

• 施設建設後に衛生と健康に関する住民啓発活動を行う。 

その実態と問題点については、調査対象地域内には UNICEF のハンドポンプ１ヶ所しか

確認できなかったため、本事前調査では把握できていないが、UNDP の南部地域水資源開

発マスタープランでは、おおよそ次のような問題点が報告されている。 

• 給水施設の設置集落は人口基準により決められており、住民の要望や意向が反映され

ていない。 

• 施設の設置にあたっては住民啓発活動により住民の自主的賛同を得ることになって

いるが、啓発活動に時間をかけておらず、地域社会の理解を十分に得ているとは言い

がたい。受益者の負担と責任についても意識が希薄である。 

• 伝統的な共同体の社会構造、文化的価値観等が計画に十分には考慮されていない。 

• 岩盤地帯の井戸は水理地質の技術者が位置を決定せざるを得ないが、住民が給水場の

位置の選定を行っていないものも見受けられる。 

• 支払い方法についてはプロジェクト側のお仕着せであり、住民の意向は全く反映され

ていない。 

• 水管理委員会はあわただしく設立され、その委員の選定基準は読み書きができるとか

体力があるとかのみとなっている。委員の選定方法や任期について考慮する必要があ

る。 

• 村民の活動を拘束できるのはプロジェクト期間のみで、プロジェクト終了後の不安は

残る。 

（２）公共水栓（太陽光発電利用揚水システム） 

井戸水源の公共水栓としては、1980 年～1981 年の我が国の無償資金協力「南部地域生活

用水開発計画」で設置された、浅井戸水源のガソリンエンジン発電機・水中ポンプ揚水に

よる公共水栓がアンボボンベに 2 ヶ所、アンボドロに 4 ヶ所あった。完全に故障し使われ

なくなったこれらの浅井戸を活用し、NGO の FONDEM が太陽光発電揚水システムと公共

水栓を 1999 年～2001 年に 3 ヶ所設置した。アンボボンベ市街地南部のマハベロ・ミサンガ

ナ地区に１ヶ所、アンボンドロに 2 ヶ所（町の中心から 1km の市街地北端 1 ヶ所と、西方

1.5km のナナエラ村）にある。この他、調査対象地域外になるがアンボボンベ北方 49km の
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イフォタカに同様の施設がある。 

これらの公共水栓の運営は住民による水管理組合が行っている。アンボボンベのマハベ

ロ・ミサンガナ地区の公共水栓の水管理委員会の現状は、聞き取り調査によると次のとお

りである。 

水管理委員会は委員長、副委員長、会計、検査、水売り人（女性 2 名）、番人の 7 名から

構成される。委員は集落の有力者により選ばれ、任期は決められていない。委員長は集落

の有力者の家系から決められたようである。利用世帯数は周辺の約 500 世帯で、バケツ 1

杯が 100 Fmg で販売されている。一日あたりの売り上げは、冬季が約 10,000 Fmg で夏季が

約 30,000 Fmg である。揚水施設の規模（ソーラーパネル 800W、ポンプ 784W）からして、

冬季でも 7m3/day 以上の揚水できるはずであり、給水量の大部分は料金を徴収していない事

が推測される。実際、共同水栓に水汲みに来た人を観察したところ料金を払っていない人

たちの方が断然多く、共同水栓の周りで洗濯をしている人たちさえいる。社会構造的に料

金を払わなくても良いグループ（有力者や管理者の親類縁者？）があるように思われる。

施設は 2001 年に建設され、2004 年 8 月現在まで故障したことが無い。アンボンドロについ

ても太陽光発電揚水システムについては 1999 年の建設で今まで故障が無い。太陽光発電揚

水システムの技術的な維持管理については、FONDEM がプロジェクトで研修・養成した技

術者が 2 名アンボボンベにおり、3 ヶ月ごとに巡回を行っている。なお、FONDEM による

同様の給水施設は、南部地域を中心に合計 10 ヶ所ある。 

（３）天水溜め 

天水溜めの運営は各村が行い、管理は AES が行っている。多くの天水溜めは老朽化によ

り使えなくなっており、また、長期貯留による水の腐敗が原因で下痢が蔓延したため公共

給水としては使われなくなってきている。詳しい調査は行っていないので断言はできない

が、短期間の現地踏査で幾つかの天水溜めを訪問した限りでは、村の運営が行われなくな

り、いつの間にか土地の所有者や有力者による私営の水販売施設となっているものもある。 

NGO の CRS が 近整備を進めている屋根集水型の天水溜めは、そのほとんどが小学校に

設置されており、PTA が組織する水管理委員会の運営となっている。 
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第５章 環境・社会予備調査 

５－１ 環境・社会影響評価制度 

５－１－１ 環境・社会影響評価制度 

マダガスカル国では、1999 年 12 月に“la Mise en Compatibilité des Investissements avec 

l'Environnement（MECIE）（1999 年法令 99 954）（環境と調和した投資のための法令）”が公布

された。これは、事業計画の環境影響評価（EIA）の手続きを規定したものであり、マダガス

カル国の環境影響評価行政の基本とされている。その後、2004 年になって、予備的な環境審査

に関する手続きを修正した政令“Charte de l’Environnement set ses modificatifs ” (2004-167)が公告

された。 

全般的に、法律は施行されているものの、公共・民間セクターともマダガスカル国の環境影

響評価法に準拠して実施された事業計画はまだ少ない。 

上記 MECIE では、民間投資事業計画、公共事業計画とも計画された事業のセクター、タイ

プや規模によって EIA の実施または ECP (Environmental Commitment Program)の実施を規定し

ている。 MECIE の附則 I（EIA を必要とする事業種別と規模）及び附則 II(ECP を必要とする

事業種別と規模)にこれらの具体的条件が記載されているが、水資源開発に係る該当条件を抽

出すると次のようになる。 

表５－１ 事業計画者による EIA または ECP 実施の責務 

事業計画の規模など EIA 実施の義務 ECP 実施の義務 

事業のタイプ（抜粋） 

脆弱な環境における事業 ○ ― 

5 万 m3 以上の液体の貯蔵 ○ ― 

500 人以上の移転 ○ ― 

インフラ開発（抜粋） 

土工量 2 万 m3 以上の掘削工事 ○ ― 

水力開発 ○（150MW 以上） ○（50～150MW） 

水力ダム ○（流域面積 500ha 以上） ○（流域面積 200～500ha）

時間 30m３以上の揚水 ○ ― 

 

事業計画のタイプや諸元が上表の条件のいずれかに該当する場合、事業計画者は事業の性格

やタイプに応じて、EIA や ECP を実施する義務があり、事業に係る環境許可が下りるまで、環

境省、環境省傘下の国家環境局（ONE = l’Office National pour l’Environnement）、当該セクター

を所轄する省(飲料水開発の場合、鉱山エネルギー省)による環境審査と指導を受けるとされて

いる。 
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５－１－２ 環境影響評価の手続き 

MECIE（法令 99-954）は EIA の行政手続きの枠組みを規定したが、その後の改定(前述の法

令 2004-167 による)で予備的環境影響調査（un programme d'engagement environnemental ＝

PREE）のステップが追加され、予備的な環境審査を ONE が実施することとされた（この予備

的審査の手順は ONE の Andrianaivo Mafefa 氏からの聞き取りによる）。予備的審査の後の EIA

手続きは MECIE で規定された通りである。こうして、環境影響予備審査（PREE によるスク

リーニングからスコーピングまで）から、本格 EIA 実施、本格審査、ステークホールダーへの

説明、環境許可までの一貫した手続きの流れは、図５－１に示すとおりである。 

① 業計画者（promoter）は事業内容の概要を記述し、ONE に環境評価の申請を行う。これ

には事業の概要と予想される環境影響の内容を簡便に記す。 

② 申請した事業計画の概要を ONE が受理し、審査評価の手続きに入る。ONE 内部に設置

された技術評価委員会(CTE = Comité technique d'évaluation)が、事業計画内容を環境影響

の観点から評価する。 

③ 審査の第 1 ステップでは CTE がスクリーニングを行う。申請した事業計画者とともに現

地視察などを行い予備的な環境影響評価（PREE）を行う。環境影響が重大でないかごく

僅かであると判断された事業は、この時点で事業認可が下りる。 

④ 予測される環境影響が軽微ではないと判断されれば、CTE は、第 2 ステップのスコーピ

ングを行い、予測される環境影響に応じた、EIA 業務の仕様書（TDR）を作成する。ONE

はスクリーニングからスコーピングまでを通して 60 日以内に結論を提示する義務があ

る。ただし、ONE からの問い合わせに対する事業計画者の説明や対応が遅れると、この

期間は延長となる。 

⑤ 事業計画者は ONE から提示された TDR に従って、自己負担で EIA を行う。対象サイト

周辺で必要な実査や観察、測定を行い、環境ベースラインを把握し、事業実施による環

境影響を予測し、EIA 報告書を作成する。 

⑥ 事業計画者は所定事項を満たした上で、EIA 報告書を添え、ONE に対し環境審査の申請

を行う。所定事項には環境審査に要する費用の負担分の支払い証明が含まれる。ONE に

よる申請受理書の日付が審査開始日となる。 

⑦ 環境審査の構成要素として、市民参加が組み込まれている。市民参加は、EIA 報告書の

現地説明会、住民調査、公聴会のいずれかの方式または 2 つ以上の方式を併用して実施

される。どの方法で市民参加を実施するかは、開催の 15 日以前に CTE が事業計画者に

通知する。現地説明会を事業対象地の自治体の支援で実施する場合の法定の期間は 10 日

以上 30 日以下、住民調査全体の場合は 15 日以上 45 日以下、公聴会の場合は 25 日以上

70 日以下とされる。 

環境審査を担当するのは ONE 内に設置された CTE であるが、必要に応じ当該セクター

を所管する省(給水事業の場合は MEM)の大臣によるコメントを求めることができる。

CTE は、事業者の提出した EIA 報告書について、環境影響予測の妥当性、環境影響軽減

策が適切かなどについて審査する。審査結果は 60 日以内に通知しなければならないが、

現地の自治体が関与する公聴会を実施する場合は 120 日を限度とされる。 
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⑧ ONEは市民参加で得られたコメントへの対応とEIAへの必要な修正を事業計画者に指示

する。また事業の施行計画に環境影響緩和策を反映させ、供用後のモニタリング計画を

含めた適切な環境管理計画（PEMP）を策定するよう指導し、事業者の負うべき環境管理

責務を明示する。 

CTE の 終審査によるコメントに従い、事業計画者は 終 EIA 報告書を作成する。 

⑨ ONE は事業者から 終 EIA 報告書を受領後、環境許可書を発行する。 

図５－１ マダガスカル国の環境影響評価の流れ 

 

表５－１に示したように、指定された自然保護区、国立公園など脆弱な環境の地域における

事業計画は EIA 対象とされる。脆弱な環境の地域は下記のように指定されている（政令

No.95.377、及び No.92.926）。 

影響は軽微で

許容範囲内

予測される環境影響は軽微ではない/影響は許容される範囲を超えるおそれがある

　　　　　　環境審査

　　　●　ONEのCTE
　　　●　関連する省
●　事業計画者との協議

　　　　市民参加

　　●　現地説明会
　　●　住民調査
　　●　公聴会

①　事業計画者は国家環境局（ONE)に環境評価の申請

②　ONEは申請を受理し、技術評価委員会(CTE)が評価

③　ONE内部に設置したCTEはスクリーニングを行い予備的な
評価を実施

⑧　ステークホールダーのコメントを加味しEIA最終版を作成
環境管理計画(PEMP)を策定

⑨　環境許可

③　環境許可

⑤　事業計画者はEIAを実施

⑥　事業計画者はEIAの審査をONEに申請、供託金の支払い

⑦　EIAの審査と市民参加

④　ONEのCTEはスコーピングを実施し環境評価の仕様
（TDR)　を決定

影響の重大性の判断
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① 珊瑚礁地域 チュレアール州の南西部、南東部で指定された珊瑚礁地域 

② 指定されたマングローブ生態系の分布する地域 

③ 内湾や島などに分布する固有の生態環境 

④ 熱帯林 

⑤ 土壌浸食を受けやすい地域 

⑥ 砂漠化しやすい乾燥地ないし半乾燥地 

⑦ 特有の湿地(湖沼、気水生内湾、沼地、河川を含む)生態系 

⑧ 保護区域 

⑨ 飲料水やミネラル水の水源保全区 

⑩ 歴史的文化的保全地域 

本対象地域では、このうち⑥の半乾燥地に属する可能性があり、内陸部の植物生態系の植生

の撹乱には充分注意する必要がある。マダガスカルの半乾燥地に固有の多肉植物の分布が観察

されることから、脆弱な環境に配慮した事業計画が必要であろう。 

５－２ プロジェクトの概要とプロジェクト立地環境 

本節では、本格調査で想定される試掘調査や、開発調査の結果を受けて計画が提案される幾つか

の給水オプションについて、JICA｢環境社会配慮ガイドライン｣（平成 16 年 4 月施行）と JICA 開発

調査環境配慮ガイドライン「VIII 地下水開発計画」（平成 4 年）に準じて、スクリーニング及び予備

的スコーピングを行う。 

本格調査では、浅井戸および深井戸の建設による村落給水計画が策定される。また、アンボボン

ベ市を対象とした都市給水の事業計画が想定され、取水源、送水管の計画線型や延長などの諸元を

含め、代替案が検討される。 

マダガスカル国の環境ガイドラインに従うと、本格調査で計画する給水施設が、揚水量の少ない

（30m３/時間以下）深井戸の建設であるならば、PREE の段階で終了し、次のステップの EIA を行う

必要はない。しかし、時間揚水量がそれ以上であり水源に影響を与えると判断されたり、計画され

る施設が環境に影響を与えると判断される場合には、事業者は EIA を実施する必要がある。 

ここでは、スクリーニングとスコ－ピング作業のために、村落給水のための事業と都市給水事業

計画について、その概要と立地環境を記述した。なお、本格調査において、調査井の試掘の結果、

揚水試験、水質検査等を行うが、その際の排水について十分留意する。 

５－２－１ 村落給水事業 

村落給水事業の概要とプロジェクト立地環境を、表５－２および表５－３に示す。 

表５－２ 村落給水事業概要 

項   目 内   容 

プロジェクト名 マダガスカル国南部地域における自立的・持続的飲料水供給計画調

査（村落給水事業） 

背   景 マダガスカル国の南東部地域のアンボボンベ－アンドロイ郡では、

水資源、特に地下水についての十分な調査や、水資源開発・給水計
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画がなされておらず、地域人口 171 千人の 94%の 161 千人＊の住民

が未だ安全な水へのアクセスができていない状況にある。 

目   的 アンボボンベ－アンドロイ郡南部のコミューンの村落部において

安全な水を供給する。 

位   置 チュレアール州のアンボボンベ－アンドロイ郡南部のコミューン 

実施機関 エネルギー鉱山省(MEM)または南部給水公社(AES) 

裨益人口 約 51.5 千人＊＊ 

計画諸元  

 計画の種類 水資源開発施設および給水施設の新設／改良 

 計画の性格 飲料水／女性及び子供の労働環境改善 

 水源／水質 水源：地下水、水質：概して塩分濃度が高い 

 導水施設 必要とあれば計画する 

 浄水場 計画しない 

配水施設 配水用貯水槽、共同水栓（必要な場合） 

 付帯設備 送電設備／管理施設 

その他特記すべき事項 多くのコミューンでの建設が想定される。 

注）＊当該給水区域全体で 6m3 の給水車がアンボサリ浄水場と需要地間を一日 10 往復、

一人当たり給水量を 20 リットルと仮定した。 

＊ ＊裨益者は調査対象コミューン村落部の総人口 154.5 千人の 1/3 の 51.1 千人とした。 

 

表５－３ 村落給水事業の立地環境 

項   目 内   容 

プロジェクト名 
マダガスカル国南部地域における自立的・持続的飲料水供

給計画調査 （村落給水事業） 
地域住民（居住者／先住民／計

画に対する意識） 
10を超える部族からなるが、部族間の問題は特に発生して

いない。 
生活関連施設 
（井戸・貯水池・水道／電気）

ハンドポンプ付き共同水栓による給水もあるが、多くはた

め池や手掘り浅井戸に依存している。乾季には水売り人か

らの買水にも依存する。村落部は電化されていない。 

社

会

環

境 
保健衛生 
(伝染病・疾病／病院／習慣等)

水に起因する下痢、コレラ等の発生が多い。 

地形・地質 
（急傾斜地・軟弱地盤・湿地・

断層等） 

内陸部は平原、北部は丘陵地帯、沿岸部もある。 
沿岸部から離れるに従い基盤岩層の露頭もある。平野部は

堆積層である。 
地下水・湖沼・河川・気象 
（水質・水量・降雨量等） 

年間降水量が400～500mm、水源は地下水、河川水、ため

池の水、一部の地域で地下水の塩分濃度が高い。 

自

然

環

境 貴重な動植物・生息域 
(自然公園・指定種の生息域等)

自然保護区、国立公園は調査地域内にない。内陸部では、

半乾燥地特有のサバンナが発達し、多肉種の植物群落の分

布地もある。 
苦情の発生状況 
(関心の高い公害等) 

特になし。 
公

害 対応の状況 
(制度的な対策／補償等) 

特になし。 

その他特記すべき事項 特になし。 
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５－２－２ 都市給水事業計画 

都市給水事業計画の概要とプロジェクト立地環境を、表５－４および表５－５に示す。 

表５－４ 都市給水事業計画概要 

項   目 内   容 

プロジェクト名 マダガスカル国南部地域における自立的・持続的飲料水供給計画調

査 （都市給水事業） 
背   景 マダガスカル国の南東部地域のアンボボンベアンドロイ郡では、水

資源、特に地下水についての十分な調査や、水資源開発・給水がな

されておらず、地域人口 171 千人の 94%にあたる 161 千人＊の住民が

未だ安全な水へのアクセスができていない状況にある。 
目   的 アンボボンベアンドロイ郡南部のアンボボンベ・コミューンの都市

部における自立的・持続的飲料の水供給を確保する。 
位   置 チュレアール州のアンボボンベアンドロイ郡南部のアンボボンベ・

コミューンの都市部 
実施機関 エネルギー鉱山省(MEM)または南部給水公社(AES) 

裨益人口 約 16.5 千人＊＊ 
計画諸元  

 計画の種類 水資源開発施設および給水施設の新設／改良 

 計画の性格 飲料水／婦女子労働環境改善 
 水源／水質 水源：地下水／表流水／雨水、水質：概して塩分濃度が高い 
 導水施設 必要とあれば計画する 
 浄水場 計画しない 

配水施設 配水用貯水槽、共同水栓（必要な場合） 
 付帯設備 送電設備／管理施設 
その他特記すべき事項 多くのコミューンでの試掘が想定されるがサイトの特定はできな

い。 
注）＊当該給水区域全体で 6m3の給水車がアンボサリ浄水場と需要地間を一日 10 往復、一人

当たり給水量を 20 リットルと仮定した。 
＊＊裨益者は調査対象アンボボンベ都市部の総人口 16.5 千人とした 

 

表５－５ 都市給水事業計画の立地環境 

項   目 内   容 

プロジェクト名 
マダガスカル国南部地域における自立的・持続的飲料水供

給計画調査 （都市給水事業計画） 
地域住民（居住者／先住民／計画

に対する意識） 
10 を超える部族からなるが、部族間の問題は特に発生して

いない 
生活関連施設 
（井戸・貯水池・水道／電気） 

ハンドポンプ付き共同水栓による給水もあるが、多くはた

め池や手掘り浅井戸に依存している。乾季には水売り人か

らの買水にも依存する。当該都市部は電化されている。 

社

会

環

境 
保健衛生 
(伝染病・疾病／病院／習慣等) 

水に起因する下痢、コレラ等の発生 
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地形・地質 
(急傾斜地・軟弱地盤・湿地・断

層等) 

内陸部は平原、北部は丘陵地帯、沿岸部もある。 
沿岸部から離れるに従い基盤岩層の露頭もある。平野部は

堆積層である。 
地下水・湖沼・河川・気象 
(水質・水量・降雨量等) 

年間降水量が 400～500mm、水源は地下水、河川水、ため

池の水、一部の地域で地下水の塩分濃度が高くなっている。

自

然

環

境 貴重な動植物・生息域 
(自然公園・指定種の生息域等) 

民間の Berenty 保護区 が調査地域内に分布。内陸部では、

半乾燥地特有のサバンナが発達し多肉種の植物群落の分布

地もある。 
苦情の発生状況 
(関心の高い公害等) 

特になし。 
公

害 対応の状況 
(制度的な対策／補償等) 

特になし。 

その他特記すべき事項 特になし。 

５－３ スクリーニング及び予備的スコーピングの結果 

５－３－１ 村落給水事業 

スクリーニング段階で環境配慮の必要性が確認された項目につき、予備的スコーピングを行

った。その結果を表５－６に示す。 

表５－６ 村落給水事業の予備的スコーピング結果 

環 境 項 目 
評 
定 

根   拠 

1 住民移転 D 
住民移転が必要な大規模施設は計画に含まれない。（スクリ

ーニングにより該当項目外と判定） 

2 
雇用や生計手段等の地域

経済 
C 従来の水売り人が失業する可能性がある。 

3 土地利用や地域資源利用 D 
施設は小規模なものとなる。ただし、給水所の設置場所につ

いては試掘段階で住民の合意が必要。 

4 
社会関係資本や地域の意

思決定機関等の社会組織 
D 

長老達や有力者らによる伝統的な意思決定機構は存在する

が、既存の村落給水（井戸）も多数あり、本計画に反対意見

等は発生しないと考えられる。 

5 
既存の社会インフラや社

会サービス 
D 

公共の水供給サービスが質・両面で十分でなく、本事業によ

り改善を目指す。（スクリーニングにより該当項目外と判定）

6 貧困層・先住民・少数民族 D 
貧困層を対象とした事業である。先住民、少数民族に関する

紛争やトラブルの存在は指摘されていない。 

7 被害と便益の偏在 C 

特定のグループ間での不平等は生じないと考えられるが、利

用可能な地下水は偏在している可能性があるので、地域内の

全てが便益を受けるとは限らないため、本格調査での再確認

が必要。 

8 地域内の利害対立 C 

特定のグループ間での不平等は生じないと考えられるが、利

用可能な地下水は偏在している可能性があるので、地域内の

全てが便益を受けるとは限らないため、本格調査での再確認

が必要。 

社 

会 

環 

境 

9 ジェンダー C 
基本的に女性に裨益する事業であるが、適切な女性参加のあ

り方を本格調査で確認する必要がある。 



 

－ 72 － 

10 子供の権利 D 
水汲み労働に従事する子供に裨益する事業である。（スクリ

ーニングにより該当項目外と判定） 

11 文化遺産 D 
影響を与える文化遺産は無い。影響を与える事業規模になら

ない。（スクリーニングにより該当項目外と判定） 

12 HIV／AIDS 等の感染症 D 
事業との因果関係が認められない。（スクリーニングにより

該当項目外と判定） 

13 水利権・入会権 D 
表流水は水源としないので水利権の調整は不要。（スクリー

ニングにより該当項目外と判定） 

14 保健衛生 D 
水因性の疾患の軽減が期待できる事業であり、保健衛生は改

善される。（スクリーニングにより該当項目外と判定） 

15 廃棄物 D 
建設廃材が発生した場合でも、適正処理可能なわずかな量で

ある。（スクリーニングにより該当項目外と判定） 

 

16 災害(リスク) D 
事業実施により、旱魃に対するリスク軽減が期待できる。（ス

クリーニングにより該当項目外と判定） 

17 地形・地質 D 
地形・地質に影響を与える事業規模にならない。（スクリー

ニングにより該当項目外と判定） 

18 土壌浸食 D 
事業との因果関係が認められない。（スクリーニングにより

該当項目外と判定） 

19 地下水 Ｃ 
地下水開発に伴い、開発量によっては、地下水位の低下、近

隣の井戸の地下水水質の変化が発生する可能性がある。 

20 湖沼・河川流況 D 
漂流水を開発・利用しないので、影響はない。（スクリーニ

ングにより該当項目外と判定） 

21 海岸・海域 D 
内陸地での事業である。（スクリーニングにより該当項目外

と判定） 

22 生物・生態系 D 
調査地域内には保全地域は存在しない。（スクリーニングに

より該当項目外と判定） 

23 気象 D 
気象に影響を与えるような大規模な施設はない。（スクリー

ニングにより該当項目外と判定） 

自 

然 

環 

境 

24 景観 D 
景観を害するような大規模な構造物の計画は想定されない。

（スクリーニングにより該当項目外と判定） 

25 大気汚染 D 
工事中の排気は少ない。事業実施後も大気汚染は発生しな

い。（スクリーニングにより該当項目外と判定） 

26 水質汚濁 D 
水源保護の啓発活動により、現状より改善される可能性があ

る。（スクリーニングにより該当項目外と判定） 

27 土壌汚染 D 
生活排水による土壌汚染の危険性は極めて小さい。（スクリ

ーニングにより該当項目外と判定） 

28 騒音・振動 D 
施工管理、施設の運転管理で防止される。小規模な工事でも

あり期間も短い。共用後も騒音・振動は発生しない。（スク

リーニングにより該当項目外と判定） 

29 地盤沈下 D 
生活用水のための小規模な地下水くみ上げであれば、地盤沈

下の可能性は非常に小さい。（スクリーニングにより該当項

目外と判定） 

公 
 

害 

30 悪臭 D 発生源は無い。（スクリーニングにより該当項目外と判定）

注：評定の区分 A：重大なインパクトが見込まれる   

B：多少のインパクトが見込まれる 
C：不明(検討をする必要はあり、調査が進むにつれて明らかになる場合も十分に考

慮に入れておくものとする) 

D：ほとんどインパクトは考えられないため IEE あるいは EIA の対象としない 
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村落給水事業の総合評価を以下の表５－７に示す。 

表５－７ 村落給水パイロット事業の総合評価 

環境項目 
判

定 
今後の調査方針 備 考 

雇用や生計手段等

の地域経済 
C 

水供給の改善により失職する可能性のあ

る水売り人の実態調査を行い、給水栓の管

理人など、新しい職を考慮した計画を作成

する。 

 

被害と便益の偏在 C 

貧困層、先住民、少数民族などのグループ

間での不平等が生じないか、本格調査で社

会調査による確認を行う。また、自然条件

的理由により、全ての住民が平等に裨益し

ない可能性をマダガスカル政府に説明し、

計画実施段階の留意事項として提言する。

 

地域内の利害対立 C 

地下水の賦存状況を把握する。具体的な井

戸建設計画はマダガスカル政府による調

整となるため、計画実施段階の留意事項と

して提言する。 

地域全体として水供給量の増加があ

れば、水の購買価格の低下し、村落

内に水源を確保できない場合でも間

接的な便益が見込める可能性があ

る。 

ジェンダー C 
基本的に女性に裨益する事業であるが、適

切な女性参加のあり方を本格調査で社会

調査による確認を行う。 

 

地下水 C 
地下水ポテンシャルを調査し、開発可能量

以下に開発量を設定する。 

村落における生活用水の取水が目的

であるので、取水量は多くはないと

予想される。 

 

５－３－２ 都市給水事業計画 

スクリーニング段階で環境配慮の必要性が確認された項目につき、予備的スコーピングを行

った。その結果を表５－８に示す。 

表５－８ 都市給水事業の予備的スコーピング結果 

環 境 項 目 
評 
定

根   拠 

1 住民移転 D 
住民移転が必要な大規模施設は計画に含まれない。（スクリーニ

ングにより該当項目外と判定） 

2 
雇用や生計手段等の

地域経済 
C 従来の水売り人が失業する可能性がある。 

3 
土地利用や地域資源

利用 
D 

施設は比較的小規模なものとなり、農耕や経済活動に使用されて

いる場所は対象外とできる。 

4 
社会関係資本や地域

の意思決定機関等の

社会組織 
D 

長老達や有力者らによる伝統的な意思決定機構は存在するが、既

存の都市給水事業が存在しており、本計画はそれに代替するた

め、反対意見等は発生しないと考えられる。 

社 
 

会 
 

環 
 

境 

5 
既存の社会インフラ

や社会サービス 
D 

公共の水供給サービスが質・両面で十分でなく、本事業により改

善を目指す。（スクリーニングにより該当項目外と判定） 
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6 
貧困層・先住民・少数

民族 
D 

貧困層を対象とした事業である。先住民、少数民族に関する紛争

やトラブルの存在は指摘されていない。 

7 被害と便益の偏在 D 
私的井戸及び牛車の所有の有無により生じている格差が減少す

ると考えられる。 
8 地域内の利害対立 D 基本的に対象地域（アンボボンベ都市部）全体に裨益する。 

9 ジェンダー D 
基本的に女性に裨益する事業である。（スクリーニングにより該

当項目外と判定） 

10 子供の権利 D 
事業との因果関係が認められない。間接的に子供も裨益対象とな

る。（スクリーニングにより該当項目外と判定） 

11 文化遺産 D 
影響を与える文化遺産は無い。（スクリーニングにより該当項目

外と判定） 

12 
HIV／AIDS 等の感染

症 
D 

事業との因果関係が認められない。（スクリーニングにより該当

項目外と判定） 
13 水利権・入会権 C 表流水からの取水が想定される場合は調整が必要。 

14 保健衛生 D 
水因性の疾患の軽減が期待できる事業であり、保健衛生は改善さ

れる。（スクリーニングにより該当項目外と判定） 

15 廃棄物 D 
建設廃材が発生した場合でも、適正処理可能な量である。（スク

リーニングにより該当項目外と判定） 

 

16 災害(リスク) D 
事業実施により、旱魃に対するリスク軽減が期待できる。（スク

リーニングにより該当項目外と判定） 

17 地形・地質 D 
地形・地質に影響を与える事業規模にならない。（スクリーニン

グにより該当項目外と判定） 

18 土壌浸食 D 
事業内容との因果関係が認められない。（スクリーニングにより

該当項目外と判定） 

19 地下水 C 
地下水開発に伴い、開発量によっては、地下水位の低下、近隣の

井戸の地下水水質の変化が発生する可能性がある。 
20 湖沼・河川流況 C 漂流水を開発・利用する場合、河川流況に可能性がある。 

21 海岸・海域 D 
内陸地での事業である。（スクリーニングにより該当項目外と判

定） 

22 生物・生態系 D 
調査地域内には保全地域は存在しない。また、事業規模が生態系

に影響を与える規模にならない。（スクリーニングにより該当項

目外と判定） 

23 気象 D 
気象に影響を与えるような大規模な施設は想定されない。（スク

リーニングにより該当項目外と判定） 

自 

然 

環 

境 

24 景観 D 
景観を害するような大規模な構造物の計画は想定されない。（ス

クリーニングにより該当項目外と判定） 

25 大気汚染 D 
工事中の排気は少ない。事業実施後も大気汚染は発生しない。（ス

クリーニングにより該当項目外と判定） 

26 水質汚濁 D 
水源保護の啓発活動により、現状より改善される可能性がある。

（スクリーニングにより該当項目外と判定） 

27 土壌汚染 D 
生活排水による土壌汚染の危険性は極めて小さい。（スクリーニ

ングにより該当項目外と判定） 

28 騒音・振動 D 
施工管理、施設の運転管理で防止される。小規模な工事でもあり

期間も短い。共用後も騒音・振動は発生しない。（スクリーニン

グにより該当項目外と判定） 

29 地盤沈下 D 
生活用水のための地下水汲み上げ量であれば、地盤沈下の可能性

は小さい。 

公 
 

害 

30 悪臭 D 発生源は無い。（スクリーニングにより該当項目外と判定） 
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注：評定の区分 A：重大なインパクトが見込まれる   

  B：多少のインパクトが見込まれる   

C：不明(検討をする必要はあり、調査が進むにつれて明らかになる場合も十分に考慮

に入れておくものとする) 

   D：ほとんどインパクトは考えられないため IEE あるいは EIA の対象としない 

 

都市給水事業の総合評価を表５－９に示す。 

表５－９ 都市給水事業計画の総合評価 

環境項目 判定 今後の調査方針 備 考 

雇用や生計手段等

の地域経済 
C 

水供給の改善により失職する可能性のある

水売り人の実態調査を行い、給水栓の管理人

など、新しい職を考慮した計画を作成する。 

アンボボンベ市近郊

に水売り人が多い 

水利権・入会権 C 
河川水を開発・利用する場合には、水利権の

調整を河川の監督官庁と行う。 

マンダレ川の水源開

発を行う場合は必要 

地下水 C 
地下水ポテンシャルを調査し、開発可能量以

下に開発量を設定する。アンボボンベ水盆の

年間涵養量との水収支を検討する。 

 

湖沼・河川流況 C 
河川水を開発・利用する場合には、河川の監

督官庁と協議し、河川の流況に大きな変化を

与えないような開発量とする。 

マンダレ川水の開発

を想定する場合に考

慮する。 
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第６章 本格調査の実施方針 

６－１ 本格調査の目的と基本方針 

６－１－１ 調査の目的 

本格調査の目的は、次のとおりとする。 

（１） 南部地域において利用可能な水資源を把握する。 

（２） アンボボンベ市及び国道 10 号線沿いから沿岸にかけた村落に安定して安全な水を

供給する計画を策定し、一部施設の概略設計を行う。 

（３） 以上を通じて、水資源把握及び水利用計画の策定手法を、実施機関（鉱山エネルギ

ー省）のカウンターパートに技術移転する。 

６－１－２ 基本方針 

（１）本調査の位置付け 

これまで対象地域の公共給水事業は、主に我が国の無償資金協力による施設と機材を用

いて AES により運営されている。アンボボンベ市及びその周辺の村落部についてはマンド

ラレ川の浄水場から給水車により、対象地域西部のアンタリタリカ周辺についてはパイプ

ライン終点のチオンベからの給水車により行われている。これら給水車による給水事業の

運営状況は思わしくなく、1992 年頃に入った給水車 27 台中 3 台しか稼動しておらず、1999

年頃にパイプラインからの配水用に追加された 7台も既に数台が使用できなくなっている。

これは、AES の運営・維持管理能力の問題が大きいが、道路が整備されていない地域での

トラックによる長距離輸送に伴うトラックの交換部品購入費や燃料代の高さ、浄水場運営

費用の問題、140km に及ぶ長距離パイプライン送水の運営費用等、先進国でも運営できな

いコストがかかる施設となっていることが 大の問題である。 

これら過去のプロジェクトの経験を教訓として、持続的で安定した給水を行うためには、

運営・維持管理のコスト面と技術面で継続可能な給水施設であることが前提である。この

ために、本調査においては、水源からの送水コストがあまりかからず、浄水コストが不要

な地下水を主とした水資源調査を行う。 

（２）運営・維持管理について 

上記のように対象地域の公共給水は AES が担当しているが、その運営はうまくいってお

らず、施設の老朽にまかせている。アンボボンベの都市部については、比較的大規模な施

設が必要となり、併せて技術力も要求されるため、AES または JIRAMA 等の給水事業体に

よる運営が必要である。その他の集落や村落部については、小規模の分散した施設をひと

つの事業体が運営するのは非現実的であり、住民組織による給水施設の運営・維持管理が

望ましい。 
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（３）パイロットプロジェクトの実施 

上記の住民組織による給水施設の運営・維持管理を行うためには、被益者住民による水

管理組合の形成・育成と住民の啓発活動が必要となる。本調査では、試掘調査井を利用し

て、パイロットプロジェクトにより給水施設の建設と住民組織による運営・維持管理のキ

ャパシティビルディングを行う。 

ただし、パイロットプロジェクトについては、試掘井を利用するため試掘調査の結果を

待たなければならず、本調査中に以下の条件が充たされていることを確認しつつ実施する

必要がある。 

１）試掘した井戸において適切な水質・水量が確保されていること 
２）周辺地域の既存井戸で、水管理のための住民組織が良好に機能しているか、機能し

ていない場合でも問題点や改善方法が明らかになっていること。 
３）先立って実施する現地踏査において、社会配慮に関する問題点や留意事項が指摘さ

れていないこと。 

想定される施設は、小規模集落でのハンドポンプ給水（レベル－Ⅰ）と中規模集落に対

する水中ポンプ・公共水栓給水（レベル－Ⅱ）とする。 

（４）調査期間の短縮 

地下水の開発可能量の算定のためには、1 年の観測期間が必要であるが、老朽化によりこ

こ数年でほとんどの給水車が使えなくなることが予想されるため、対象地域の給水施設の

整備は緊急を要する。従って、井戸インベントリー調査、社会・経済調査、物理探査、試

掘調査、パイロット給水施設の設置等の時間のかかる作業については、複数の作業班を編

成し極力調査期間の短縮に勤める。 

（５）現地購入・再委託 

現地購入の可能な資機材については、再委託可能な現地業者がある場合は、輸送費の軽

減、調達期間の短縮、費用の縮減を図り技術的な支障の無い限り現地購入・再委託とする。 

（６）給水施設代替案の検討 

対象市域のうち特に沿岸砂丘地帯については、現状では水源が乏しく給水の困難な地域

とされている。本調査で利用できる地下水水源が見つからず従来型の水資源開発では対応

できない地域については、露の回収、温室によるローテク淡水化、逆浸透膜による地下汽

水淡水化、海水淡水化、地下ダム等の非従来型の水源源開発の適応性についても検討する。

また、地下水の揚水に伴う塩水化により給水ができない地域に対しては、塩水化を抑止す

る揚水方法や井戸構造について検討する。 

南部地域の給水においては水の輸送コストが問題となっており、揚水および送水のため

に使用するエネルギー源としては、商業電源、ディーゼル発電機、太陽光、風力等につい

て、運営・維持管理のコスト面と技術面から適用性を検討する。 
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（７）関係機関の参画 

水資源調査及び水資源開発に関しての責任は MEM にあるが、アンボボンベへの都市給

水については、給水施設建設後の運営・維持管理及び給水事業（都市部）は AES が実施す

る可能性が高い。給水施設の運営が他の主要都市と同じく JIRAMA に移管される可能性も

ある。対象地域内で活動しているのは AES の本体である技術局と JIRAMA の発電所のみで

あり、調査団の現地事務所はアンボボンベの AES 技術局内に設置される予定であり、南部

地域の現場での主な C/P は AES となる。新しい組織である ANDEA が水資源管理の責任機

関である。 

また、天水溜めや太陽光発電利用揚水システムによる公共水栓等の給水施設の建設と住

民による水管理委員会の育成を行っている複数の NGO が現地で活動しており、これらの現

地 NGO と協調して調査を行うことになる。 

UNDP、UNICEF、EU、FED 等の国際機関も対象地域内で給水プロジェクトの経験や計画

を持っており、情報交換を行う必要がある。 

６－２ 調査対象地域 

給水対象地域は、アンボボンベ～チオンベ間の国道 10 号線沿いとその沿岸地域で、車両によるア

クセスが可能な範囲とする。水資源調査の対象地域は、給水対象地域にアンボボンベ集水域を加え

た地域とする。これらの位置は、巻頭の調査対象地域図に示す。 

６－３ 調査内容及び範囲 

本調査において必要と判断される調査内容及び範囲は次のとおり。調査は大きくフェーズⅠの基

礎調査及び水資源調査とフェーズⅡの給水施設代替案の検討と水利用計画の策定及びパイロットプ

ロジェクトの実施から構成される。 

 

フェーズⅠ：基礎調査及び水資源調査 

（１）国内準備作業 

１）既存資料の収集・分析 

２）調査の基本方針・調査方法の検討 

３）インセプション・レポートの作成 

４）調査用資機材の調達・発送準備 

（２）第１次現地調査 

１）インセプション・レポートの説明・協議 

２）既存資料・データの収集と分析 

次に示す項目について本調査に必要な既存資料／データを収集し、それらの検討・分析

を行う。 
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ア．社会経済条件 

イ．環境・社会影響評価の予備的スコーピング 

ウ．自然条件（気象・水文、地形・地質、水理地質） 

エ．水資源ポテンシャル 

オ．既存井戸及び既存給水事業 

カ．関係者分析（水供給者と水利用者） 

キ．水利用状況 

ク．法規・制度・政策 

ケ．関連プロジェクト 

３）衛星画像・空中写真判読 

 鉱山エネルギー省が所有する既存の衛星画像及び国土地理・水理院（ Institut 

Geographique et Hydrographique National）が販売している空中写真（5 万分の 1）を入手

し、地形分類、地質分布、水系分布、湿地や窪地の分布、植生分布、水理地質構造（リ

ニアメントや褶曲構造）等を判読する。 

４）現地踏査 

① 地形・地質・水理地質踏査 

 調査対象地域における地形・地質、水理地質等の現地踏査を行う。踏査において

は、泉、湿地、植生、水理地質的な地形要素、地質構造、帯水層の特性等について

現地確認する。 

② 既存井戸インベントリー調査 

 地下水の分布状況と利用状況を把握するために、既存井戸インベントリー調査を

実施する。車両のアクセスできる範囲で可能な限り全ての井戸を記録する。調査項

目は位置、所有者、建設年、井戸構造、地下水位、水質、利用状況及び井戸周囲の

衛生状況とする。 

③ 既存給水施設の実態調査 

既存給水施設の稼動・運営状況の実態について確認調査を行う。また、私営の水

売り人の実態について把握する。 

④ 社会・経済ベースライン調査 

 調査対象地域のコミューンの社会・経済及び地理概況を把握する。コミューンご

とに複数のフォコンタニ(Fokontany：村)に分かれ、各フォコンタニには 3～5 箇所の

集落が分布する。 

まず、各コミューンの長から、コミューンに属する各フォコンタニの行政的境界、

土地利用の概況、フォコンタニ別の主要集落の名称や数、主要道へのアクセスなど

の基礎情報を把握する。 

ついで、各コミューンのフォコンタニの集落レベルに着目し、家屋数などから各

集落の世帯数、人口数を推測する。 

５）物理探査 

地質構造の解明、試掘地点の選定及び試掘の仕様決定のために物理探査を実施する。 
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① 水平探査（破砕帯の探査） 

基盤岩の深度が浅いアンボボンベ盆地北部及び対象地域西部において、空中写真

判読で特定されたリニアメントにおいて破砕帯の位置を特定するために、VLF 法電

磁探査による水平探査を実施する。 

       測線数 ：36 測線 

１測線長：300m 程度 

測点間隔：10m 

② 垂直探査（地質構造の探査） 

 主要地下水源と考えられるアンボボンベ地下水盆の地質構造を明らかにするため

に、また、既存井戸が殆ど無く情報の乏しい沿岸砂丘地帯の垂直方向の地質構造を

明らかにするために、垂直探査を実施する。探査手法は、深度方向の解析分解能が

良く探査深度が大きい、また測定時間が短く広範囲の調査が出来る時間領域電磁探

査（TEM 法）とする。 

           探査深度：300m 以上 

測定点数：200 点程度 

６）既存井の地下水位観測 

地下水の流動機構の解明と地下水位の季節変動の特性を把握するために、既存井を対

象とした地下水位観測を実施する。地下水位の一斉観測を行う井戸 60 本程度と、定期

観測を行う井戸 10 本程度を選定する。 

① 一斉観測 

一斉観測は雨季（3～4 月頃）、雨季と乾季の中間期（6～7 月頃）および乾季の終

わり（9～10 月頃）の計 3 回実施する。 

② 定期観測 

定期観測は、1 ヶ月ごとに 1 回実施し 1 年間以上観測を継続する。 

７）水質調査（既存水源） 

 既存井戸を主とした、雨水貯め、池、表流水等を含む既存水源の水質分析を行い、飲

料水水源としての妥当性を検討するとともに汚染の広がりを把握する。雨季(3～4 月頃)

と乾季の終わり（9～10 月頃）の計 2 回実施する。分析試料数は 1 回に 50 個程度とする。

分析項目は次のとおり。 

① 現場分析項目 

 次の 4 項目については、調査団が現場測定する。 

現場分析項目：pH、温度、電気伝導度、大腸菌群、糞便性大腸菌（小型孵卵器を使

用） 

② 室内分析項目 

 以下の 17 項目について、アンタナナリボの分析所に現地再委託して実施する。 

 室内分析項目：硬度、濁度、アルカリ度、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、

カルシウム、鉄、マンガン、重炭酸、塩素、硫酸、アンモニア、亜硝酸、硝酸、フ

ッ素、二酸化炭素 
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８）社会・経済調査 

① 世帯訪問アンケート調査 

上記の社会・経済ベースライン調査をもとに、約 200 のフォコンタニから約 70～

100 程度の対象フォコンタニに絞り込む。こうして絞り込んだ各フォコンタニから５

世帯程度を抽出し、アンケート調査により下記項目の聞き取りを行う。 

 世帯構成 
 民族・部族 
 農業、牧畜 
 現在利用する飲料水の水源、水汲みと運搬 
 給水サービスに対する支払い意思と支払い可能額 
 家庭での貯水方法と水利用方法 
 女性や子供の地位と役割 
 衛生施設の種類と衛生習慣 

② 既存給水システムの水委員会のヒアリング調査 

上記①の世帯調査時に、現在機能している、多数の裨益者の参加する(浅井戸、深

井戸、公共水栓)の委員会があれば、その態様についても聞き取りを行う。 

９）社会分析 

既存資料・データの収集と分析、社会・経済ベースライン調査、社会・経済調査（世

帯訪問アンケート調査）等の結果を整理・分析し、以下の社会分析を行う。 

 

① コミューンごとの社会・経済ベースラインの分析・評価 

社会経済ベースラインデータを整理し、集落の地理的分布、人口規模などをコミ

ューンごとに整理し、対象地域の特徴を明らかにする。 

② 各コミューンのフォコンタニ・ベースのデータの分析・評価 

調査した全フォコンタニ約 70～100 につき次のような特性で整理し、分析する。 

 乾季の飲料水確保の難易度 
 飲料水確保のための平均支払額 
 コミューン中心部/主要地方道までのアクセスに要する時間 
 水料金支払い能力 
 民族・宗教・慣習等による水利用の特徴 
 水売り人などマイナスの影響を受けるグループ 
 ジェンダーの観点からの配慮の必要性 

10）水需要予測 

 社会・経済調査、社会分析及び各種統計資料に基づき、人口・経済の将来予測、計画

諸元の設定を行い、水需要量の将来予測を行う。 

11）水資源賦存状況の基礎的マッピング 

地質分布、井戸位置を含む水源の分布、地下水位分布、水質分布、水資源開発の可能

性等の項目について図上に記載する。 
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12）井戸標高の測定 

 地下水位観測を実施する既存井の井戸標高と試掘サイトの標高を精密高度計により

測定する。 

13）初期環境影響調査（IEE）の支援 

JICA 調査団は、MEM/AES による本格 EIA の実施までを視野に入れ、この作業を支

援すると想定して下記項目を検討する。 

ア. 実施機関との協議による｢マ国｣の環境影響評価に係る手続きの理解 
イ. 実施機関との協議による事業概要計画書の策定支援 
ウ. スコーピング評価作業について ONE 及び C/P 機関の作業を支援 
エ. ONE の必要とする環境調査 TOR の策定を C/P 機関と連携し支援 

14）プログレス・レポート（１）の作成、提出、協議 

（３）第２次現地調査 

１）試掘調査 

① 浅井戸による試掘調査 

浅井戸の掘削および揚水試験を現地業者に再委託して行う。 

現時点で想定される主な仕様は次のとおりであり、手堀りによる大口径の井戸と

する。 

ア．試験井掘削 
          掘削本数  ：13 本程度 

          掘削深度  ：25m 程度 

          掘削総延長  ：325m 程度 

イ．揚水試験 
          段階揚水試験   ：5 段階（1 段階 1 時間程度） 

          連続揚水試験   ：48 時間程度、水位が安定しない場合は 72 時間 

          回復試験     ：12 時間程度 

② 深井戸による試掘調査 

深井戸の掘削、孔内検層および揚水試験を実施する。現地業者に再委託して行う

こととするが、孔内検層については現地に検層機を使用している井戸掘削会社がな

いため、日本から機材を持ち込み調査団員が業者を指導して実施する。 

現時点で想定される主な仕様は次のとおり。 

ア．試験井掘削 
          掘削本数   ：15 本程度 

          掘削深度   ：70～200m 程度 

          掘削総延長   ：1800ｍ 

          ケーシング仕様 ：口径 6 インチ、硬質塩化ビニル製 

          スクリーン仕様 ：口径 6 インチ、硬質塩化ビニル製、スリット型ス

ロット管 
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イ．孔内検層 
上記の試掘井について、帯水層と難透水層の位置を把握し、開孔管（スク

リーン）の設置位置を決定するために、孔内検層を行う。 
 検層項目 ：比抵抗、自然電位、自然ガンマ線 

ウ．揚水試験 
i.  段階揚水試験 

エアリフトによる井戸洗浄時の揚水量から、揚水量を 5 段階に設置す

る。揚水時間は 1 段階あたり 120 分を目安とする。 
ii. 連続揚水試験 

段階揚水試験の結果から得られた適正揚水量で連続揚水試験を行う。

48 時間を目安とし水位が安定するまで実施する。水位が安定しない場

合は 72 時間実施する。 
iii. 回復試験 

連続揚水試験後の水位の回復を測定する。測定時間は 12 時間を目安と

する。 
２）既存井の地下水位観測（継続） 

３）水質調査 

① 既存水源の水質調査 

 第 2 次現地調査では、乾季の終わり（9～10 月頃）に 1 回実施する。 

② 試掘井の水質調査 

ア．水質分析 
試掘調査で掘削した浅井戸 13本と深井戸 15本について、水質分析を行う。

分析項目は既存水源の水質調査と同様とする。 
イ．深井戸水質の深度プロファイリング 

地下水盆の垂直方向の水質分布を把握する目的で、深井戸の試掘井 15 本に

おいて、水質モニタリングプローブを用い、水温・電気伝導度・水深の深

度プロファイリングを行う。 
４）試掘井のモニタリング 

① 自記水位計による地下水位の連続観測 

試掘井の中から 6 箇所を選定し、圧力式水位モニタリングセンサーを設置し、地

下水位の長期経時変化を記録する。 

② 水質モニタリング 

深井戸水質の深度プロファイリングにおいて使用した水質モニタリングプローブ

1 台を、長期定点観測用に試掘深井戸に設置する。 

また、浅層地下水の塩水化の進行状況を把握するために、試掘浅井戸 2 箇所に水

質モニタリングプローブを設置し、水温・電気伝導度・水深の定点長期観測を行う。 

５）水理地質解析 

試験井の揚水試験の結果を解析し帯水層の水理定数を求める。試掘井の地質断面図お

よび既存井の地質断面図をもとに、地下水盆の水理地質構造を把握する。また、水位観



 

－ 84 － 

測や水質調査等これまでの水理地質調査結果から、対象地域に分布する地下水の涵養機

構と流動機構を把握する。 

６）気象・水文解析 

 降雨量、蒸発散量、河川流出量の観測データを収集・解析し、調査対象地域の気象・

水文特性を把握する。 

７）地下水モデルの構築 

 アンボボンベ地下水盆全体を対象として地下水モデルを構築する。 

使用する地下水シミュレーションソフトウェアは3次元地下水浸透流解析と汚染物質

移動解析を含むものとし、対象地域には高塩分濃度の地下水が分布していることから密

度流解析が可能なものとする。 

８）水収支解析 

水理地質解析と気象・水文解析結果をもとに水収支解析を実施し、地下水涵養量（降

雨の地下浸透量）を推定する。 

９）水資源ポテンシャルの予備評価 

これまでの調査結果をもとに、対象地域における地下水及び表流水（天水を含む）量

のポテンシャル予備評価を行う。 

フェーズⅡ（給水施設代替案の検討と水利用計画の策定、及びパイロットプロジェクトの実施） 

（１）第２次現地調査 

１）パイロット・プロジェクト実施計画の策定 

 試掘調査井をパイロット施設の水源とする。パイロット・プロジェクトで設置する給

水施設は、レベルⅠのハンドポンプ 4 箇所、太陽光発電揚水システムを使ったレベルⅡ

の公共水栓 1 箇所を目途とするが、試掘調査の途中結果を見て決定する。施設設置と水

管理委員会の育成活動に要するコストと必要期間及び本調査における効果を検討し数

量を決定する。 

現時点で想定される施設は次のとおり。 

ア．レベルⅠのハンドポンプ設置（4 箇所） 
ハンドポンプ設置、排水施設（排水溝と排水ピット）の建設 

イ．レベルⅡの公共水栓（1 箇所） 
太陽光発電パネル（800W）、水中ポンプ（揚程 30m 程度、750W）、送水管

（PVC、2 インチ、1,500m 程度）、貯水槽 8m3 程度、共同水栓 1 箇所 
 

 また、パイロット施設のタイプ別（ハンドポンプ、公共水栓）に運営・維持管理計画、

水管理委員会の育成活動計画及、住民啓発活動計画及びモニタリング計画を策定する。 

２）プログレス・レポート（２）の作成、提出、協議 

３）パイロット施設の設置 

 パイロット・プロジェクト詳細実施計画において施設設計を行ったパイロット給水施

設の設置を、現地業者への再委託により実施する。 
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４）水管理委員会育成活動の実施 

水管理委員会育成活動は、調査団員指導のもと当分野での経験豊富な現地 NGO への

再委託により次の作業を実施する。 

① 水管理委員会設立のための住民及び関係者への説明・協議 

② 水管理委員会の設立 

③ 水管理委員会の運営方法の指導 

④ 施設の運営・維持管理方法の指導 

５）住民啓発活動の実施 

住民への啓発活動は、調査団員指導のもと当分野での経験豊富な現地 NGO への再委

託により次の作業を実施する。 

             ① 料金徴収、運営維持管理システムの住民説明 

             ② 住民の衛生と健康管理に対する啓発活動 

６）対象地域及び給水施設のタイプ選定 

 給水対象地域ごとに使用可能な水源を検討し技術面、経済面、社会面に留意して給水

施設のタイプを選定する。 

７）給水施設整備計画の代替案の作成 

給水対象地域ごとに給水施設整備計画の代替案を作成し、建設コスト、運営コスト、

運営・維持管理面での技術的妥当性、自然・社会環境への影響などの観点から比較検討

する。 

８）インテリム・レポートの作成 

（２）第３次現地調査 

１）インテリム・レポートの説明・協議 

２）追加資料の収集及び補足現地踏査 

 給水施設整備計画の策定に必要な資料を追加収集する。 

３）測量 

給水施設整備計画の概略設計のために測量が必要と判断される場合は、水源井戸から

配水池までの導・送水管路の路線測量を現地業者に再委託して実施する。現時点で想定

される仕様は、路線長 50km 程度、水準測点間隔 100m。 

４）試掘井のモニタリング（継続） 

５）パイロット施設運営のモニタリング 

パイロット施設運営のモニタリングは、調査団員指導のもと当分野での経験豊富な現

地 NGO への再委託により実施する。モニタリングは 3 ヶ月ごとに計 2 回実施する。 

① 施設運営状況のモニタリングと運営管理者への巡回指導 

② 水管理組合の運営状況のモニタリング 

③ 住民の衛生活動改善度のモニタリング 

④ 問題点の把握と改善策の検討（モニタリング報告書作成） 

⑤ 現場への改善点の指導 
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６）環境影響評価（EIA）作業支援 

給水施設やタイプの諸元の概要が判明した段階で、このデータを用いて C/P 機関によ

る環境影響評価作業の支援を行う。 

前述の ONE の判断により、給水施設の整備により重大な環境影響が発生すると予測

され本格 EIA が必要とされれば、「マ」国側が実施する EIA の作成支援作業を行う。揚

水井、送水管や送水施設、給水施設の代替案などの計画諸元を基に、影響評価調査の対

象範囲を決め、EIA のために必要となる現地調査を行う。 

（３）第１次国内作業 

１）水資源ポテンシャルの評価 

試掘井のモニタリング結果を用いて、水資源ポテンシャルの予備評価を修正する。 

２）水利用計画の策定 

 水資源ポテンシャルの評価及び水需要予測の結果を踏まえ、給水対象地域ごとに利用

する水源の種類と量を決定する。 

３）地下水シミュレーション 

 第2次現地調査の地下水モデルの構築で作成したアンボボンベ地下水盆の地下水モデ

ルを使用し、アンボボンベ市の給水施設整備計画が実施された場合の地下水水位の変化

と水質（塩分濃度）の変化を予測する。 

４）地下水モニタリング計画の策定 

 水源を水量と水質の面で保全し給水事業の持続性を確保するため、給水施設整備計画

が実施された場合に必要となる地下水の水位、水質及び揚水量についてのモニタリング

計画を策定する。 

５）給水施設整備計画の策定 

給水施設整備計画の代替案から選定されたプロジェクトについて給水対象地域ごと

に、給水計画、施設計画、概略設計及び施工計画を含む給水施設整備計画を策定する。 

６）運営・維持管理計画の策定 

 プロジェクトごとに給水施設の運営・維持管理のための組織・制度計画を策定する。 

７）事業費概算 

 給水施設整備計画において概略設計を行った給水施設について、概算事業費の積算を

行う。 

８）事業評価 

経済・財務、組織・制度、技術適性、社会・経済、環境、社会・ジェンダー等の観点

から、策定した給水施設整備計画についての事業評価を行う。 

９）事業実施計画の策定 

 策定した給水施設整備計画の施工計画に基づき、事業の緊急性、施設建設の難易度、

事業費の額、事業資金の調達方法等を勘案し、支出計画を含む段階的な実施計画を策定

する。 
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10）ドラフトファイナル・レポートの作成 

（４）第４次現地調査 

１）ドラフトファイナル・レポートの説明・協議 

２）技術移転セミナーの開催 

 政府関係機関、他ドナー、NGO などの関係者からの参加を広く募って技術移転セミ

ナーを開催する。 

（５）第２次国内作業 

１）ファイナル・レポートの作成 

 

６－４ 調査工程及び要員計画 

６－４－１ 調査工程 

上記の調査内容を実施するうえで必要となる本調査の調査工程を表６－１に示す。全体で 

21．5 ヶ月の調査期間となる。 

フェーズⅠの「基礎調査及び水資源調査」とフェーズⅡの「給水施設代替案の検討と水利用

計画の策定及びパイロットプロジェクトの実施」は、5 ヶ月の重なりがある。これは、パイロ

ット給水施設のモニタリング期間を出来るだけ長くとるための処置で、パイロットプロジェク

トの開始を試掘調査の完了を待たないで試掘調査の中盤からとしたことによる。 

 

表６－１ 調査工程（案） 

 

 

６－４－２ 要員計画 

 本調査に必要な要員は、以下のとおりである。 

      ① 総括/給水計画 

      ② 水理地質 A/地下水開発計画 

      ③ 水理地質 B/地下水シミュレーション 
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      ④ 社会・経済 

      ⑤ 物理探査 

      ⑥ 試掘調査 

      ⑦ 水質調査 

      ⑧ 施設設計/積算 

      ⑨ 運営・維持管理計画 

各要員の主な調査担当事項を表６－２に示す。 

なお、水資源調査の多くが既存井戸インベントリー調査の結果を待たなければ開始できず、

また、物理探査は衛星画像・空中写真判読の後に行うため、調査期間を短縮する目的で水理地

質については A と B の 2 名を配置する。水理地質 B は主に地下水シミュレーションの担当で、

水資源調査の初期段階では水理地質 A と共に既存井戸インベントリー調査と衛星画像・空中写

真判読を行う。 

表６－２ 各要員の主な担当事項 

要員 主な担当事項 
総括/給水計画 既存給水施設の実態調査、パイロットプロジェクト実施計画の策定、

パイロット施設の設置、対象地域及び給水タイプの選定、水利用計

画の策定、給水施設整備計画の策定、事業評価、事業実施計画の策

定、初期環境影響調査（IEE）及び環境影響評価（EIA）の支援等 
水理地質 A 

/ 地下水開発計画 
衛星画像・空中写真判読、地形・地質・水理地質踏査、既存井戸イ

ンベントリー調査、地下水位観測、水資源賦存状況の基礎的マッピ

ング、試掘調査計画の策定、井戸標高の測定、試掘井のモニタリン

グ、水理地質解析、気象・水文解析、水収支解析、水資源ポテンシ

ャルの評価、地下水モニタリング計画の策定、IEE 及び EIA の支援

（自然環境）等 
水理地質 B 

/ 地下水シミュレーション 
地形・地質・水理地質踏査、既存井戸インベントリー調査、地下水

位観測、井戸標高の測定、地下水モデルの構築、地下水シミュレー

ション等 
社会・経済 社会・経済ベースライン調査、社会・経済調査、社会分析、水需要

予測、水管理委員会育成活動の実施、住民啓発活動の実施、事業評

価、IEE 及び EIA の支援（社会環境）等 
物理探査 物理探査、試掘調査計画の策定等 

 
試掘調査 試掘調査、試掘井の水質調査、試掘井のモニタリング 

 
水質調査 水質調査、水資源賦存状況の基礎的マッピング、水質モニタリング

等 
施設設計/積算 パイロットプロジェクト実施計画の策定、測量、給水施設整備計画

の策定、事業費積算 
運営・維持管理計画 パイロットプロジェクト実施計画の策定、水管理委員会育成活動の

実施、住民啓発活動の実施、パイロット施設運営のモニタリング、

運営・維持管理計画の策定、事業評価等 
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６－５ 調査実施体制 

本調査のマダガスカル側実施機関は、水資源の賦存状況を把握し、開発・利用する行政機関であ

るエネルギー鉱山省（MEM）の水利衛生局（DEA）である。また、実施体制として、MEM の総局

長を長とするステアリングコミティの設置を予定しており、構成メンバーには MEM 次官、DEA 局

長、チュレアール州局長、AES 総裁、CGDIS（南部総合開発局）代表、ANDEA（国家水衛生局）局

長などが予定されている。この他、環境省及び財務省の代表等もコミティに加わる可能性がある。 
また、対象地域内の各コミューン／コミティに対しては、セミナー形式で本調査の進捗を説明、

意見交換を行うことも想定されているが、MEM との更なる検討が必要である。 

６－６ 大学・NGO等ローカルリソースの活用 

南部地域においては社会・文化的制約が水資源の利用に大きく影響しており、設置した井戸が使

われない例も見られる。給水施設の計画策定においては技術者の判断だけでは決定できず、社会構

造や文化・慣習に留意する必要がある。社会・経済担当団員だけでは限られた調査期間内にこれら

の事を把握することは困難であるため、現地の社会・文化の状況を熟知した「マ」国の社会学教授・

研究者や給水分野で社会調査の経験のある現地 NGO 等を積極的に活用できれば望ましい。 

AES による給水事業はうまくいっていないため、特に村落部については住民による運営・維持管

理を図る必要がある。本調査においてパイロットプロジェクトを実施する場合には、水管理委員会

の育成活動や住民啓発活動に際して、日本人が現地社会に入り込む事は困難であるため、これらの

実施は給水プロジェクトで同種の業務の経験がある現地 NGO に再委託する方法が考えられる。

UNICEF の給水プロジェクトでもローカルリソースを利用し同様の水管理委員会作りがおこなわれ

ている。 

また、「マ」国には他の国では見られない動・植物の固有種が多く特殊な自然環境にあるため、環

境影響評価（EIA）が必要と判断された場合には、自然環境（生態系）の調査に大学教授や研究者を

活用することが望ましい。 

６－７ 調査用機材 

本調査の実施に必要な調査用機材について、その仕様、調達先、用途等を表６－３と表６－４に

示す。表６－３には購入の必要があるものを、表６－４には損料による携行機材を示す。 

また、現地で調達可能資機材を用いて現地業者が実施可能な調査業務について、表６－５に現地

再委託可能な業務として取りまとめた。社会・経済（アンケート）調査、物理探査（TEM 方電磁探

査による垂直探査を電気探査で代用する場合）、水質分析、試掘調査（深井戸の試掘、浅井戸の試掘、

揚水試験）、パイロット施設の設置、水管理委員会育成活動、住民啓発活動、パイロット施設運営の

モニタリング、測量、環境影響評価作業支援（環境調査）等は経済性及び技術面から現地再委の方

が良いと判断される。 
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表６－３  調査用機材 

機材名 
 

数量 仕様 調達先 用途 

ポータブル電気伝導度計 2 東亜電波 CM-21P 相当 日本 既存井戸ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ調査、 
水質調査、試掘調査 

ポータブル pH 計 2 東亜電波 HM-20P 相当 日本 既存井戸ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ調査、 
水質調査 

大腸菌群試験紙 
 

300 1mℓ吸水試験紙 日本 水質調査 

大腸菌培養用孵卵器 1 
 

小型、35～45�恒温槽、K103 相当 日本 水質調査 

パックテスト 
 

8 NO３、50 回分入り 日本 既存井戸ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ調査 

井戸用採水器 
 

1 600mℓ程度､ロープ 100m 日本 水質調査 

ＧＰＳ 3 Magellan SperTrack 相当 日本 既存井戸ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ調査、 
物理探査、各種現地踏査 

水位計 
（水位検知器） 

2 50ｍ、電子音とランプ点燈、ミリオン水位計

WL50M 相当 
日本 既存井戸ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ調査、 

地下水位観測、試掘調査 
水位計 
（水位検知器） 

1 ロープ式水位計 200ｍ、電子音とランプ点燈 日本 既存井戸ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ調査、 
地下水位観測、試掘調査 

圧力式自記水位計 6 データロガー、対応水深 20ｍ、ケーブル不要

タイプ、Solinst 社 Model 3001 相当 
日本 試掘井のモニタリング 

同上用携帯ﾃﾞｰﾀ読み取り
装置 

1 Leveloader 相当、RS232 ケーブル 同上 同上 

同上用ｵﾌﾟﾃｨｶﾙﾘｰﾀﾞｰ及び
ｿﾌﾄｳｪｱｰ 

1 ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰとﾊﾟｿｺﾝ間の通信ｹｰﾌﾞﾙ･ｿﾌﾄｳｪｱ一

式、RS232 対応 
同上 同上 

パイレン間縄 6 50m、1m 目盛 日本 
現地可 

自記水位計の吊り下げに使用 

水質ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ 
（深井戸用） 

１ ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ、ｹｰﾌﾞﾙ 200ｍ、圧力ｾﾝｻｰ(200m対応)、
温度ｾﾝｻｰ、電気伝導度ｾﾝｻｰ 

日本 試掘井のモニタリング、深度別

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾘﾝｸﾞ及び長期観測用 
水質ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ 
（浅井戸用） 

2 ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ、ｹｰﾌﾞﾙ 30m、圧力ｾﾝｻ （ー20m 対応）、

温度ｾﾝｻｰ、電気伝導度ｾﾝｻｰ 
日本 試掘井のモニタリング、 

長期観測用 
同上用通信ケーブル等 1 コンピューター通信ケーブル、ソフトウェ

ア、電気伝導度ｾﾝｻｰｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ液 
同上 同上 

太陽光発電揚水システム １ ソーラーモジュール：800W、架台 
DC－AC インバーター 
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ：750W (30m-2m3/day 程度) 
制御装置：ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ、ｹｰﾌﾞﾙ 
その他：揚水管 30ｍ､ﾊﾞﾙﾌﾞ類､井戸蓋 

現地 パイロット施設の設置 

パソコン 
（デスクトップ） 

１ CPU: 2000 MHz、HDD: 100GB、 
ﾒﾓﾘ: 512MB、Windows XP, Office 2003 

現地  井戸台帳作成、 
地下水シミュレーション 

パソコン 
（ノートブック） 

１ CPU: 1200 MHz、HDD: 30GB、 
ﾒﾓﾘ: 256 MB 以上、重量 2.1kg 以下、 
RS232 シリアルポート、Windows、Office  

現地 試掘井のモニタリング、 
データロガーとの通信用 

プリンター １ A3、インクジェット、カラー 現地 現地事務所用 
レポート作成 

スキャナー 1 解像度 2400dpi 以上、USB2.0 現地 地下水シミュレーション、 
その他 

地下水シミュレーション
ソフト 

１ ３次元地下水浸透流解析プログラム、密度流

解析機能付き、 
FEFLOW Version5 相当 

日本 
(代理店)

地下水シミュレーション 

マッピング・データ入力
プログラム 

1 GoldenSoftwar 社 
Surfer 8 for Windows 相当 

日本 
(代理店)

地下水シミュレーション 

コピーマシン 
 

１ A3、白黒 現地 現地事務所用 

FAX 
 

１ 電話／FAX 兼用型 現地 現地事務所用 

空中写真 
 

300 1/50,000 モノクロ 現地 空中写真判読 

車輌 
 

 4WD 車、(購入とレンタカー借上げを費用に

より比較する) 
現地 全ての現地調査 
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表６－４ その他携行機材（損料扱い） 

機材名 数量 仕様 用途 

実体鏡 1 反射式 空中写真判読 

精密高度計 3 目盛り幅 0.5m、ポーリン高度計 MDM-5 相当 井戸標高の測定 

時間領域（TEM 法） 

電磁探査装置 

１ 送信器:小電力型 0-9V, TEM47 相当 
送信ループ：100×100m 
受信機：PROTEM ﾚｼｰﾊﾞｰ相当 
専用解析プログラム 

物理探査 
（垂直探査） 

VLF 探査装置 １ VLF 受信機：WADI 相当 
ポータブル VLF 送信機 TX27 相当 
VLF 送信機用発電機：EX-700 相当 

物理探査 
（水平探査） 

トランシーバー 4 小電力型トランシーバー、通信距離 500ｍ 物理探査 

孔内検層機 １ 検層機：パワーウィンチ、300ｍｹｰﾌﾞﾙ 
プローブ：比抵抗、自然電位、自然ガンマ 

試掘調査 
（孔内検層） 

パソコン ２ ノートブック型 データ整理、 
レポート作成 

プリンター １ 携帯型 キャノン PIXUS 80i 相当 データ整理、 
レポート作成 

 
 

表６－５  現地再委託リスト 

項目 内容 備考 

物理探査（電気探査） 垂直探査、探査深度 300ｍ以上、 

200 点程度 

現地業者、TEM 方電磁探査を電

気探査で代用する場合のみ 

浅井戸による試掘調査 掘削本数：13 本程度、 
掘削深度：15ｍ程度、揚水試験 

現地業者 

深井戸による試掘調査 掘削本数：15 本程度、掘削延長：1,800m 
掘削深度：70～200ｍ程度 
ケーシング：口径６インチ、PVC 
揚水試験 

現地業者 

（孔内検層を除く） 

水質分析 17 項目 
128 試料 

既存水源 50×2 回 
試掘調査井 28 本 

社会・経済調査 100 村落 500 世帯のアンケート調査 現地業者・NGO 

パイロット施設の設置 1.ハンドポンプの設置：４ヶ所 
2.太陽光発電揚水ｼｽﾃﾑ公共水栓：１ヶ所 
： 貯水槽 8m3、送水管路 2 ｲﾝﾁ-1500m、 

公共水栓１ヶ所（蛇口 4 個） 

現地業者 

水管理委員会の育成活動 水管理委員会５ヶ所の育成活動 現地 NGO 

住民啓発活動 パイロット施設５ヶ所の周辺住民への衛

生教育 

現地 NGO 

パイロット施設運営のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ ３ヶ月ごと、2 回 現地 NGO 

測量 路線測量 50km、測点間隔 100ｍ FTM（国土地理院） 

環境調査 動・植物調査、住民の社会環境調査 現地業者、大学、研究機関 
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６－８ 調査実施上の留意点 

６－８－１ 他プロジェクトとの関係 

本調査の対象地域の水供給については、「マ」国政府は、マンドラレ川のアンボアサリィ浄

水場の水をアンボボンベに約 260m の揚程を送水するパイプラインの建設を我が国に要請して

いる。 

また、MEM は IPPTE（重債務貧困国に対するイニシアティブ）の資金で 2004 年 9 月から

2005 年にかけてマンドラレ川からサンポナ台地までの 19km 間に送水量 30m3/h のパイプライ

ンを敷設する計画を実施しようとしている。これは主に農業用のパイプラインで、完成後農業

省に引き渡されることになっている。農業用水のために約 357m の揚程をポンプ送水（揚水ポ

ンプ 1 箇所、ブースターポンプ 3 箇所）するという運営コストの面で否現実的な施設である。

更にこのサンポナ台地の計画を補足する計画として、「マ」国政府はアンボアサリィ東方のタ

ランツィ川からアンボアサリィまでの送水とサンポナ台地からアンボボンベ経由アンタリタ

リカまでの送水に関する計画を持っているが、未だドナーへの正式要請には至っていない。 

この他、EU はアンボアサリィ東方のタランツィ川からアンボアサリ経由でアンボボンベま

で約 68km の送水についての F/S を 2000 年に実施済みであるが、建設は断念されている。 

このように、アンボボンベへの給水については、運営コストの検討が十分なされないまま、

もっぱら遠方からの表流水のポンプアップ送水が計画されてきた。また、AES が実施する浄水

場と給水車による給水事業も運営コストと機材の維持管理の面で負担の大きいシステムであ

り運営に支障をきたしている。南部地域は貧困地域であり経済効率を無視してでもやらなけれ

ばならないという政治的判断に基づき、これまで十分な調査のなされないまま持続性の無い計

画が行われてきている。従って、本調査ではこのような状況に留意して、取水・送水のコスト

が小さく水質の良い水源を見出すことが 重要課題である。 

６－８－２ 既存井戸インベントリー調査 

調査対象地域においては、本格的な地下水調査は行われておらず、井戸台帳等既存の井戸デ

ータも整備されていないため、既存資料からだけでは地下水の賦存状況を把握できない。この

ため、本地域で地下水調査を行う上で、先ず既存井戸インベントリー調査により既存井戸から

地下水の分布状況と利用状況を把握することが 重要である。これにより、水位観測、水質調

査、試掘調査等の地下水調査を重点的に実施する地点と調査仕様の詳細が決定できる。また、

既存井戸インベントリー調査は、車両がアクセスできる範囲で可能な限り全ての井戸について

調査することが望ましい。その結果は井戸台帳としてとりまとめ、今後の対象地域における地

下水資源管理の基本資料とする。 

６－８－３ 衛星画像・空中写真の入手 

衛星画像については MEM が所有する既存の衛星画像を使用し、新たな購入は行わない。空

中写真については、国土地理・水理院（Institut Geographique et Hydrographique National）が販売

している空中写真を本格調査団が購入する。なお、調査対象地域の空中写真は近年撮影のもの
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は存在せず、1950 年撮影の 1/50,000 が入手可能であり対象地域全域をカバーしている。 

６－８－４ 物理探査 

物理探査の目的は、地質構造の解明、試掘地点の選定及び試掘の仕様決定とする。水平探査

と垂直探査を組み合わせて実施する。 

（１）水平探査（破砕帯の探査） 

比較的岩盤の深度が浅いアンボボンベ盆地北部の深井戸については、多量に水が出る井

戸と空井戸が混在しており、断層破砕帯が揚水量を規制している可能性が高い。また、西

方の露岩地帯付近についても同様と思われる。これらの地域については、試掘地点の選定

のために水平探査による破砕帯の探査を行う。 

水平探査の手法は、広域に短時間で手軽に探査する必要があり、VLF（Very Low 

Frequency）法電磁探査が も適している。測定に用いる低周波電磁場は既存の軍用ラジオ

放送局から送信（周波数 15～30kHz）されているものである。VLF 送信局から 10,000km が

受信可能限界である。アフリカには VLF 局が存在せずマダガスカルに近いものは、オース

トラリア、インド、イタリア、フランス、ロシアで、確実に受信できるものはインド（ボ

ンベイ）にしかない。加えて、各局ごとに送信時間帯が限られている。更に測線に 20 度以

内の垂直方向に VLF 局がある必要があるため、インドの 1 箇所だけでは実質的に既存の

VLF 局からの電磁波を利用した測定は無理と判断される。従って、VLF 波の発信源として

ポータブル VLF 送信機を使用する必要がある。 

（２）垂直探査（地質構造の探査） 

対象地域の地下水の賦存状況を明らかにするためには、主要地下水源と考えられるアン

ボボンベ地下水盆の地質構造を明らかにする必要がある。また、既存井戸が殆ど無く情報

の乏しい沿岸砂丘地帯における地下水開発を検討するために、垂直方向の地質構造を明ら

かにする必要がある。これらの目的で垂直探査を実施し、解析される地質構造から試掘調

査井の予定深度を決定する。 

探査手法は、アンボボンベ地下水盆の全体構造を把握するためには、広範囲を短時間に

測定する必要があるため、一般に行われる電気探査より測定時間の短い電磁探査を行う。

よく使われる周波数領域電磁探査（EM 法）は垂直方向の粗いデータしか得られないため深

層の探査には向いていない。このため深度方向の解析分解能が良く探査深度が深い時間領

域電磁探査（TEM 法）とする。TEM 法探査装置は現地業者が所有していないため、日本国

内より機材を持ち込む必要がある。 

なお、電気探査による垂直探査でも実施可能であるが、時間が非常にかかるため、2 チー

ム以上編成する必要がある。電気探査を実施できる現地業者は複数あるが、複数のチーム

を編成できる業者は無い。 
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６－８－５ 試掘調査 

（１）サイト選定 

給水対象地域の地下水は一般に塩分濃度が高く、比較的塩分濃度の低い限られた地域で

浅層地下水が使われているのみである。水資源の調査対象地域についても井戸データが得

られる公共の井戸は少ない。成功井と空井戸が混在しており、更に懸念される水質の分布

状況が不明であるため、飲料水に適合した良質で持続した揚水のできる試掘サイトを決定

するためには既存井戸インベントリー調査、衛星画像・空中写真判読、水質調査及び物理

探査の結果を詳細に解析しなければならない。 

既存の井戸データと地形図・地質図から、地下水の開発可能性が高い地域と情報の無い

地域の新規水源の探査のために、また需要地である人口密集地域に近い地域の地下水源の

評価のために、現時点で想定される浅井戸の試掘サイトを表６－６に深井戸の試掘サイト

を表６－７に示す。 

本地域の浅井戸の深度には広く砂丘堆積物が分布しており 20m 以上の深さの井戸が多い。

工法上の技術的制約とハンドポンプの揚水効率を考慮して、25m を浅井戸の予定掘削深度

として設定する。 

表６－６ 浅井戸の試掘計画概要 

地域 試掘井の数 目的・内容 

北部 0 本 深井戸開発が可能な地域であり、給水対象地域か

ら遠いので実施しない 
中部 4 本 ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞの新規浅井戸水源の調査 

ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞから約 20km 以内のｻﾘﾓﾝﾄ沼周辺 

アンボボンベ

盆地 

南部 4 本 ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ周辺の浅層地下水の評価､ 
ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞから約 5km 以内 

沿岸砂丘地帯 1 本 沿岸砂丘地帯の浅井戸（宙水）開発の可能性の調

査、砂丘地帯の集水面積の広い窪地に設置 
その他内陸地帯 4 本 国道 10 号線沿いの村落部でのﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ用浅井

戸の設置、水管理委員会作りを想定する。 
合計 13 本  

 

 

表６－７ 深井戸の試掘計画概要 

地域 試掘井の数 試掘 

予定深度 

掘削延長

深度 

目的・内容 

北部 5 本 60～90m 400m アンボボンベの新規水源の探査。

中部 2 本 120m×2 240m 地下水盆の水理地質構造の把握。

アンボボ

ンベ盆地 

 

南部 

 

3 本 

150m×2 

200m 

500m ｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ付近の深層地下水の把

握と地下水盆の構造把握。200m の

井戸はｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ南部の砂丘上に

設定しｱﾝﾎﾞﾎﾞﾝﾍﾞ地下水盆地が閉

鎖水盆であるかを確認。 
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沿岸砂丘地帯 3 本 150m×3 450m 沿岸砂丘地帯の人口の多い集落付

近で砂丘の凹地に設定。 

その他内陸地帯 2 本 80m、130m 210m 国道 10 号線沿いの内陸集落で浅

井戸が適さない地域にある人口の

多い集落。 

合計 15 本  1,800m  

  

（２）井戸構造 

アンボボンベ盆地内で掘削する 10 本については、地下水盆の構造の把握と塩分濃度の垂

直分布を把握する目的があるため、掘削深度は岩盤に到達するまでを目処とする。また、

ケーシングとスクリーンは、30m3/h 程度の揚水量が得られた場合に揚水試験で使用する水

中ポンプが挿入可能な 小径である 6 インチとする。スクリーンは現地で入手可能な PVC

（硬質塩化ビニル）のスリット型とし、アンボボンベ盆地については垂直方向の塩分濃度

分布を把握する必要があるため水面以下はフルスクリーンとする。PVC 管は強度が劣るた

め厚手のものを使用する。GSP（亜鉛引き鋼管）は現地で入手困難なうえ塩水による腐食の

問題があるので使用しない。INOX（ステンレス管）は技術的に適切であるが、フランスか

らの輸入となり非常に高価（PVC の約 9 倍）で調達に時間もかかる。ステンレス管を使用

した場合は試掘調査費が 2 倍以上になるため、調査段階ではステンレス管を使わないで井

戸本数を増やす方が良いと判断される。 

（３）孔内検層 

再委託が可能な現地の井戸掘削業者 3 社を調査したところ、マダガスカルにおいては一

般に孔内検層は実施されておらず、機材を所有する業者は存在しない。唯一、同国で井戸

掘削を行っている中国企業が、他国（ナイジェリア）で使用中のものが使えるとしている

が、本件に長期間使用するのは不可能と思われる。従って孔内検層機は日本から持ち込む

必要がある。 

（４）揚水試験 

揚水試験については、どの井戸掘削業者も実施可能であるが、揚水量の測定や測定時間

の管理等の技術レベルについては未知であり再委託の業者選定時に確認の必要がある。 

６－８－６ 地下水のモニタリング 

マダガスカルにおいては、地下水資源管理はほとんど行われておらず、新しい組織である

ANDEA が地下水観測網を設置する計画を持っているが、ANDEA は構想のみで組織としての

実態が無くその行方はわからない。地下水の流動は非常に遅く、問題が発生してからでは対策

を行っても効果は直ぐには期待できない。地下水の管理のためには、地下水の大規模な開発が

行われる可能性がある地域については問題発生前から観測を行うことが重要である。 

既存井戸のほとんどは住民が使用中であり、使用していない井戸は長年放棄されたため孔内
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がゴミにより塞がれていたり水が無い状態にある。本調査では、アンボボンベ盆地内の試掘調

査井について、6 箇所に地下水位の観測機材を、3 箇所に水質の観測機材を設置し、地下水を

モニタリングする予定である。モニタリング結果は地下水ポテンシャルの評価に使用するが、

アンボボンベの水源として本地域の地下水が開発されることが予想されるため、本調査後も同

機材を活用してモニタリングを継続するための地下水モニタリング計画を策定する。ただし、

モニタリングを実施する人的資源と資金を持つ組織が無いため、極力負担のかからない観測シ

ステムとするよう留意する。従って、本調査で使用する機材は、メンテナンスフリーで長期間

観測可能なものを選定する必要がある。 

６－８－７ 地下水シミュレーション 

調査対象地域の河川は全て枯れ川で河川流出量のデータが入手できないため、水収支解析だ

けでは地下水の涵養量(ポテンシャル)が把握できない。地下水位分布、水理定数、地下水位の

季節変動などから地下水の開発ポテンシャルを見積もるか、地下水シミュレーションの逆解析

から見積もることになる。アンボボンベ地下水盆全体で地下水モデルを構築すると、他地域か

らの地下水の流入を考えなくて済み、モデルの境界条件がシンプルで不確定要素が少なくなり、

地下水シミュレーションから降雨の浸透量を推定する事が可能となる。 

一方、地下水の高塩分濃度が対象地域の地下水開発を困難にしており、地下水開発が集中し

て行われているアンボボンベの市街地については塩水化の進行が見られる。塩分濃度について

は他の汚染物質の移流・拡散とは異なり密度流を考えなくてはならず、地下水シミュレーショ

ンで作成する地下水流動モデルを使って、密度流解析による塩水化機構へのアプローチが必要

となる。 

一般に使用されている地下水シミュレーション・ソフトは、汚染物質の移流・拡散は扱える

ものの、密度流は扱えないため、使用するソフトウェアの採用には注意を要する。 

６－８－７ パイロットプロジェクトのサイト選定 

小規模の集落や村落部の給水については、住民組織による給水施設の運営・維持管理が望ま

しい。このため、試掘井を利用したパイロットプロジェクトにより給水施設の設置と住民組織

による運営・維持管理のキャパシティビルディングを行う。 

想定される施設は、小規模集落でのハンドポンプによる給水（レベル－Ⅰ）4 箇所と中規模

集落に対する水中ポンプと公共水栓による給水（レベル－Ⅱ）を 1 箇所とするが、試掘調査井

を利用することとなるので、試掘調査の途中結果を見て数量とサイトを決定する。 

６－８－８ 社会配慮 

（１）社会・文化・習慣等への留意 

南部地域において過去に行われた給水プロジェクトのほとんどは失敗に終わっており、

南部地域はプロジェクトの墓場とさえ呼ばれている。これは不適切な技術の採用、運営コ

ストの高い給水システム等の技術的側面が大きいが住民との関わりの欠如による面もある。 
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南部地域は伝統的に共同体的な性格が強く、共同体での特権階級、有力者、意志決定者

などが存在する。このため、給水施設の場所の選定は技術者の判断だけでは決定できず、

社会構造に留意する必要がある。 

社会・文化・慣習的制約が南部地域においては水資源の利用に大きく影響しており、設

置した井戸が使われない例も見られる。AES によると土着の宗教的施設で問題になった事

例は無いが、墓場付近の井戸の使用が拒絶されたことがある。ゼブ（こぶ）牛は南部地域

の住民、特に対象地域に多いアンタンドロイ族においては文化・富を表す特別な存在で、

その水需要は伝統的に優先される。衛生に関する慣習が知られており、住宅の東方は先祖

のための神聖な場所であるが、西方は不浄の場所とされ排便が行われる。閉鎖した場所で

の排便はタブーとされている。また、一般に生活排水は路上または側溝に廃棄される。 

このように、給水計画の策定において社会・文化・慣習を把握することは、計画を持続

的なものとするために必要である。 

（２）水売り人への配慮 

また、給水施設が整備された場合、水需要の大部分をまかなっている私営の水売り人へ

の影響が予想され、プロジェクトに反対するグループとなる可能性があるため、その実態

を把握し計画策定において配慮が必要である。 
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添付資料－３ 主要面談者リスト 

 

所属    氏名           職位 

 

在マダガスカル 吉原 修     特命全権大使 

日本大使館 中川幸子     参事官 

 松井一芳    二等書記官 

 

JICA マダガスカル事務所  佐々木直義    所長 

 浦田あゆみ    企画調査員 

 

エネルギー鉱山省（MEM） Mr. RABARISON Jacquis   大臣 

 Mr. RAKOTONDRAINIBE Jean Herivelo  次官 

 Mr. ANDRIAMASY Raphael  総局長 

 Ms. RAZANAMIHAJA M.E.  水利・衛生局長 

 Mr. RANDRIAMANGA William Henri 水利・衛生課水資源課長 

 

南部水供給公社（AES） Mr. LAMBO Joseph   総裁 

 Mr. RAZAFINZATIANA Dely  財務担当 

 Mr. RAKOTONDRASOA Mamy Didier 監査担当 

 Mr. RANDRIATSIFOLAHINA P. Theodoret  AES Ambovombe 事務所 

技術局長 

 

 

水 ・電 力 公 社 (JIRAMA)  Mr. RAMAMPANJAKA Jose  水設備部長 

 

CGDIS  Mr. BEMAHATSARA   南部総合開発庁官房 

           Mr. MAHAVATSE 大佐       南部総合開発庁 総局長 
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添付資料－４ 資料収集リスト 

様式第１号（記第２関係） 
（収集／作成資料） 

  資 料 リ ス ト             

平成 16 年 8 月 30 日作成 
 

主管チーム長  図書館 
受入日 

  

 

  プロジェクトＩＤ    -     -  - 実施番号   -   -     -   

地域 アフリカ 調査団名又は 

専 門 家 氏 名

南部地域における自立的・持続的

飲料水供給計画（事前調査） 

調査の種類

又は指導科目

事前調査（S/W 協議） 担当部署 地球環境部 

国名 マダガスカル 配属機関名  現地調査期間

又は派遣期間

16 年 7 月 28 日～16 年 8月 22 日 担当者氏名 今井達也 

 

種類 

番号 資料の名称 発行機関 形態＊ 収集

資料

専門家

作成資料

JICA 

作成資料

テキスト その他

取扱区分 
図書館 

記入欄 

A 開発計画関連政策・報告書          

A-1 水部門政策宣言書 1997（仏文） エネルギー鉱山省 電子 ○     JR・CR( )・SC  

A-2 エネルギー鉱山省一般政策の紹介 2004年 5月（仏

文） 

エネルギー鉱山省 電子 ○     JR・CR( )・SC  

A-3 村落および都市部の給水・下水インフラ開発プラ

グラム 2005-2006-2007（仏文） 

エネルギー鉱山省 

水・衛生局 

電子 ○     JR・CR( )・SC  

A-4 貧困削減戦略ペーパー2003 年 7 月(英) マダガスカル政府 電子 ○     JR・CR( )・SC  

A-5 南部地域水資源開発マスタープラン 2004 年 2 月

最終報告書（仏文） 

UNDP 電子 ○     JR・CR( )・SC  



 

 

-
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4
1
-

           

B 地質・水理地質関連資料          

B-1 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ南部地域牧畜水利調査（仏文） BURGEAP 図書 ○     JR・CR( )・SC  

B-2 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ極南部牧畜水利施設データ(仏文) BURGEAP 図書 ○     JR・CR( )・SC  

B-3 アンボボンベの水理地質 1982（仏文） Bakotondrainibe Jean 

Herivelo 

図書 ○     JR・CR( )・SC  

B-4 世銀 500 本の深井戸計画の井戸リスト エネルギー鉱山省 ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳ

ﾄ 

○     JR・CR( )・SC  

B-5 南部地域の水源リスト エネルギー鉱山省 ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳ

ﾄ 

○     JR・CR( )・SC  

B-6 井戸断面図（AES 井戸） AES 電子 ○     JR・CR( )・SC  

B-7 井戸断面図（対象地域・次官作成） エネルギー鉱山省 電子 ○     JR・CR( )・SC  

B-8 調査対象地域の既存井戸位置図（次官作成） エネルギー鉱山省 電子 ○     JR・CR( )・SC  

B-9 調査対象地域の衛生画像（5枚） エネルギー鉱山省 電子 ○     JR・CR( )・SC  

B-10 アンボボンベ周辺の地質図 エネルギー鉱山省 電子 ○     JR・CR( )・SC  

B-11 50 万分の 1地質図 FORT-DAUPHIN エネルギー鉱山省 地図 ○     JR・CR( )・SC  

B-12 50 万分の 1地質図 ANPANIHY エネルギー鉱山省 地図 ○     JR・CR( )・SC  

           

C 気象・水文関連資料          

C-1 マダガスカルの河川と支川（仏文） ORSTOM 図書 ○     JR・CR( )・SC  

C-2 マンドラレ川のｱﾝﾎﾞｱｻﾘｨ南観測所月別流量観測

データ 1950/51-1996/97 

気象総局水文局 ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳ

ﾄ 

○     JR・CR( )・SC  

C-3 アンボボンベ観測所の気温・降雨量・蒸発散量デ 気象総局気象局 ﾌﾟﾘﾝﾄ ○     JR・CR( )・SC  



 

 

-
1
4
2
-

ータ ｱｳﾄ 

C-4 マンドラレ川流域図 気象総局水文部 地図 ○     JR・CR( )・SC  

           

D 給水関連資料          

D-1 水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの受益者参加評価(仏文) 世銀 図書 ○     JR・CR( )・SC  

D-2 天水溜めプロジェクト（仏文） CRS ｺﾋﾟｰ ○     JR・CR( )・SC  

D-3 沼地改修プロジェクト（仏文） CRS ｺﾋﾟｰ ○     JR・CR( )・SC  

D-4 新規プロジェクトの資金要請書 CRS ｺﾋﾟｰ ○     JR・CR( )・SC  

           

E 組織・会社案内          

E-1 AES の組織図 AES ｺﾋﾟｰ ○     JR・CR( )・SC  

E-2 エネルギー鉱山省水・衛生局の職員表 エネルギー鉱山省 ｺﾋﾟｰ ○     JR・CR( )・SC  

E-3 JIRAMA の組織案内書 JIRAMA ｺﾋﾟｰ ○     JR・CR( )・SC  

E-4 ATELIER T+社のﾛｰﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ TELIER T+社 ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳ

ﾄ 

○     JR・CR( )・SC  

E-5 NPO の FIKRIFAMA の組織紹介・年報 FIKRIFAMA 図書 ○     JR・CR( )・SC  

E-6 SGDM（物理探査会社）の会社技術紹介書 SGDM 社 図書 ○     JR・CR( )・SC  

E-7 RANOSOA（仏系の井戸掘削業者）の会社案内 RANOSOA 社 電子 ○     JR・CR( )・SC  

           

F-1 コミューン図(Ambozoa) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-2 コミューン図(Ambohimalaza) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-3 コミューン図(Ankilikira) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-4 コミューン図(Ambondro) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  



 

 

-
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F-5 コミューン図(Ambonaivo) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-6 コミューン図(Sihanamaro) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-7 コミューン図(Maroalomainty) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-8 コミューン図(Ambovombe) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-9 コミューン図(Erada) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-10 地形図 JAFARO(1:100,000) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-11 地形図 AMBOASARY(1:100,000) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-12 地形図 TSIHOMBE(1:100,000) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-13 地形図 AMBONDRO(1:100,000) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-14 地形図 ANTANIMORA(1:100,000) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-15 地形図 IMANOMBO(1:100,000) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-16 地形図 ERADA(1:100,000) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-17 地形図 AMBOVOMBE(1:100,000) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-18 地形図 AMPANIHY(1:500,000) FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-19 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ植生図(1:200,000)Ambovombe FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-20 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ植生図(1:200,000)Bekily FTM(国土地理水路測量院) 地図 ○     JR・CR( )・SC  

F-21 BULLETINE SAP, No. 90, June 2004  SAP(Le Système d’Alerte 

Précoce) 

図書 ○     JR・CR( )・SC  

F-22 Enquete Sur les Marches Ruraux 2002 INSTAT(国立統計院) 図書 ○     JR・CR( )・SC  

F-23 Enquete Aupres des Menages 2002 INSTAT(国立統計院) 図書 ○     JR・CR( )・SC  

F-24 Presentation de L’organisation TARATRA 図書 ○     JR・CR( )・SC  

 ＊図書、地図、ビデオテープ、電子媒体等 
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添付資料－５ 事業事前評価表 
事業事前評価表（開発調査） 

１．案件名  

マダガスカル国 南部地域における自立的・持続的飲料水供給に係る調査 

２．協力概要 

（１）事業の目的  

対象地域の水資源状況を把握し、安全な水を利用する計画を策定する。また、計画施設の一部に

ついては概略設計を行う。 

 

（２）調査期間   2005 年 1 月～2006 年 10 月(22 ヶ月) 

 

（３）総調査費用  概算 3.2 億円  

 

（４）協力相手先機関   エネルギー鉱山省（MEM） 

 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等）  

 マダガスカル南部チュレアール州アンボボンベ水盆及び南接する海岸地域の農村に居住する住

民約 10 万人に対する安全な飲料水の供給 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点  

 マダガスカルにおける安全な水へのアクセス率は、全国平均で 47%、都市部 81％、農村部 31％

（以上、2000 年度）と低い。国土の中部以北では降水や地下水が比較的豊富であるため、給水は

インフラ整備によるアプローチが可能であるが、南部に位置するチュレアール州南部沿岸地域は、

年間降水量が 400m から 500mm しかなく公共水道も未発達なため、地域の住民は他に類を見ない高

額な飲料水を水売りから購入するか、遠くの井戸に買いに行く労働を女性及び子供に強いている。

しかも、そうして得た水の質は衛生的とは言い難い。現在は、人口に対して僅かな浅井戸と高価

かつ供給が不安定な給水車に飲料水を頼っている。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

マダガスカル政府は同地域における「安全な水」の確保を国家の 優先課題の一つとし、解決

に注力している。特に南部地域は国内でも貧困地域として認識されている。具体的政策として、

水法制定（1999 年）、都市および村落における水供給と下水のインフラ開発プログラム

2005-07(2003 年)の策定、エネルギー鉱山省一般政策の提示(2004 年)等がある。 

 

（３）他国機関の関連事業との整合性  

世銀の地域開発の一環として水給水農村給水・衛生パイロットプロジェクト（PAEPAR）、ユニセ

フの村落給水（井戸掘削）計画など技術支援型のアプローチを中心に協力が実施されている。近

年では UNDP が中心となって「南部地方水利マスタープラン」を策定したが、本協力の対象地域を

含む包括的なプランであり、具体的事業に結びつく精度の技術調査に基づいていないため、本件

で水資源賦存調査を実施する。 
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（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 

JICA 国別事業実施計画では、「水供給」はマダガスカル国の 4 つの重点分野の一つとして位置

づけられている。 

 

４．協力の枠組み 

（１） 調査項目 

(a) 既存井戸及び既存水供給施設の情報収集、(b) 社会・経済条件調査、(c)水利用の現状確認

（供給から消費まで、）(d)水賦存状況の把握、(e)気象・水文解析、(f)水理地質解析及び地

下水モデルの構築、(g)地域水利用計画の策定、(h)水利用パイロット・プロジェクトの設置

及びモニタリング、(i)都市給水施設の設計、(j)環境影響評価手続きの支援、(k)事業費の

積算など 

 

（２） アウトプット（成果） 

1) 南部地域において利用可能な水資源を把握する。 

2) アンボボンベ市及び国道 10 号線沿いから沿岸にかけた村落に安定して安全な水を供給す

る計画を策定し、一部施設の概略設計が終了する。 

3) 以上を通じて、水資源把握水利用計画の策定手法が、実施機関のカウンターパートに技術

移転される。 

 

（３） インプット（投入）：以下の投入による調査の実施 

(a) コンサルタント（分野/人数） 

9 名（総括/給水計画、水理地質、地下水開発計画、地下水シミュレーション、社会・経

済、物理探査、試掘調査、水質調査、施設設計/積算、運営・維持管理計画） 

(b) その他 研修員受入れ 

 

５．協力終了後に達成が期待される目標 

(１)提案計画の活用目標 

・ 提案された水利用計画がマダガスカル政府の正式計画として活用される。 

・ 提案された村落給水及び都市給水施設が建設され、適切な維持管理の下に使用される。 

 

(２)活用による達成目標 

対象地域における自立的・持続的な安全な水が供給される。 

 

６．外部要因 

(１)協力相手国内の事情 

(a) 政策的要因：開発政策の変更による提案事業の優先度の低下等 

(b) 行政的要因：行政省庁・実施組織間での調整の遅延 

(c) 経済的要因：マダガスカル国内外の経済状況の悪化等 

 

(２)関連プロジェクトの遅れ 

特に無し。 
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７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注） 

基本的に貧困層の飲料水確保を目指した調査であり、水汲み労働に従事する女性と子供の健

康増進と労働軽減に配慮している。一方で、地域の水売り人など、既得権益を保有するものへ

代替案を用意するなど配慮が必要。 

また、環境容量（地下水の涵養量、河川環境流量等）の範囲内での計画的な水資源利用（地

下水汲み上げなど）を目指す調査であるが、マダガスカル国の環境配慮手続きを遵守する。 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注） 

同国別地域における無償資金協力（地下水開発）の経験から、現地 NGO と連携した住民によ

る施設維持管理体制の仕組みづくり有効であるため、本件にもその手法を活用する。 

９．今後の評価計画 

(１) 事後評価に用いる指標 

(a) 活用の進捗度 

・本件で提言された計画内容に対する実施の度合い（井戸の新規掘削数、水管理委員会

の設置数など） 

(b)活用による達成目標の指標 

・対象地域における給水量の変化 

・世帯における水汲み労働時間の増減 

 

（２）上記(a)および(b)を評価する方法および時期 

(a) フォローアップによるモニタリング 

(b) 調査終了後 3年後以降に評価を実施する。 

 

(注) 調査にあたっての配慮事項 
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